


































事 務 連 絡 

平成 30 年６月 22 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会社会教育施設主管課 

各都道府県・指定都市社会体育施設主管課  御中 

各都道府県・指定都市文化施設主管課 

 

文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

文 化 庁 文 化 部 芸 術 文 化 課 

 

 

社会教育施設の安全性の確保について（周知） 

 

 

 ６月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市立寿栄小学校においてプ

ールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。 

 文部科学省では、別紙のとおり「学校におけるブロック塀等の安全点検等について」（平成 30年６

月 19日付け 30文科施第 112 号大臣官房文教施設企画部長、初等中等教育局長通知）を発出している

ところです。 

 また、国土交通省では、以下 URL のとおり、広く一般の建築物を対象に建築物の既設の塀の安全点

検のためのチェックポイントを作成するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて注意喚起す

るよう要請しているところです。（http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000731.html） 

 社会教育施設（社会体育施設、文化施設を含む。以下同じ。）は住民の身近な学習の場であり、多

くの地域住民が集まる施設です。各社会教育施設設置者におかれても、当該社会教育施設の安全性の

確保に御高配を賜りますようお願いします。 

 このことについて、都道府県主管課におかれては、域内市区町村の社会教育施設主管課に対し、本

件について周知いただくよう併せてお願いします。 

 

 

〈本件に関する問合せ先〉 
（社会教育施設） 
文部科学省生涯学習政策局社会教育課連携推進係 
TEL：03-5253-4111（内線 3455、2974） 

（社会体育施設） 
スポーツ庁参事官（地域振興担当）施設企画係 
TEL：03-5253-4111（内線 3773） 

（文化施設） 
文化庁文化部芸術文化課文化活動振興室劇場音楽堂担当 
TEL：03-5253-4111（内線 3163） 







 

８ス健ス第１０号 

令和８年４月２８日 

スポーツ庁健康スポーツ課長

中 村 宇 一 

スポーツ庁地域スポーツ課長

鈴 木 文 孝 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）

廣 田 美 香 

スポーツ活動における熱中症事故の防止について（依頼）

 標記については、例年、御協力をいただいているところですが、スポーツ活動中をはじめとして、

依然として熱中症による被害が多く発生しています。 

令和７年の夏の日本の平均気温は統計開始以降で最も高くなり、８月には国内統計史上最高気温

となる 41.8℃が観測されました。また、令和７年５月から９月までの熱中症による救急搬送人員は

100,510人となり、調査を開始した平成 20年以降で最多となりました（別紙）。 

こうした中、令和７年６月には、「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（公益財団法人日

本スポーツ協会）が改訂され、近年、スポーツ活動中の身体冷却の有効性が認められるようになった

ことを踏まえ、スポーツ活動中の熱中症予防５ヶ条に身体冷却が盛り込まれました。また、令和８年

１月には、スポーツ庁において、運動・スポーツに関わる組織や個人が、科学的知見に基づき、熱中

症予防も含めた安全対策の評価・改善を図っていくことを支援するため、「運動・スポーツにおける

安全対策の評価・改善のためのガイドライン（試行版）」（概要：別添１）をとりまとめました。さ

らに、令和８年度のスポーツ振興くじ助成事業（独立行政法人日本スポーツ振興センター）において、

熱中症対策を目的とした施設の整備事業を助成対象とする変更が行われました。 

 熱中症の発生は、身体が暑さに慣れていない時期に起こりやすいことも念頭に、下記のとおり、ス

ポーツ関係者において御留意いただきたい点を示しますので、上記のガイドブックやガイドライン

等も参考にして、適切な措置を講ずるようお願いします。 

 なお、都道府県スポーツ主管課・スポーツ施設主管課におかれては、域内の市区町村スポーツ主管

課・スポーツ施設主管課に対して本件を周知されるようお願いします。 

また、必要に応じて貴自治体内において関係する他の部署へ情報を共有いただきますようお願い

します。 

記 

１．重点として取り組むべき事項 

（１）基本的な考え方 

暑い季節においても、心身の健全な発達や健康及び体力の保持増進の観点から、適切な熱中症

対策を講じながら運動・スポーツを継続して実施することは重要であり、安全を確保した上での

運動・スポーツの実施のために以下の重点事項に留意しつつ、熱中症対策に万全を期すことが重

要であること。 

各都道府県スポーツ主管課長・スポーツ施設主管課長 

各指定都市スポーツ主管課長・スポーツ施設主管課長 
殿 

熱中症事故防止のため、暑熱順化、暑さ指数（WBGT）に基づく活動実施判断、水分・塩分補給や 

身体冷却、熱中症警戒情報への留意等、重点的に取り組むべき事項をまとめましたのでお知らせします。 



 
（２）重点事項 

  ① 体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症になりやすいことから、

暑熱ストレスが高くない時期から無理のない範囲で積極的に汗をかき、徐々に暑熱順化（体を

暑さに徐々に慣らしていくこと）を行うこと。 

  ② 活動の場所や種類にかかわらず、暑さ指数（WBGT）に基づいて活動実施を判断すること。特

に、スポーツイベント・大会の実施に当たっては、開催地域における暑さ指数の状況等も踏ま

えながら、これまでと開催時期を変更する、開催時間帯をずらす、運動負荷を軽減する、健康

に被害が生じるおそれがある場合は中断・中止するなど、熱中症予防に配慮した開催方法を検

討すること。 

  ③ スポーツ活動前や活動中、活動後に、健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行

うとともに、多様かつ効果的な身体冷却を行うこと。 

  ④ 熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分の補給、身体冷却、病院へ

の搬送を行うこと。 

  ⑤ 環境省が発表する熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報に留意し、警戒情報発出時に運動・

スポーツを実施する場合は、エアコンがある屋内、屋根付き運動場など涼しい環境を確保（屋

外において実施する場合は上記②～④の対策を徹底）すること。 

 

２．取組に当たっての留意事項 

（１）「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」や「運動・スポーツにおける安全対策の評価・

改善のためのガイドライン（試行版）」等を参考として、関連する部局・課とも連携し、スポー

ツ関係者に対して熱中症事故防止に必要な事項の理解促進を徹底するなど熱中症予防に取り組

むこと。その際、運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のための５つのガイドラインの

チラシ（別添２）や、適切な予防措置、指導者等の責任などを記載したチラシ兼ポスター「スポ

ーツ活動における熱中症事故の防止」（別添３）も活用すること。 

（２）環境省の熱中症予防情報サイトで提供されている熱中症の目安となる暑さ指数、熱中症への対

処方法に関する知見等の情報（「熱中症警戒情報（熱中症警戒アラート）」は、本年度は４月 22

日から情報提供がされている）、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備えた一段上の「熱中

症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）」（別添４）に関する情報を活用するとともに、「指

定暑熱避難施設」（クーリングシェルター）（市町村長が冷房設備を有する等の要件を満たす施

設（公民館、図書館、ショッピングセンター、社会体育施設等）を指定するもの）の活用を含め、

適切に対応すること。 

（３）イベント主催者は、施設管理者、警察、消防（救急搬送）、地方公共団体、関係団体と連携し

ながらイベントを運営する必要があることから、熱中症事故の防止に関し関連する部局・課に対

して周知すること。 

（４）学校の水泳プールの開放に当たっては、「学校屋外プールにおける熱中症対策」（平成 31年

３月、スポーツ庁委託事業により独立行政法人日本スポーツ振興センター作成）等を参考に、地

域の実情等に応じて、適切に対応すること。 

 

【本件担当】 

 

 

 

 

 

（スポーツ活動中の熱中症予防一般） 
スポーツ庁健康スポーツ課 庶務係 担当：松尾、外岡 
アドレス：kensport@mext.go.jp ／ 電話：03-5253-4111(内線2684) 
 
（運動部活動・地域クラブ活動中の熱中症予防） 
スポーツ庁地域スポーツ課 学校運動部活動係 担当：行武 
             地域スポーツクラブ活動推進係 担当：柴田 
アドレス：tiikisport@mext.go.jp ／ 電話：03-5253-4111(内線3953・3043) 
 
（社会体育施設の熱中症予防） 
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 施設企画係 担当：勝美、小林 
アドレス：stiiki@mext.go.jp ／ 電話：03-5253-4111（内線3773） 

mailto:kensport@mext.go.jp
mailto:tiikisport@mext.go.jp
mailto:stiiki@mext.go.jp


【参考資料】 

１ スポーツ庁 
 「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン」（令和 8 年 1 月公表） 
  https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm 
 
２ 環境省 

「熱中症環境保健マニュアル 2022」（令和 4 年 3 月改訂） 
 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 
「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2020」（令和 2 年 3 月改訂） 
 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php 
「熱中症予防情報サイト」 

 （ＰＣ）https://www.wbgt.env.go.jp/ 
 （スマートフォン）https://www.wbgt.env.go.jp/sp/ 
 
３ 気象庁 
 「熱中症から身を守るために」 

 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html  
 
４ 公益財団法人日本スポーツ協会  

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（令和 7 年 6 月改訂） 
 https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html 
 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」改訂のポイント 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/heatstroke/heatstroke_leaflet202506.pdf 
 
５ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

「熱中症を予防しよう－知って防ごう熱中症－」（平成 31 年 3 月発行） 
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPamphlet/h30nettyuusyou_all.pdf 
「スポーツ事故防止ハンドブック」（令和 2 年 12 月） 
 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/R2handbook/handbook_A5.pdf 
「学校屋外プールにおける熱中症対策」（平成 31 年 3 月発行） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPoolPamphlet/h30nettyuusyou_pool.pdf 
 

６ 中央競技団体 
「安全対策ガイドライン」（公益財団法人日本陸上競技連盟） 
 https://www.jaaf.or.jp/rikuren/pdf/safety.pdf 
「熱中症対策ガイドライン」（公益財団法人日本サッカー協会）  
 http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf 
「ボート競技と熱中症について」（公益社団法人日本ボート協会） 
 http://www.jara.or.jp/info/2008/medicine20080602.html 
「バレーボールにおける暑さ対策マニュアル」（公益財団法人日本バレーボール協会） 
 https://www.jva.or.jp/play/protect_heat/ 
「柔道の安全指導」（公益財団法人全日本柔道連盟） 
 https://www.judo.or.jp/coach-referee/safety-docs/ 
「熱中症 ソフトボール活動中の予防について」（公益財団法人日本ソフトボール協会）  
 http://www.softball.or.jp/info_jsa/joho/osirase/jsa_nettyushou2014.pdf 
「熱中症」（一般財団法人全日本剣道連盟）  
 https://www.kendo.or.jp/knowledge/medicine-science/heatstroke/ 
「ラグビー外傷・障害対応マニュアル」（公益財団法人日本ラグビーフットボール協会）  
https://www.jrfuplayerwelfare.com/ 

「安全対策 ～熱中症」（公益財団法人全日本なぎなた連盟） 
 https://www.naginata.jp/naginata/heatstroke.html 
「運動中の事故を防止するために～競技団体からの提言～」（公益社団法人日本トライアスロン連合） 
 https://www.jtu.or.jp/news/2014/140711-1.html 
「協会 HP 安全対策」（公益社団法人日本アメリカンフットボール協会） 

https://americanfootball.jp/knowledge/safety/ 
※中央競技団体については、全てを網羅しているものではありません。 

 
７  東京都 
    東京都が主催する大規模イベントにおける医療・救護計画ガイドライン 
    https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigaiiryou 
 
８ 公益財団法人スポーツ安全協会 
  大会主催者向けに安全管理のための啓発資料 
  https://www.sportsanzen.org/content/images/other/guide3.pdf 
  スポーツリスクマネジメントの実践 —スポーツ事故の防止と法的責任— 

https://www.sportsanzen.org/about_us/grjkkl0000000f3g-att/grjkkl0000000fe2.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_gline.php
https://www.wbgt.env.go.jp/
https://www.wbgt.env.go.jp/sp/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/supoken/doc/heatstroke/heatstroke_leaflet202506.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPamphlet/h30nettyuusyou_all.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/R2handbook/handbook_A5.pdf
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPoolPamphlet/h30nettyuusyou_pool.pdf
https://www.jaaf.or.jp/rikuren/pdf/safety.pdf
http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf
http://www.jara.or.jp/info/2008/medicine20080602.html
https://www.jva.or.jp/play/protect_heat/
https://www.judo.or.jp/coach-referee/safety-docs/
http://www.softball.or.jp/info_jsa/joho/osirase/jsa_nettyushou2014.pdf
https://www.kendo.or.jp/knowledge/medicine-science/heatstroke/
https://www.jrfuplayerwelfare.com/
https://www.naginata.jp/naginata/heatstroke.html
https://www.jtu.or.jp/news/2014/140711-1.html
https://americanfootball.jp/knowledge/safety/
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigaiiryou
https://www.sportsanzen.org/content/images/other/guide3.pdf
https://www.sportsanzen.org/about_us/grjkkl0000000f3g-att/grjkkl0000000fe2.pdf


新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 合計 死亡 重症 中等症 軽症 その他 合計

1 北海道 0 14 196 863 1,654 2,727 2 45 841 1,737 102 2,727
2 青森県 0 4 66 210 646 926 2 24 319 568 13 926
3 岩手県 0 3 81 244 670 998 2 23 308 655 10 998
4 宮城県 0 7 132 659 1,001 1,799 1 44 958 796 0 1,799
5 秋田県 0 1 47 166 485 699 5 28 208 452 6 699
6 山形県 0 1 55 237 560 853 1 29 272 551 0 853
7 福島県 0 8 163 529 998 1,698 1 31 561 1,102 3 1,698
8 茨城県 0 9 191 956 1,286 2,442 2 65 1,063 1,312 0 2,442
9 栃木県 0 10 140 541 823 1,514 2 39 597 876 0 1,514

10 群馬県 0 5 170 718 1,065 1,958 0 95 1,070 792 1 1,958
11 埼玉県 0 24 510 2,257 3,350 6,141 3 202 2,133 3,803 0 6,141
12 千葉県 0 19 357 1,672 2,244 4,292 7 79 1,636 2,570 0 4,292
13 東京都 0 54 494 3,856 4,911 9,315 1 264 3,439 5,610 1 9,315
14 神奈川県 0 33 424 1,921 2,594 4,972 4 156 2,088 2,714 10 4,972
15 新潟県 0 6 133 515 860 1,514 5 44 545 909 11 1,514
16 富山県 0 2 58 213 443 716 0 23 208 485 0 716
17 石川県 0 1 77 304 602 984 2 23 287 672 0 984
18 福井県 0 1 59 207 380 647 0 22 239 386 0 647
19 山梨県 0 4 59 203 425 691 1 10 246 432 2 691
20 長野県 0 8 141 398 804 1,351 3 25 492 831 0 1,351
21 岐阜県 0 8 177 591 1,113 1,889 4 50 887 948 0 1,889
22 静岡県 0 12 220 772 1,228 2,232 2 36 706 1,488 0 2,232
23 愛知県 0 44 555 2,459 3,595 6,653 9 104 1,705 4,831 4 6,653
24 三重県 0 6 158 581 903 1,648 2 20 288 1,330 8 1,648
25 滋賀県 0 9 101 380 638 1,128 0 16 197 915 0 1,128
26 京都府 0 14 185 720 1,382 2,301 2 17 439 1,840 3 2,301
27 大阪府 0 48 553 2,527 4,074 7,202 5 39 1,585 5,573 0 7,202
28 兵庫県 0 39 364 1,374 2,833 4,610 12 66 1,235 3,296 1 4,610
29 奈良県 0 4 171 464 903 1,542 1 29 537 975 0 1,542
30 和歌山県 0 4 77 298 610 989 2 21 250 715 1 989
31 鳥取県 0 2 66 152 382 602 0 18 270 314 0 602
32 島根県 0 1 64 195 407 667 0 21 284 361 1 667
33 岡山県 0 9 174 686 1,374 2,243 5 52 631 1,548 7 2,243
34 広島県 1 12 164 658 1,460 2,295 2 49 922 1,321 1 2,295
35 山口県 0 0 75 305 574 954 2 16 269 667 0 954
36 徳島県 0 5 86 250 415 756 2 27 223 493 11 756
37 香川県 0 4 70 328 603 1,005 0 35 460 510 0 1,005
38 愛媛県 0 10 140 420 889 1,459 2 32 362 1,063 0 1,459
39 高知県 0 8 60 181 458 707 2 15 154 467 69 707
40 福岡県 0 20 388 1,193 2,207 3,808 1 44 1,697 2,055 11 3,808
41 佐賀県 0 4 107 272 553 936 4 25 364 542 1 936
42 長崎県 0 1 128 352 710 1,191 1 23 466 699 2 1,191
43 熊本県 0 12 182 527 991 1,712 0 45 1,027 639 1 1,712
44 大分県 0 9 108 381 884 1,382 2 56 670 653 1 1,382
45 宮崎県 0 3 124 297 622 1,046 2 18 248 754 24 1,046
46 鹿児島県 1 11 214 519 1,058 1,803 2 31 690 1,080 0 1,803

47 沖縄県 1 18 183 545 766 1,513 7 41 323 1,117 25 1,513

3 531 8,447 34,096 57,433 100,510 117 2,217 34,399 63,447 330 100,510

0.0% 0.5% 8.4% 33.9% 57.1% 100.0% 0.1% 2.2% 34.2% 63.1% 0.3% 100.0%

合　　　　計【人】

都道府県 初診時における傷病程度別（人）年齢区分別（人）

割　　　　合

令和７年５月1日～９月30日

     熱中症による救急搬送状況（令和７年）
「都道府県別の年齢区分別、初診時における傷病程度別救急搬送人員」

※端数処理（四捨五入）のため、割合の合計は100％にならない場合があります。

別紙

出典：消防庁 報道発表資料「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」（令和7年10月29日付）



「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン」(試行版)の概要

趣旨
目的

•運動・スポーツに関わる組織や個人が、科学的知見に基づき、常に必要な知見を更新して、自身が行なっている安全対策の評価・
改善を図っていくことを支援するため、共通して必要となる事故防止対策や暴力・ハラスメント防止対策をとりまとめたもの。

•すべての対策の実施を求めるものではなく（関係者の責任を問うものでもない）、各自の状況に応じて可能な範囲での取組を
推奨するもの。

対象・構成

ガイドラインの対象とする運動・スポーツ ガイドラインの構成（５分冊で構成）

ガイドラインは、対象を特定の属性、スポーツ等に

限定せず幅広く運動・スポーツ全般を対象とする。

ガイドラインは、全ての関係者が運動・スポーツの現場でそのまま活用できるよう

以下の５分冊にして取りまとめた。

年齢・性別・国籍・
障害の有無

レベルを問わず対象
特定の運動・スポーツに

限定せず対象

❶ 運動・スポーツを実施する個人向け

❷ 運動・スポーツの指導者向け

• ナショナルチームの指導者
• プロリーグの指導者
• 実業団の指導者
• 運動部・サークル活動の指導者
• スポーツ少年団の指導者
• 地域クラブ活動の指導者
• 民間スポーツジム・クラブの指導者
• 総合型地域スポーツクラブの指導者
• 市民向け健康教室の指導者 など

❸ 運動・スポーツに関する大会・イベント等の主催者向け
• 国際競技大会
• トップリーグの試合
• 学生や社会人の競技大会

• 市民向けイベント
• 学校の体育祭・運動会 など

❹ 運動・スポーツ活動の運営者向け

• ナショナルチーム
• プロリーグ
• 実業団動

• 民間スポーツジム・クラブ
• 総合型地域スポーツクラブ
• 市民向け運動教室 など

❺ 運動・スポーツ関連施設の設置・管理運営者向け

• スタジアム・アリーナ
• 民間運動・スポーツ施設
• 公共運動・スポーツ施設

• 大学等の運動・スポーツ
施設

• 学校体育施設

• 運動部・サークル活動
• スポーツ少年団
• 地域クラブ活動

• 各種公園等
• 商業施設の運動・
スポーツ施設 など

対象

対象

対象

対象

運動・スポーツ事故の現状

学校等の児童・生徒等を対象とする災害共済給付及び
団体によるスポーツ活動を対象とするスポーツ安全保険の
給付データによれば多くの事故が発生している状況。

スポーツ安全保険の加入者における事故の発生率
（加入者数に対する給付件数の割合）は

過去3年間で見ると事故発生率は年々上昇する傾向。

日本スポーツ協会の「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」
に寄せられた相談件数は、年々増加する傾向。

全体事故発生率

A1・AW区分:中学生以下
(スポーツ以外も含む)

C/CW区分:高校生～64歳
(スポーツ活動)

B区分:65歳以上
(スポーツ活動)

過去最多を更新

■年度別相談件数推移(2024年度末現在)

2024年度
相談件数

536件
大人向け窓口:475件
子供向け窓口:61件

■令和５年度におけるスポーツ中の事故の発生件数

負傷件数 後遺障害件数 死亡件数

災害共済
給付

447,936件 184件 6件

スポーツ
安全保険

174,905件 390件 17件

↑詳細:スポーツ庁HP

別添１



1.安全管理体制・緊急連絡体制の整備

2.事故防止のための適切な施設・設備・用具の管理

3.安全な利用のための現場管理

4.運動・スポーツのみを目的としない施設(民間商業施設、公園、学校・保育施設)
に関する留意事項

5.事故が発生した場合の対応

ガイドラインの内容（５分冊ごとの内容）

❶
運動・スポーツを
実施する個人向け

1.外傷・障害を防ぐための日常的な体づくり

2.運動・スポーツ開始前の準備運動と体調調整

3.運動・スポーツ実施中の外傷・障害を防ぐための対策

4.自然環境要因の事故を防ぐための対策

5.事故が発生した場合の対応

6.暴力・ハラスメント行為への対応

1.指導者に必要な運動・スポーツの
安全に関する正しい知識

2.指導において必要な事項

3.用具・環境の適切な管理

4.事故が発生した場合の対応

5.暴力・ハラスメント行為の防止

1.安全管理体制・緊急連絡体制の整備

2.大会・イベント等における安全確保対策

3.大会・イベント等における熱中症防止

4.屋外の他の自然環境要因による事故防止

5.事故が発生した場合の対応

1.安全管理体制・緊急連絡体制の整備

2.運営者による安全対策

3.運動・スポーツ活動における熱中症防止

4.屋外の他の自然環境要因による事故防止

5.事故が発生した場合の対応

6.暴力・ハラスメント行為の防止

❷
運動・スポーツの
指導者向け

❸
大会・イベント等の
主催者向け

❹
運動・スポーツ活動の

運営者向け

❺
施設の

設置・管理運営者向け

• 基本姿勢
• 重篤・発生頻度の高い外傷・障害の予防
• 重大事故のリスクが高いスポーツにおける事故の予防
• 道具・用具を使用する場合の注意事項

• 保護具・安全装備の活用
• こども、女性、疾病罹患者の留意事項
• 運動・スポーツのみを目的としない場所
における留意事項

熱中症予防 • 他の自然環境要因の事故予防• 落雷による被害予防

• 正しい科学的知見に基づく指導(オーバーユース防止を含む)
• 指導対象者の技能レベルに応じた適切な指導
• こども、女性、疾病罹患者、障害者への適切な対応
• 運動・スポーツ開始前の指導対象者の体調確認

• 必要な保護具・安全装備の適切な使用の指導
• 正しい科学的知見に基づく適切な熱中症予防対応の実施
• その他の自然環境要因（落雷等）の事故予防対応の実施
• 保険の活用

• 使用する道具・用具の安全な使用方法の指導 • 設備・道具等の管理・点検・補修、実施場所・環境の安全確認

• 外傷・障害防止のための競技ルール等の設定
• 参加者に対するルールの周知・遵守徹底

• 開催場所・環境、使用する設備・道具の安全確認
• 配慮が必要な者に対する適切な対応

熱中症予防に配慮した開催時期、開催時間の設定
• WBGTに基づく運営ルールの設定（中止・延期基準等）

• 熱中症予防のための競技ルール設定
• 開催場所・環境における熱中症予防対策

• 落雷・暴風・降雨等による事故防止対策 • 寒さ対策 • 自然フィールドにおける開催時の留意事項

• 適切な資格・経験・能力を有する指導者の配置
• 指導者に対する教育研修の実施
• 保険の活用
• 参加者に対する情報提供・周知

• 配慮が必要な者に対する適切な対応
• 安全確保に必要な保護具・安全装備の使用推進
• 設備・道具等、活動場所・環境の安全確認、管理・点検

• 熱中症予防に配慮した屋外活動における
活動時間等の設定

• 屋内活動における冷房設備等の環境確保

• WBGTの確認と活動可否判断・活動方法の調整
• 活動における熱中症予防対策

• 施設・設備・用具の安全性の確保 • 施設・設備・用具の定期的な点検・補修 ・AEDの設置

• 施設利用者に対する注意喚起・情報提供
• 特定の施設における事故防止対策
• 配慮が必要な者に対する適切な対応
• 保険の活用

・

・

※次ページ以降に「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン（試行版）」のうち、熱中症の予防や事故発生時の対応に係る内容を抜粋しています。



運動・スポーツを実施する
皆さまへ

2026年1月



4.自然環境要因の事故を防ぐための対策

（１）熱中症の予防

ｚ

 熱中症については、近年の気温の上昇によって救急搬送件数が増加していることからも、特に留意が必要です。

 暑い季節においても、適切な熱中症対策を講じながら運動・スポーツを継続して実施することは重要であり、熱中症を防ぐた
め、以下の点を重点的に取り組みましょう。

❶ 暑熱順化

体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症になりやすいことから、暑熱ストレスが高くない時期から無理のない範囲で積極的に汗をかき、徐々に暑熱順化
（体を暑さに徐々に慣らしていくこと）を行いましょう。

❷ 十分な休養・栄養

疲労の蓄積は熱中症の要因の一つになり、また、食事は水分補給の観点からも重要です。
そのため、暑さが厳しい時期については適度な休養と栄養摂取を特に意識して行動に移しましょう。

❸ 水分・塩分補給及び身体冷却

運動・スポーツ活動前や活動中、活動後に、健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行うとともに、多様かつ効果的な身体冷却を行いましょう。

暑熱環境下で推奨される
水分・塩分補給の方法

運動中に汗によって失われる水分の量には個人差があり、個人の中でも暑さに慣れる前と後では変わります。脱水も飲み過ぎも健康にはよくないた
め、理想的には、運動・スポーツ活動前後で体重を測定し、運動・スポーツ活動中の脱水を体重の２％以内に抑えることを目指しましょう。
運動・スポーツ活動後に体重が増えてしまっている場合は、明らかな飲み過ぎのため注意が必要です。一方で、濃い尿の色が続く場合や喉の渇きを感
じる場合は、脱水の兆候と言われています。
①体重の減少、②濃い尿、③喉の渇きのうち、２つ以上に該当している場合は、運動・スポーツにより失った水分の補給を積極的に行いましょう。

効果的な身体冷却の方法

（外部冷却）
・アイスタオル ・送風 ・手掌（手のひら）冷却
・クーリングベスト ・頭頚部冷却

（内部冷却）
・水分補給
・アイススラリー
（細かい氷の粒が液体に混ざった飲料）摂取



4.自然環境要因の事故を防ぐための対策

（１）熱中症の予防(つづき）

ｚ

❹ 涼しい環境の確保

環境省が発表する熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報に留意し、警戒情報発出時に運動・スポーツを実施する場合は、エアコンがある
屋内、屋根付き運動場など涼しい環境を確保（屋外において実施する場合は、水分・塩分補給及び身体冷却や、暑さ指数（WBGT）の確認
と活動可否判断・活動方法の調整を徹底）しましょう。

❺ 暑さ指数（WBGT）の確認と活動可否判断・活動方法の調整

暑さ指数（WBGT）が一定以上の環境下で運動・スポーツを実施すると、熱中症のリスクが高まりますので、暑い季節に運動・スポーツを行う場合は、活動場所の暑さ指数（WBGT）
を継続的に測定しましょう。WBGTに応じて、運動・スポーツの実施について以下を目安に判断する必要がありますので、特にWBGTが31以上となるおそれがある場合などは、上
記③で示す計画的な水分摂取や身体冷却方法の確保、活動時間を暑くない時間帯にずらすなどにより、安全に運動・スポーツが実施できる環境を確保するようにしましょう。
なお、環境省が熱中症に関する様々な情報を提供している「熱中症予防情報サイト」（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）では、全国の暑さ指数（WBGT）を公表
していますので、その情報も参考にしましょう。

判断の目安

（注意）判断は、暑さ指数（WBGT）をもとに行うことが望ましいですが、気温で判断する場合は、湿度にも留意が必要です（湿度が高い場合は、１つ上
の対応が必要になります）
WBGT31以上（気温35℃以上） ：運動は原則中止（特にこどもの場合は中止すべき）
WBGT28以上（気温31℃以上） ：厳重警戒（激しい運動は中止、10～20分おきに休憩、水分・塩分補給）
WBGT25以上（気温28℃以上） ：警戒（積極的に休憩、水分・塩分補給、激しい運動は30分おきくらいに休憩）
WBGT21以上（気温24℃以上） ：注意（積極的に水分・塩分補給）

熱中症予防運動指針

運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合は注意すべき。

厳重警戒(激しい運動は中止)
熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
10～20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人※は運動を軽減、または中止

警戒(積極的に休憩)
熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では30分おきくらいに休憩をとる。

注意(積極的に水分補給)
熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。
熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

ほぼ安全(適宜水分補給)
通常の熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。
市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意

WBGT(℃) 湿球温度(℃) 乾球温度(℃)

31

28

25

21

27

24

21

18

35

31

28

24

（熱中症の発症のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する）

※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など



5.事故が発生した場合の対応

（２）症状に応じた応急手当（つづき）

ｚ

❹ 熱中症が発生した場合

• 暑い時期の運動・スポーツ中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まずは最重症の熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温と意識障害です。

熱射病（重症）

• 体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見 当識障害から昏睡まで）が特徴です。
高強度の持続的運動が背景にあることが多く、迅速な身体冷却を行わなければ、血液凝固障害（DIC）、脳、肝臓、腎
臓、心臓、肺等の全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高くなります。

• 熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、救急車を要請（119番通報）するとともに、速やかに冷却処置を現場で
開始する必要があります。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右され、後遺症の予防と救命のためには30分以内
に40℃を超えるような高体温域を脱する必要があります。

• 意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしい等、少しでも意識障害がある場合には熱射病を疑
いましょう。

• 現場での冷却処置として最も効果的なのは、首から下全体を氷水または冷水に浸けることです。しかし、この対応は
事前に多量の氷や冷却用プールを準備する必要があり、実践が難しい現場も少なくありません。その場合は、冷たい
水道水を全身にかけ続ける方法も推奨されます。他にも全身に氷水につけた濡れタオルを当てて扇風機等であおぐ、
できるだけ全身に氷嚢やアイスパックを当てる等、広い体表面を一度に冷やすことが重要になります。

• 上記のほか、症状に応じて必要な対応（例：水分補給、栄養補給、安静）を行いましょう。
なお、処置をしても症状が改善しない場合、最初から吐き気、嘔吐等で水分が補給できない場合には、医療機関へ搬
送し、点滴等の治療が必要となります。

• 軽症例で現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日の運動・スポーツへの参加は中止し、少なくとも翌日
までは経過観察が必要です。

熱疲労

• 脱水、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等の症状が起こります。運動強度と運動実施者の体力レベル
が不釣り合いな場合に発生しやすく、必ずしも高体温を伴うわけではありません。

• 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、体温上昇がみられる場合は身体冷却も行います。安静にし、水分・塩分を
補給することで通常は回復します。

熱けいれん
（運動誘発性筋
 けいれん）

• 大量の発汗があり、水のみ補給した場合に塩分が不足して、又は筋やその運動をコントロールする中枢において疲労
が蓄積することで起こるもので、四肢の筋や腹筋がつり（けいれんし）、筋肉痛がみられます。

• プレーから離れ、患部をよく伸ばすこと（ストレッチング）で、次第に軽快することが普通です。

熱失神
• めまい、失神等の症状がみられます。
• 水分補給、涼しい場所に運び、寝かせる、脚を高くする等により通常は回復します。



運動・スポーツの指導者
の皆さまへ

ナショナルチームの指導者

プロリーグの指導者

実業団の指導者

学校の運動部・サークル活動の指導者

スポーツ少年団の指導者

地域クラブ活動の指導者

民間スポーツジム・クラブの指導者

総合型地域スポーツクラブの指導者

一般市民向けの健康教室の指導者 など

対象となる指導者

2026年1月



2.指導において必要な事項

（６）正しい科学的知見に基づく適切な熱中症予防対応の実施

ｚ

 熱中症については、近年の気温の上昇によって救急搬送件数が増加していることからも、特に留意が必要です。

 暑い季節においても、適切な熱中症対策を講じながら運動・スポーツを継続して実施することは重要であり、熱中症を防ぐた
め、以下の点を重点的に取り組みましょう。

❶ 暑熱順化

体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症になりやすいことから、暑熱ストレスが高くない時期から無理のない範囲で積極的に汗をかき、徐々に暑熱順化
（体を暑さに徐々に慣らしていくこと）を行いましょう。

❷ 十分な休養・栄養

疲労の蓄積は熱中症の要因の一つになり、また、食事は水分補給の観点からも重要です。
そのため、暑さが厳しい時期については適度な休養と栄養摂取を特に意識して行動に移しましょう。

❸ 水分・塩分補給及び身体冷却

運動・スポーツ活動前や活動中、活動後に、健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行うとともに、多様かつ効果的な身体冷却を行いましょう。

暑熱環境下で推奨される
水分・塩分補給の方法

運動中に汗によって失われる水分の量には個人差があり、個人の中でも暑さに慣れる前と後では変わります。脱水も飲み過ぎも健康にはよくないた
め、理想的には、運動・スポーツ活動前後で体重を測定し、運動・スポーツ活動中の脱水を体重の２％以内に抑えることを目指しましょう。
運動・スポーツ活動後に体重が増えてしまっている場合は、明らかな飲み過ぎのため注意が必要です。一方で、濃い尿の色が続く場合や喉の渇きを感
じる場合は、脱水の兆候と言われています。
①体重の減少、②濃い尿、③喉の渇きのうち、２つ以上に該当している場合は、運動・スポーツにより失った水分の補給を積極的に行いましょう。

効果的な身体冷却の方法

（外部冷却）
・アイスタオル ・送風 ・手掌（手のひら）冷却
・クーリングベスト ・頭頚部冷却

（内部冷却）
・水分補給
・アイススラリー
（細かい氷の粒が液体に混ざった飲料）摂取



2.指導において必要な事項

（６）正しい科学的知見に基づく適切な熱中症予防対応の実施（つづき）

ｚ

❹ 涼しい環境の確保

環境省が発表する熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報に留意し、警戒情報発出時に運動・スポーツを実施する場合は、エアコンがある
屋内、屋根付き運動場など涼しい環境を確保（屋外において実施する場合は、水分・塩分補給及び身体冷却や、暑さ指数（WBGT）の確認
と活動可否判断・活動方法の調整を徹底）しましょう。

❺ 暑さ指数（WBGT）の確認と活動可否判断・活動方法の調整

暑さ指数（WBGT）が一定以上の環境下で運動・スポーツを実施すると、熱中症のリスクが高まりますので、暑い季節に運動・スポーツを行う場合は、活動場所の暑さ指数（WBGT）
を継続的に測定しましょう。WBGTに応じて、運動・スポーツの実施について以下を目安に判断する必要がありますので、特にWBGTが31以上となるおそれがある場合などは、上
記③で示す計画的な水分摂取や身体冷却方法の確保、活動時間を暑くない時間帯にずらすなどにより、安全に運動・スポーツが実施できる環境を確保するようにしましょう。
なお、環境省が熱中症に関する様々な情報を提供している「熱中症予防情報サイト」（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）では、全国の暑さ指数（WBGT）を公表
していますので、その情報も参考にしましょう。

判断の目安

（注意）判断は、暑さ指数（WBGT）をもとに行うことが望ましいですが、気温で判断する場合は、湿度にも留意が必要です（湿度が高い場合は、１つ上
の対応が必要になります）
WBGT31以上（気温35℃以上） ：運動は原則中止（特にこどもの場合は中止すべき）
WBGT28以上（気温31℃以上） ：厳重警戒（激しい運動は中止、10～20分おきに休憩、水分・塩分補給）
WBGT25以上（気温28℃以上） ：警戒（積極的に休憩、水分・塩分補給、激しい運動は30分おきくらいに休憩）
WBGT21以上（気温24℃以上） ：注意（積極的に水分・塩分補給）

熱中症予防運動指針

運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合は注意すべき。

厳重警戒(激しい運動は中止)
熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
10～20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人※は運動を軽減、または中止

警戒(積極的に休憩)
熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では30分おきくらいに休憩をとる。

注意(積極的に水分補給)
熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。
熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

ほぼ安全(適宜水分補給)
通常の熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。
市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意

WBGT(℃) 湿球温度(℃) 乾球温度(℃)

31

28

25

21

27

24

21

18

35

31

28

24

（熱中症の発症のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する）

※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など



4.事故が発生した場合の対応

（２）症状に応じた応急手当（つづき）

ｚ

❹ 熱中症が発生した場合

• 暑い時期の運動・スポーツ中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まずは最重症の熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温と意識障害です。

熱射病（重症）

• 体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見 当識障害から昏睡まで）が特徴です。
高強度の持続的運動が背景にあることが多く、迅速な身体冷却を行わなければ、血液凝固障害（DIC）、脳、肝臓、腎
臓、心臓、肺等の全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高くなります。

• 熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、救急車を要請（119番通報）するとともに、速やかに冷却処置を現場で
開始する必要があります。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右され、後遺症の予防と救命のためには30分以内
に40℃を超えるような高体温域を脱する必要があります。

• 意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしい等、少しでも意識障害がある場合には熱射病を疑
いましょう。

• 現場での冷却処置として最も効果的なのは、首から下全体を氷水または冷水に浸けることです。しかし、この対応は
事前に多量の氷や冷却用プールを準備する必要があり、実践が難しい現場も少なくありません。その場合は、冷たい
水道水を全身にかけ続ける方法も推奨されます。他にも全身に氷水につけた濡れタオルを当てて扇風機等であおぐ、
できるだけ全身に氷嚢やアイスパックを当てる等、広い体表面を一度に冷やすことが重要になります。

• 上記のほか、症状に応じて必要な対応（例：水分補給、栄養補給、安静）を行いましょう。
なお、処置をしても症状が改善しない場合、最初から吐き気、嘔吐等で水分が補給できない場合には、医療機関へ搬
送し、点滴等の治療が必要となります。

• 軽症例で現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日の運動・スポーツへの参加は中止し、少なくとも翌日
までは経過観察が必要です。

熱疲労

• 脱水、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等の症状が起こります。運動強度と運動実施者の体力レベル
が不釣り合いな場合に発生しやすく、必ずしも高体温を伴うわけではありません。

• 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、体温上昇がみられる場合は身体冷却も行います。安静にし、水分・塩分を
補給することで通常は回復します。

熱けいれん
（運動誘発性筋
 けいれん）

• 大量の発汗があり、水のみ補給した場合に塩分が不足して、又は筋やその運動をコントロールする中枢において疲労
が蓄積することで起こるもので、四肢の筋や腹筋がつり（けいれんし）、筋肉痛がみられます。

• プレーから離れ、患部をよく伸ばすこと（ストレッチング）で、次第に軽快することが普通です。

熱失神
• めまい、失神等の症状がみられます。
• 水分補給、涼しい場所に運び、寝かせる、脚を高くする等により通常は回復します。



運動・スポーツに関する

大会・イベント等の主催者
の皆さまへ

国際競技大会

トップリーグの試合

学生や社会人の競技大会

一般市民が参加するイベント

学校の体育祭・運動会 など

対象となる大会・イベント

2026年1月



３.大会・イベント等における熱中症防止

（１）熱中症予防に配慮した大会・イベント等の開催時期、開催時間の設定

 スポーツの大会・イベント等を開催するに当たっては、熱中症の予防に万全を期すことが重要です。

 夏季においては、運動中止を検討する基準となるWBGT31を超えるような状況が連日続くような状況もみられており、開
催方法そのものの検討も必要になっています。

 大会・イベント等の開催予定地における気温や暑さ指数（WBGT）の状況も踏まえながら、熱中症のリスクが高いと判断され
る場合は、大会・イベント等の開催時期を変更することや、開催時間帯を暑くない時間帯にずらすなどの暑熱対策を講じた
上で実施するようにしましょう。

（２）WBGTに基づく大会・イベント等の運営ルールの設定 （中止・延期基準等）

 熱中症リスクが想定される時期に大会・イベント等を開催する場合は、あらかじめ暑さ指数（WBGT）に基づいて中止や延期
を判断するための基準及び判断方法（判断する責任者の指定を含む）を定めておきましょう。

判断の目安

WBGT31以上（気温35℃以上） 運動は原則中止（特にこどもの場合は中止すべき）

WBGT28以上（気温31℃以上） 厳重警戒（激しい運動は中止、10～20分おきに休憩、水分・塩分補給）

WBGT25以上（気温28℃以上） 警戒（積極的に休憩、水分・塩分補給、激しい運動は30分おきくらいに休憩）

WBGT21以上（気温24℃以上） 注意（積極的に水分・塩分補給）

（注意）判断は、暑さ指数（WBGT）をもとに行うことが望ましいですが、気温で判断する場合は、湿度にも留意が必要です

（湿度が高い場合は、１つ上の対応が必要になります）

 大会・イベント等の開催中は、会場において、適切な方法で継続的にWBGTを計測し、適切な判断ができるよう関係者に情報共有しま
しょう。

 なお、環境省が熱中症に関する様々な情報を提供している「熱中症予防情報サイト」
（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）においてでは、全国の暑さ指数（WBGT）を公表していますので、その情報も
参考にしましょう。



３.大会・イベント等における熱中症防止

（３）大会・イベント等における熱中症予防のための競技ルール設定

 熱中症リスクが想定される時期に大会・イベント等を開催する場合は、参加者の熱中症リスクを低減するため、例えばプレー
時間を短縮するなど、運動負荷を軽減するための競技ルールの見直しも検討しましょう。

 また、十分に水分・塩分補給や身体冷却が行えるよう、例えば競技中にクーリングタイムを設けるなどの対応も検討しましょ
う。

 これらの熱中症予防の取組においては、競技に参加する者だけでなく、審判に対する対応も併せて行うようにしましょう。

（４）大会・イベント等の開催場所・環境における熱中症予防対策

 熱中症を防ぐため、参加者に対して、効果的な水分・塩分補給や身体冷却の方法を周知するとともに、その実施を呼びかけ
ましょう。

 必要に応じて、主催者側で、参加者や審判、大会関係者、来場者などが水分・塩分補給や身体冷却ができる場所を用意する
等の対策を講じましょう。

熱中症予防運動指針

運動は原則中止 特別の場合以外は運動を中止する。特に子どもの場合は注意すべき。

厳重警戒(激しい運動は中止)
熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
10～20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。暑さに弱い人※は運動を軽減、または中止

警戒(積極的に休憩)
熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。
激しい運動では30分おきくらいに休憩をとる。

注意(積極的に水分補給)
熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。
熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

ほぼ安全(適宜水分補給)
通常の熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。
市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意

WBGT(℃) 湿球温度(℃) 乾球温度(℃)

31

28

25

21

27

24

21

18

35

31

28

24

（熱中症の発症のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安であり、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する）

※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など



5.事故が発生した場合の対応

（２）事故発生時の応急手当（つづき）

ｚ

❹ 熱中症が発生した場合

• 暑い時期の運動・スポーツ中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まずは最重症の熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温と意識障害です。

熱射病（重症）

• 体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見 当識障害から昏睡まで）が特徴です。
高強度の持続的運動が背景にあることが多く、迅速な身体冷却を行わなければ、血液凝固障害（DIC）、脳、肝臓、腎
臓、心臓、肺等の全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高くなります。

• 熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、救急車を要請（119番通報）するとともに、速やかに冷却処置を現場で
開始する必要があります。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右され、後遺症の予防と救命のためには30分以内
に40℃を超えるような高体温域を脱する必要があります。

• 意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしい等、少しでも意識障害がある場合には熱射病を疑
いましょう。

• 現場での冷却処置として最も効果的なのは、首から下全体を氷水または冷水に浸けることです。しかし、この対応は
事前に多量の氷や冷却用プールを準備する必要があり、実践が難しい現場も少なくありません。その場合は、冷たい
水道水を全身にかけ続ける方法も推奨されます。他にも全身に氷水につけた濡れタオルを当てて扇風機等であおぐ、
できるだけ全身に氷嚢やアイスパックを当てる等、広い体表面を一度に冷やすことが重要になります。

• 上記のほか、症状に応じて必要な対応（例：水分補給、栄養補給、安静）を行いましょう。
なお、処置をしても症状が改善しない場合、最初から吐き気、嘔吐等で水分が補給できない場合には、医療機関へ搬
送し、点滴等の治療が必要となります。

• 軽症例で現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日の運動・スポーツへの参加は中止し、少なくとも翌日
までは経過観察が必要です。

熱疲労

• 脱水、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等の症状が起こります。運動強度と運動実施者の体力レベル
が不釣り合いな場合に発生しやすく、必ずしも高体温を伴うわけではありません。

• 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、体温上昇がみられる場合は身体冷却も行います。安静にし、水分・塩分を
補給することで通常は回復します。

熱けいれん
（運動誘発性筋
 けいれん）

• 大量の発汗があり、水のみ補給した場合に塩分が不足して、又は筋やその運動をコントロールする中枢において疲労
が蓄積することで起こるもので、四肢の筋や腹筋がつり（けいれんし）、筋肉痛がみられます。

• プレーから離れ、患部をよく伸ばすこと（ストレッチング）で、次第に軽快することが普通です。

熱失神
• めまい、失神等の症状がみられます。
• 水分補給、涼しい場所に運び、寝かせる、脚を高くする等により通常は回復します。



運動・スポーツ活動の運営者
の皆さまへ

2026年1月

ナショナルチーム

プロリーグのチーム

実業団

学校の運動部・サークル活動

スポーツ少年団

地域クラブ活動

民間のスポーツジム・クラブ

総合型地域スポーツクラブ

一般市民向けの健康教室 など

対象となる活動単位



3.運動・スポーツ活動における熱中症防止

（１）熱中症予防に配慮した屋外活動における活動時間等の設定

 熱中症のリスクが懸念される時期に、屋外において運動・スポーツ活動を行う場合は、活動実施場所における暑さ指数
（WBGT）を継続的に測定するとともに、暑さ指数（WBGT）の状況も踏まえながら、活動時間帯を暑くない時間帯にずらすな
どの暑熱対策を講じた上で実施するようにしましょう。

 屋外であっても、屋根付きの運動スペースを利用した場合、WBGTが31を超えない状況を確保できる可能性が高くなるので、
屋根付き施設の活用についても検討しましょう。

（２）屋内活動における冷房設備等の熱中症予防のための環境確保

 熱中症のリスクが懸念される時期に、屋内において運動・スポーツ活動を行う場合は、熱中症予防のため、エアコン等の冷房設
備が設置された涼しい環境を確保するようにしましょう。

（３）暑さ指数（WBGT）の確認と活動可否判断・活動方法の調整

 暑さ指数（WBGT）が一定以上の環境下で運動・スポーツを実施すると、熱中症のリスクが高まりますので、暑い季節に運動・ス
ポーツを行う場合は、活動場所の暑さ指数（WBGT）を継続的に測定しましょう。

 WBGTに応じて、運動・スポーツの実施について以下を目安に判断する必要がありますので、あらかじめ判断基準及び判断方
法（判断する責任者の指定を含む）を定めておきましょう。

判断の目安

WBGT31以上（気温35℃以上） 運動は原則中止（特にこどもの場合は中止すべき）

WBGT28以上（気温31℃以上） 厳重警戒（激しい運動は中止、10～20分おきに休憩、水分・塩分補給）

WBGT25以上（気温28℃以上） 警戒（積極的に休憩、水分・塩分補給、激しい運動は30分おきくらいに休憩）

WBGT21以上（気温24℃以上） 注意（積極的に水分・塩分補給）

（注意）判断は、暑さ指数（WBGT）をもとに行うことが望ましいですが、気温で判断する場合は、湿度にも留意が必要です。

（湿度が高い場合は、１つ上の対応が必要になります）

 活動中は、活動実施場所において、適切な方法で継続的にWBGTを計測し、適切な判断ができるよう関係者に情報共有しましょう。なお、
環境省が熱中症に関する様々な情報を提供している「熱中症予防情報サイト」（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）で
は、全国の暑さ指数（WBGT）を公表していますので、その情報も参考にしましょう。



3.運動・スポーツ活動における熱中症防止

（４）活動における熱中症予防対策

 暑い季節においても、適切な熱中症対策を講じながら運動・スポーツを継続して実施することは重要であり、運動・スポーツ
活動参加者の熱中症を防ぐため、以下の点を重点的に取り組みましょう。

❶ 暑熱順化

体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症になりやすいことから、暑熱ストレスが高くない時期から無理のない範囲で積極的に汗をかかせ、徐々に暑熱順化
（体を暑さに徐々に慣らしていくこと）させるようにしましょう。

❷ 十分な休養・栄養

疲労の蓄積は熱中症の要因の一つになり、また、食事は水分補給の観点からも重要です。
そのため、暑さが厳しい時期については適度な休養と栄養摂取を特に意識して行動に移すように指導しましょう。

❸ 水分・塩分補給及び身体冷却

運動・スポーツ活動前や活動中、活動後に、活動参加者の健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行わせるとともに、多様かつ効果的な身体冷却を行わせるようにしましょう。

暑熱環境下で推奨される
水分・塩分補給の方法

運動中に汗によって失われる水分の量には個人差があり、個人の中でも暑さに慣れる前と後では変わります。脱水も飲み過ぎも健康にはよくないため、
理想的には、運動・スポーツ活動前後で体重を測定し、運動・スポーツ活動中の脱水を体重の２％以内に抑えることを目指しましょう。
運動・スポーツ活動後に体重が増えてしまっている場合は、明らかな飲み過ぎのため注意が必要です。
一方で、濃い尿の色が続く場合や喉の渇きを感じる場合は、脱水の兆候と言われています。
①体重の減少、②濃い尿、③喉の渇き
のうち、２つ以上に該当している場合は、運動・スポーツにより失った水分の補給を積極的に行いましょう。

効果的な身体冷却の方法
（外部冷却）

・アイスタオル ・送風 ・手掌（手のひら）冷却
・クーリングベスト ・頭頚部冷却

（内部冷却）
・水分補給
・アイススラリー（細かい氷の粒が液体に混ざった飲料）摂取



5.事故が発生した場合の対応

（２）事故発生時の応急手当（つづき）

❹ 熱中症が発生した場合

• 暑い時期の運動・スポーツ中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まずは最重症の熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温と意識障害です。

熱射病（重症）

• 体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見 当識障害から昏睡まで）が特徴です。
高強度の持続的運動が背景にあることが多く、迅速な身体冷却を行わなければ、血液凝固障害（DIC）、脳、肝臓、腎
臓、心臓、肺等の全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高くなります。

• 熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、救急車を要請（119番通報）するとともに、速やかに冷却処置を現場で
開始する必要があります。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右され、後遺症の予防と救命のためには30分以内
に40℃を超えるような高体温域を脱する必要があります。

• 意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしい等、少しでも意識障害がある場合には熱射病を疑
いましょう。

• 現場での冷却処置として最も効果的なのは、首から下全体を氷水・冷水に浸けることです。しかし、この対応は事前に
多量の氷や冷却用プールを準備する必要があり、実践が難しい現場も少なくありません。その場合は、冷たい水道水
を体（首から下全体）にかけ続ける方法も推奨されます。他にも全身に氷水につけた濡れタオルを当てて扇風機等で
あおぐ、できるだけ全身に氷嚢やアイスパックを当てる等、広い体表面を一度に冷やすことが重要になります。

• 上記のほか、症状に応じて必要な対応（例：水分補給、栄養補給、安静）を行いましょう。なお、処置をしても症状が改
善しない場合、最初から吐き気、嘔吐等で水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴等の治療が必要と
なります。また、軽症例で現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日の運動・スポーツへの参加は中止し、
少なくとも翌日までは経過観察が必要です。

熱疲労

• 脱水、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等の症状が起こります。運動強度と運動実施者の体力レベル
が不釣り合いな場合に発生しやすく、必ずしも高体温を伴うわけではありません。

• 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、体温上昇がみられる場合は身体冷却も行います。安静にし、水分・塩分を
補給することで通常は回復します。

熱けいれん
（運動誘発性筋
 けいれん）

• 大量の発汗があり、水のみ補給した場合に塩分が不足して、又は筋やその運動をコントロールする中枢において疲労
が蓄積することで起こるもので、四肢の筋や腹筋がつり（けいれんし）、筋肉痛がみられます。

• 速やかにプレーから離れ、患部をよく伸ばすこと（ストレッチング）で次第に軽快することが普通です。

熱失神
• めまい、失神等の症状がみられます。
• 水分補給、涼しい場所に運び、寝かせる、脚を高くする等により通常は回復します。



運動・スポーツ関連施設の

設置・管理運営者
の皆さまへ

2026年1月

スタジアム・アリーナ

民間の運動・スポーツ施設
（各種民間競技場、商業運動・スポーツ施設、スポーツクラブ

・ジム・スタジオなど）

公共の運動・スポーツ施設
（公共施設の一部に設けられた運動・スポーツ設備を含む）

大学等が設置する運動・スポーツ施設

学校体育施設
（学校の一部に設けられた運動・スポーツ設備を含む）

各種公園及び公園の一部に設けられた
運動・スポーツ設備

商業施設の一部に設けられた
運動・スポーツ設備 など

対象となる施設



3.安全な利用のための現場管理

（１）運動・スポーツ関連施設利用者に対する安全利用に関する注意喚起・情報提供

 運動・スポーツ関連施設を利用させるに当たっては、利用者にどのような危険要因があるのかを理解させておくことも大切
です。
施設や道具についての安全な使用方法（本来目的以外の方法で使用しないことも含む）について、掲示等により周知してお
きましょう。

 こどもに運動・スポーツ関連施設を利用させる場合は、保護者においても、本来目的以外での使用禁止を含めて、安全な使
用方法をこどもに認識させ、保護者自身も注意するように周知しましょう。

 熱中症防止の観点から、利用者が利用できるよう、飲水用の設備や製氷機を備え、その旨周知しておくことも有効です。



5.事故が発生した場合の対応

（２）事故発生時の応急手当(つづき）

❹ 熱中症が発生した場合

• 暑い時期の運動・スポーツ中に熱中症が疑われるような症状が見られた場合、まずは最重症の熱射病かどうかを判断する必要があります。熱射病の特徴は高体温と意識障害です。

熱射病（重症）

• 体温調節が破綻して起こり、高体温（40℃以上）と種々の程度の意識障害（見 当識障害から昏睡まで）が特徴です。
高強度の持続的運動が背景にあることが多く、迅速な身体冷却を行わなければ、血液凝固障害（DIC）、脳、肝臓、腎
臓、心臓、肺等の全身の多臓器障害を合併し、死亡率も高くなります。

• 熱射病は死の危険が迫った緊急疾患であり、救急車を要請（119番通報）するとともに、速やかに冷却処置を現場で
開始する必要があります。熱射病の予後は高体温の持続時間に左右され、後遺症の予防と救命のためには30分以内
に40℃を超えるような高体温域を脱する必要があります。

• 意識障害は初期には軽いこともあり、応答が鈍い、言動がおかしい等、少しでも意識障害がある場合には熱射病を疑
いましょう。

• 現場での冷却処置として最も効果的なのは、首から下全体を氷水・冷水に浸けることです。しかし、この対応は事前に
多量の氷や冷却用プールを準備する必要があり、実践が難しい現場も少なくありません。その場合は、冷たい水道水
を体（首から下全体）にかけ続ける方法も推奨されます。他にも全身に氷水につけた濡れタオルを当てて扇風機等で
あおぐ、できるだけ全身に氷嚢やアイスパックを当てる等、広い体表面を一度に冷やすことが重要になります。

• 上記のほか、症状に応じて必要な対応（例：水分補給、栄養補給、安静）を行いましょう。なお、処置をしても症状が改
善しない場合、最初から吐き気、嘔吐等で水分が補給できない場合には、医療機関へ搬送し、点滴等の治療が必要と
なります。また、軽症例で現場での処置によって症状が改善した場合でも、当日の運動・スポーツへの参加は中止し、
少なくとも翌日までは経過観察が必要です。

熱疲労

• 脱水、全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛等の症状が起こります。運動強度と運動実施者の体力レベル
が不釣り合いな場合に発生しやすく、必ずしも高体温を伴うわけではありません。

• 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、体温上昇がみられる場合は身体冷却も行います。安静にし、水分・塩分を
補給することで通常は回復します。

熱けいれん
（運動誘発性筋
 けいれん）

• 大量の発汗があり、水のみ補給した場合に塩分が不足して、又は筋やその運動をコントロールする中枢において疲労
が蓄積することで起こるもので、四肢の筋や腹筋がつり（けいれんし）、筋肉痛がみられます。

• プレーから離れ、患部をよく伸ばすこと（ストレッチング）で次第に軽快することが普通です。

熱失神
• めまい、失神等の症状がみられます。
• 水分補給、涼しい場所に運び、寝かせる、脚を高くする等により通常は回復します。



「すべて」の人が「すべて」の場所で
安心してスポーツに取り組める環境を。

あらゆる運動・スポーツ中の
事故防止に共通するポイントを整理した

５つのガイドラインです。

運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のための５つのガイドライン

スポーツ安全対策ガイドライン 検索

運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のための５つのガイドライン

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm

詳しくは、
スポーツ庁の
ウェブサイトを
ご覧ください。

スポーツは
があると、安心安心

もっともっと楽しい。

別添２



5つのガイドライン

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号　スポーツ庁 健康スポーツ課
Mail：kensport@mext.go.jp
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1372002.htm

お問い合わせ

運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のための５つのガイドライン

実施者 編01
日頃の準備でケガを防ぐ方法や、外傷・障害を防ぐための方法など

安全管理体制、緊急連絡体制の整備や熱中症対策など

安全管理体制・緊急連絡体制の整備、事故を防止するための適切な施設・設備・
用具の管理や安全な利用のための現場管理など

ガイドラインは、スポーツに携わる全ての人が自身の行動や環境を振り返り、日常的に活用できるよう、下記の５種類があります
ので、場面等で使い分けることができます。現場で活用しやすいようにチェックリストもご活用ください。

安全に指導するために必要な知識や用具の適切な管理など

運営者による安全対策や安全な活動運営のための
体制づくり、熱中症防止対策など

02

運営者 編04

指導者 編

大会・イベント等の主催者 編03

施設の設置・運営者 編05

● 外傷・障害を防ぐための日常的な体づくり
● 運動・スポーツ開始前の準備運動と体調調整
● 運動・スポーツ実施中の外傷・障害を防ぐための対策

● 自然環境要因の事故を防ぐための対策
● 事故が発生した場合の対応
● 暴力・ハラスメント行為への対応

● 安全管理体制・緊急連絡体制の整備
● 事故防止のための適切な施設・設備・用具の管理
● 安全な利用のための現場管理

● 運動・スポーツのみを目的としない施設に関する
   留意事項
● 事故が発生した場合の対応

● 大会・イベント等における
   安全管理体制・緊急連絡体制の整備
● 大会・イベント等における安全確保対策
● 大会・イベント等における熱中症防止

● 屋外の大会・イベント等における
   他の自然環境要因による事故防止
● 事故が発生した場合の対応

● 指導者に必要な運動・スポーツの安全に関する
   正しい知識
● 指導において必要な事項

● 用具・環境の適切な管理
● 事故が発生した場合の対応
● 暴力・ハラスメント行為の防止

● 運営における安全管理体制・緊急連絡体制の整備
● 運動・スポーツ活動の運営者による安全対策
● 運動・スポーツ活動における熱中症防止
● 屋外の運動・スポーツ活動における他の自然環境要因による事故防止

● 事故が発生した場合の対応
● 暴力・ハラスメント行為の防止

ガイドラインや
チェックリストがあるよ！



✓ 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」
（公益財団法人日本スポーツ協会）や「運動・
スポーツにおける安全対策の評価・改善のため
のガイドライン（試行版）」等を参考として、
熱中症事故防止のための適切な措置を講じましょう。

【法的責任】事故が発生した場合、民事責任や刑事責任を、指導者等
の個人または法人が問われることになります。一般的には民事責
任（損害賠償責任）が問われますが、死亡など重大な結果となっ
た場合は刑事責任も問われるケースがあります。

② 指導者等の責任

スポーツ活動における熱中症事故の防止

① 適切な予防措置

お問い合わせ：
スポーツ庁健康スポーツ課
電話：03-5253-4111（内線4140）

【事例】A市の少年野球チームの総監督Bは、試合に負けた罰としてC君ら選手
に投げ込みやダッシュなどを課した。C君は練習開始３時間後に倒れ、翌日
死亡。死因は熱中症。

民事責任について、Bが過失を認めて謝罪、賠償金約5,000万円で和解。
刑事責任について、Bは日没後の熱中症は予想できなかった、部員の判断で
自由に給水が許されていた等の理由から不起訴処分。

【出典】スポーツリスクマネジメントの実践 ースポーツ事故の防止と法的責任ー

（公益財団法人日本スポーツ協会）

✓ スポーツによる熱中症死亡事故は適切な予防措置を講ずれば
防げるものです。ひとたび事故が起きると人命が失われるだ
けでなく、指導者はその責任を問われ訴訟になる例もありま
す。熱中症の予防と、発生したときの応急処置方法を指導者
は身につけておきましょう。

✓ スポーツ活動中をはじめとして、依然として熱中症による被害が
多く発生しています。熱中症は、梅雨明け等の気温が急に上昇し
たとき、また、合宿初日や休み明け、あるいは低学年（特に新入
生）に多くみられます。いずれも、「体が暑さに慣れていない」
からです。

【暑熱順化】気温が高くなり始めたら、暑さに慣
れるまでの順化期間を設けましょう。順化期間
の最初は運動量を落とし、次第に負荷を高めて
行きます。

●気温が高くなり始める5～6月から開始します
●トレーニング開始から順化の効果が表れるまで５日間
を要します

●服装は汗の蒸発を妨げない服装が好ましいです

スポーツ活動中
の熱中症予防
ガイドブック
【JSPO HP】

✓ また、活動の場所や種類にかかわらず、暑さ指数（WBGT）に応じて
運動・スポーツの活動場所や時間を判断することが必要です。

別添３

運動・スポーツにお
ける安全対策の評
価・改善のための
ガイドライン
【スポーツ庁 HP】



熱中症特別警戒情報

・広域的に過去に例のない危険な暑さ等によ
り、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、
医療の提供に支障が生じるようなおそれがある
場合に発表されます。
・具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情
報提供地点（※）において暑さ指数35以上とな
る時などが該当します。
※ 気候変動適応法施行規則の別表に掲げる情報提供地点を除く。

・高齢者、こども等の熱中症になりやすい方の周りの方
は、熱中症になりやすい方が室内ではエアコン等を適切に

使用し、涼しい環境で過ごせているか確認してください。
・熱中症になりやすくない方も、水分補給・塩分補給を
してください。
・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、全ての人
が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント
等の中止、延期、変更（リモートワークへの変更を含む。）等を判断してください。

［ 熱 中 症 特 別 警 戒 ア ラ ー ト ］
熱中症予防情報サイト

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症を予防するために

熱中症特別警戒アラート等の色のイメージ

熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）発表中

熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）発表中

暑さ指数31・32に達する地域※

※暑さ指数31以上は、日本生気象学会の指針によると、危険とされており、
　日本スポーツ協会によると、運動は原則中止とされている。

別添４



熱中症に関する情報

暑くなる前に
○熱中症やその対策等について学ぶ
○住まいの工夫など（エアコンの試運転）
○暑さになれて、暑さに強くなる準備（暑熱順化）

暑さ指数を提供している全国841地点で、
気象情報を基に暑さ指数の予測値を算出

※熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートの発表後の取り消し、また解除の案内はございません

前日14時頃に
該当地域自治体に発表

■発表時
・熱中症予防行動の徹底
・家族や身近な人々による見守
り、声かけ等の共助等と公
的な支援である共助も活用
・運動、外出、イベント等の中
止や延期を検討推奨

当日0：00～23：59まで

前日17時頃に
該当地域に発表

当日５時頃に
該当地域に発表

熱中症特別警戒アラート熱中症警戒アラート

・涼しく過ごせる環境の確保　・水分、塩分補給の準備
・高齢者、こども等熱中症になりやすい方への準備を確認
・翌日の運動、外出、イベント等の中止や延期を判断

前日

当日

暑さ指数、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート等

0:000:00

3:003:00

6:006:00

9:009:00

12:0012:00

15:0015:00

18:0018:00

21:0021:00

3:003:00

6:006:00

9:009:00

12:0012:00

15:0015:00

18:0018:00

21:0021:00

共通する当日までの準備・確認事項



































 

  

 

 

８ス庁 第２２４号 

令和８年４月２８日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

附属学校を置く各国立大学法人学長   殿 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長  

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

 

 

                                      スポーツ庁次長 
                               浅 野  敦 行 
 
 
                                         

 

水泳等の事故防止について（通知） 

 

 

 標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、海や河川に

おける水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ております（別

添１、２参照）。 

 つきましては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、

下記事項及び「プールの安全標準指針」（平成 19年３月文部科学省・国土交通省策定）（別添

３）を参考として、地域の実情に即した適切な措置を徹底するとともに、衛生管理についても

十分御配意願います。 

 また、プールの利用が増加する夏季を前に、所管のプールの施設・設備について、安全点検

及び確認を徹底していただきますようお願いします。仮に、施設・設備に不備があることが判

明した場合には、安全確保のための措置が講じられるまでの間は、当該プールの使用を中止す

るようお願いします。 

 さらに、スポーツ庁においては、誰もが安全に、安心して運動・スポーツを楽しめる社会を

実現するため、「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン（試行

版）」を令和８年１月にとりまとめるとともに、プール施設の安全点検等に活用できる「施設

の設置・管理運営者向けチェックリスト」を作成しております。事故防止のための措置を講ず

るに当たっては、これらを参考にし、適切に活用されるようお願いします。 

 事故防止のための安全確保が図られるよう、都道府県・指定都市及び都道府県教育委員会に

今夏の水泳活動における事故防止のため、施設の安全点検、監視体制の強化、従事者への 

教育・訓練の必要性等、重点的に取り組むべき事項をまとめましたのでお知らせします。 

 



 

 おかれては、関連する部局・課に周知の上、必要に応じて連携するとともに、都道府県及び都

道府県教育委員会におかれては、市区町村及び市区町村教育委員会に通知する際に、市区町村

の関連各課にも周知を徹底するよう御配意願います。 

 なお、学校における対応については、上記対応に併せて、別紙「学校における児童生徒等に

対する水泳指導等について」及び「学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在

り方について（依頼）（令和６年７月 10日付６文科初第 885号）」にも留意願います。このこ

とについて、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び市区町村教

育委員会に対して、都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、

株式会社立学校を認定した地方公共団体の長におかれては、認可した学校に対して、別紙の内

容も活用し、効果的に周知されるようお取り計らい願います。 

 

    記 

 

１．プールの施設面、管理・運営面について 

（１）プールの利用期間前に、排（環）水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固

定されていない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排（環）

水口の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなど

で簡単に取り外しができない構造とすること。また、屋内プールにあっては、吊り天井の

脱落防止のための点検を行う等の安全対策を講ずること。 

 

（２）プールを安全に利用できるよう、救命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を

行うとともに、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること。 

   監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置し、救護員に

ついても、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。 

  【参考】スポーツ庁「学校における水泳事故防止必携［2018年改訂版］」 

      https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

スポーツ庁「運動・スポーツにおける安全対策の評価・改善のためのガイドライン（試行版） 

「運動・スポーツ関連施設の設置・管理運営者の皆さまへ」 

  https://www.mext.go.jp/sports/content/20270209-spt_kensport01-300000789_10.pdf 

    スポーツ庁「運動・スポーツ関連施設の設置・管理運営者向けチェックリスト」 

    https://www.mext.go.jp/sports/content/20260122-spt_kensport01-300000789_17.pdf 

      消費者庁「幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために」 

      https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/ 

 

（３）プール施設の管理は利用者の命を守る重要な任務であることを踏まえ、監視員を含む安

全管理に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事

故発生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこととし、公

的な機関や公益法人等が実施する講習会の受講や公認資格制度の取得を促すこと。 

   また、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しても、就業前に同様の教育、訓練を行

うこと。 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20270209-spt_kensport01-300000789_10.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20260122-spt_kensport01-300000789_17.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/


 

  

２．その他の留意事項について 

（１）集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周

知されるようにすること。また、班の編成に当たっては、引率者の指導・監督が全員に行

き届く程度の人数に編成すること。 

 

（２）海、河川、用水路、湖沼池、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所について

は、必要に応じて防護柵、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指

導の周知など、市町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検

等を行い、事故防止のため万全の安全確保措置を講ずること。 

   なお、幼児の水難事故も多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児

の行動にも配慮した万全のものとするとともに、保護者が監督を怠ることがないように、

広報等によってこの趣旨の周知を図ること。 

  【参考】海上保安庁「ウォーターセーフティガイド」 

   https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/ 

公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団「水辺の安全学習アプリ」 

https://mizube-anzen.jp/ 

 

（３）水泳場を利用する場合、その選定に当たっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得

て、農薬、油、工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを

必ず事前に調査して適切な場所を選定すること。また、水泳区域標識、監視所、救命用具

など事故防止のための施設・設備等を確認するとともに、救急体制を確立するよう配慮す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 
 （スポーツ全般） 
 スポーツ庁健康スポーツ課 松尾、外岡 
電話：03-5253-4111（内線 2684） 
アドレス：kensport@mext.go.jp 
 
（学校体育） 
スポーツ庁政策課企画調整室 飯田、外薗 
電話：03-5253-4111（内線 2674） 
アドレス：skikaku@mext.go.jp 
 
（学校運動部活動、地域クラブ活動） 
スポーツ庁地域スポーツ課 行武、柴田 
電話：03-5253-4111（3953、3043） 
アドレス：tiikisport@mext.go.jp 
 
（学校プール施設・社会体育施設） 
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 小林 
電話：03-5253-4111（3773） 
アドレス：stiiki@mext.go.jp 

https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/
https://mizube-anzen.jp/
mailto:kensport@mext.go.jp
mailto:skikaku@mext.go.jp
mailto:tiikisport@mext.go.jp
mailto:stiiki@mext.go.jp


（別紙） 

学校における児童生徒等に対する水泳指導等について 

 

 

１.学校における水泳指導に際しては、以下の資料等を参考に、児童生徒の安全管理、安全指導を徹底す

ること。 

①「学校における水泳事故防止必携（2018年改訂版）」 

（平成 30年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

②「水泳指導の手引（三訂版）」 

（平成 26年３月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm 

③「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」 

（平成 26年３月文部科学省） 

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX 

④「水泳の事故防止～プールへの飛び込み事故を中心に～」 

（平成 28年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA 

  ⑤「学校屋外プールにおける熱中症対策」 

（平成 31年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

h30nettyuusyou_pool.pdf 

⑥「持続可能な水泳授業の実施に向けた参考資料について」 

 （令和８年２月スポーツ庁） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00054.html 

 

(1) 普段使用しているプールと異なる環境で行われた水泳の授業中に、児童が溺れて死亡した事例な

どの重大事故事例も発生していることから、学校外のプールを活用する場合や日頃と異なる環境に

おいて授業を行う場合には、安全管理に問題が無いか、構造（水深やプールの形状（傾斜式、入水

時のステップの有無等））も含めて、複数の指導者等により事前に十分な確認を行う等、対応に万全

を期すこと。 

また、水泳授業の指導の一部を外部に委託することも考えられることから、安全管理の方法や緊

急時の対応等について事前に指導者・監視者等で共有するとともに、児童生徒へも必要な指導を行

うこと。 

特に小学校においては、水に十分に慣れていない児童や水深が深い場所では足がつかない児童も

いることから、安全な授業が行われるよう、体格や泳力などに応じた適切な安全対策、授業中の十

分な監視及び指導体制の確保と緊急時への備えが行われるようにすること。 

 

(2) 飛び込みによるスタート時には、深く入水し、水底に頭部を打ちつける等の重大事故が起きてい

る。学習指導要領及び同解説においては、「小・中学校及び高等学校入学年次の授業では、飛び込み

によるスタート指導は行わず、水中からのスタートを指導すること」、「高等学校の入学年次の次の

年次以降においても、原則として水中からのスタートを取り扱うこと」としており、各学校におい

ては、学習指導要領を踏まえ、安全面に十分に配慮した指導を行うこと。 

なお、高等学校学習指導要領では、「入学年次の次の年次以降は、安全を十分に確保した上で、学

校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができること」としているが、高等学校の入学年

次の次年以降及び水泳部の活動で飛び込みによるスタートを行う際には、飛び込みによるスタート

が安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師又は外部指導者が立ち会い、直接指導す

ること、生徒の体力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことといった、

適切な安全対策を確実に講じること。その際、適宜、公益財団法人日本水泳連盟が

策定した「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート台の高さに関する

ガイドライン」等も参考に、安全な指導を行うこと。 

（https://swim.or.jp /assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX
https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPoolPamphlet/h30nettyuusyou_pool.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00054.html


 

【参考：危険なスタート】

 
「学校体育実技指導資料 第４集 水泳の指導の手引き（三訂版）」   動画「スタートの段階指導」 

（平成 26 年３月文部科学省）抜粋 

(3) プールに浮かべて使用する浮島は、学習指導要領においては使用を想定していないが、浮島の下

に児童生徒が覆われると、大きい浮島に吸引されて水面に上がれなくなる可能性があるため、浮島

を使用する場合は、「消費者安全法第２３条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書（水上設

置遊具による溺水事故）」（https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/ 

assets/report_018_200619_0002.pdf）を参考に、監視等の十分な注意を払うとともに、児童生徒の

安全を確保できない場合は、浮島の使用は控えること。 

 

【令和７年度の災害共済給付の重大事故の例】 

【令和６年度の災害共済給付の重大事故の例】 

 

２．児童生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学校において

は、体の調子を確かめてから泳ぐ、プールなどの水泳場での注意事項を守って泳ぐなどといった水泳

の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮

すること。その際、以下の資料等も参考とすること。 

 

学校種 授業・部活動の別 事故の状況 

小 授業 

体育の授業中、学校外のプールで水泳をしていた際、25m 泳ぎ終わった

ところで意識を失い、浮かんでいたところを発見された。救急搬送され、

心室細動により入院して治療を受け、後日、除細動器を植え込んだ。 

中 授業 

体育の授業中、プールの短辺を泳いで一往復していた際、復路を泳ぎ切

った後、プールサイドにつかまった状態で意識を失った。救急搬送され、

入院して治療を受け、後日、除細動器を植え込んだ。 

中 授業 

体育の授業中、プールのシャワーの前の階段で足を滑らせ転倒し、腰を

階段に強打した。冷却後、受診し治療を受けたが、第 3、4 腰椎棘突起骨

折により、腰に疼痛が残った。 

学校種 授業・部活動の別 事故の状況 

小 授業 

体育の授業中、学校外のプールでバタ足の練習をしていた際、プール中

央付近に沈んでいるところを発見された。救急搬送され治療を受けたが、

溺水により同日死亡した。 

高 体育的部活動 

水泳部の活動中、プールでスタート練習をしていた際、入水角度 40 度

以上の状態で飛び込み、プールの底に頭を打ちつけた。救急搬送され、

頚髄損傷により手術を受けたが、四肢まひが残った。 

高 体育的部活動 

水泳部の活動中、プールで飛び込みの練習をしていて、スタート台から

飛び込んだ際にプールの底に頭を打ちつけた。救急搬送され治療を受け

たが、第５頚椎椎体骨折により、せき柱に変形障害が残った。 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/


① e-learningコンテンツ「守ろう！いのち 学び合おう！水辺の安全」 

（公益財団法人日本ライフセービング協会） 

https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/ 

②小中学生向け水難防止デジタル教材「水辺の安全学習アプリ」 

（公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団） 

   https://mizube-anzen.jp/ 

３．児童生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟練者と同行

するよう指導するとともに、事前に行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭に知らせること。 

 

４．児童生徒の発達段階に応じて、海水浴・水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう

学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。 

 

５．幼稚園等については、本通知のほか、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応

の た め の ガ イ ド ラ イ ン 【 事 故 防 止 の た め の 取 組 み 】 」 （ 平 成 28 年 ３ 月 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline）や、「教育・保育施設等におけ

るプール活動・水遊びに関する実態調査」（平成 30 年４月 24 日 消費者安全調査委員会

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001

.pdf）も踏まえ、一層の安全対策に取り組むこと。 

https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmizube-anzen.jp%2F&data=05%7C02%7Cr-tomizawa%40mext.go.jp%7Cac5ca1606e1743454c6308dc63fdbcfa%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C638495188645684372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BJY%2BWs2egQDKenLSilkaDGF2YJ7I%2BRW3CMiy9UCg1nY%3D&reserved=0
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf


飛び込みによるスタート時に、深く
入水し、水底に頭部を打ちつける重大
事故が起きています。

高等学校の入学年次の次年以降及び水泳部の活動で飛び
込みによるスタートを行う際は、飛び込みによるスタート
が安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師
又は外部指導者が立ち会い、直接指導すること、生徒の体
力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことといっ
た、適切な安全対策を確実に講じることが必要です。

① 飛び込みによるスタート時の重大事故

水泳の飛び込み事故の防止について

② 適切な安全対策

飛び込み事故の防止には、正しいスタート技術の習得と
その教育が重要です。公益財団法人日本水泳連盟が策定し
た「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート
の高さに関するガイドライン」も参考にして、安全な指導
をお願いします。

③ 正しいスタート技術の習得

お問い合わせ：
スポーツ庁健康スポーツ課
03-5253-4111（内線：2684）

学校種 事故の状況

中学校
水泳部の活動で、飛び込み台から飛び込み練習を行い、水底で前頭部

を打った。顧問がプールサイドから引き上げた際、生徒が、しびれがあ
り下半身の感覚がない、声を出すのも厳しい等の訴えがあった。

中学校
水泳部の活動で、飛び込みの練習をしていたところ、飛び込んで着水

するまでの意識はあったが、その後、気づいたら水の中だった。プール
の中で意識は戻ったが、体を動かすことができないことに気づいた。

中学校
水泳部の活動で、スタート台からの飛び込み練習の際、プールの底で

頭部を強打し、意識はあるが感覚を失った状態で浮いてきた。

※「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート
の高さに関するガイドライン」（https://swim.or.jp 
/assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf）

動画「スタートの段階指導」

【重大事故の例】

別紙添付



６文科初第 885 号 

令和６年７月 10 日 

各都道府県教育委員会教育長 
殿 

各指定都市教育委員会教育長 

文部科学省初等中等教育局長 

矢 野 和 彦 

スポーツ庁次長

茂 里 毅 

学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方について 

（依頼） 

 日頃から、地方教育行政の発展に御尽力と御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

 昨今学校プールの管理を担当することとされた教師等が給水の停止等をしなかった

ことで継続的に給水が行われ、結果として校長や当該教師等が水道料金を賠償する事

例が発生するなど、学校プールの管理業務が担当する教師等にとって過度な負担につ

ながっている事態も見受けられます。 

 学校設置者による必要な支援やチェック体制の構築等が十分に行われないまま、特

定の教師等に学校プールの管理が任せられ、教師等が損害賠償の責めを負う恐れもあ

る中で勤務する状況は望ましくありません。 

 こうした学校プールの管理業務に関する教師等の負担を軽減するための取組とし

て、指定管理者制度を活用したり、民間業者へ委託したりすること等を通じて教師等

の負担を軽減することが考えられます。各学校設置者におかれては、こうした取組に

ついて御検討いただくとともに、引き続き学校で学校プールの管理を行う場合でも、

管理員の配置や自動で給水を止めるためのシステムの導入、複層的なチェック体制の

構築、マニュアルの作成等を通じ、学校プールの管理を特定の教師等に任せきりにせ

ず組織として適切に行うための環境整備を徹底いただくようお願いします。 

 また、学校プールではなく、地域の公営・民営プールを活用して、水泳指導を行うこ

とも考えられます。 

 以上の点に関して、文部科学省においては、「学校体育施設の有効活用に関する手引

き」（令和２年３月 スポーツ庁）及び「学校施設の集約化・共同利用に関する取組事

例集」（令和２年３月 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）において、指定管

理者制度、PFI、民間委託を活用した学校プールの管理・運営や公営・民営プールの活

用等に関する事例を紹介しております。また、学校施設環境改善交付金を活用し、学校

プールを新改築する際に、自動で給水を止めるためのシステム等を含めて整備するこ

（別紙）



とも可能となっておりますので御参考にしてください。 

 これらの取組も含め、学校プールの維持管理に関する教師等の負担軽減を図り、今

後、損害賠償請求を一律に行うのではなく、本件に係る損害賠償責任が特定の教師等

に生じることのないよう、積極的な取組を御検討いただくようお願いします。 

 

 なお、文部科学省が従前より示している「学校・教師が担う業務にかかる３分類」

（※）の考え方に照らせば、学校プールの管理については、原則「学校の業務だが、必

ずしも教師が担う必要のない業務」であると考えられることを申し添えます。 

 

 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教

育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、このこ

とを十分に周知いただくようお願いします。 

 

 

※「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31年１月 25 日中央教育審議会）に

おいて提言された、学校における働き方改革の推進のために、学校・教師が担う業務を「基本

的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、

「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の３つに整理したもの。 

 

〇「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31年１月 25 日中央教育審議会） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm 

〇「学校体育施設の有効活用に関する手引き」（令和２年３月 スポーツ庁） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1385575_00002.htm 

〇「学校施設の集約化・共同利用に関する取組事例集」（令和２年３月 文部科学省大臣官房文教

施設企画・防災部）https://www.mext.go.jp/content/20221212-mxt_sisetuki-000026367_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

〔担当〕文部科学省 初等中等教育局 

    初等中等教育企画課 地方教育行政係 

    （電話）03-5253-4111（内線4678） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1385575_00002.htm
https://www.mext.go.jp/content/20221212-mxt_sisetuki-000026367_1.pdf


水泳

水遊び

魚とり・釣り

作業中

通行中

その他

子供

未就学児童

小学生

中学生

　

　

　　 65歳以上の者

不明

令和７年夏期 535人　(103) 人数 構成比 人数 構成比

別添１

令和７年夏期（７～８月）における水泳等の事故
警察庁生活安全局生活安全企画課『令和７年夏期における水難の概況』参照

※（　）内は中学生以下の子供で内数

【表１】　水難者数 【表２】　場所別死者・行方不明者

水難者数 令和７年夏期 令和６年夏期

48.3%令和６年夏期 601人　(105) 海 288(9) 53.8% 117(5)

河川 187(5) 35.0% 88(11) 36.4%

湖沼池 28 5.2% 10(0) 4.1%

用水路 21 3.9% 20(1) 8.3%

プール 11(1) 2.1% 2(1) 0.8%

その他 0 0.0% 5(0) 2.1%

計 535(15) 242(18)

27 11.2% 24(3) 9.9%

39 16.2% 39(12) 16.1%

【表３】　行為別死者・行方不明者

令和７年夏期 令和６年夏期

人数 構成比 人数 構成比

10 4.1% 6(0) 2.5%

99 41.1% 107(3) 44.2%

52 21.6% 51(0) 21.1%

14 5.8% 15(0) 6.2%

0.4%

水難救助活動 2 0.8% 9(2) 3.7%

陸上における遊戯・スポーツ中 1 0.4% 1(1) 0.4%

ボート遊び 1 0.4% 1(0)

シュノーケリング 15 6.2% 9(0) 3.7%

スキューバダイビング 6 2.5% 6(0) 2.5%

サーフィン 4 1.7% 6(0) 2.5%

その他 7 2.9% 14(0) 5.8%

【表４】　年齢層別死者・行方不明者

令和７年夏期 令和６年夏期

人数 構成比 人数 構成比

不明 63 26.1% 61(0) 25.2%

合計 241 242(18)

4 1.7% 6 2.5%

10 4.1% 9 3.7%

15 6.2% 18 7.4%

1 0.4% 3 1.2%

高校生又はこれに
相当する年齢の者

8 3.3% 9 3.7%

高校卒業以上に相当する
年齢以上65歳未満の者

94 39.0% 97 40.1%

　合　計 241 242

108 44.8% 102 42.1%

16 6.6% 16 6.6%
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○水泳・水泳指導中の事故等による死亡見舞金の支給件数

学校種 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 総　計

小学校 0 0 0 1 0 1

中学校 0 0 0 0 0 0

高等学校 1 2 0 0 0 3

総　計 1 2 0 1 0 4

※学校種は発生校種

学校種 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 総　計

小学校 0 0 0 0 1 1

中学校 4 0 0 0 2 6

高等学校 0 1 1 2 0 4

総　計 4 1 1 2 3 11

※学校種は発生校種

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施している災害共済給付制度において
スポーツ事故（水泳・水泳指導中）に係る死亡見舞金・障害見舞金を支給した件数

※令和７年度は速報値

※令和７年度は速報値
○水泳・水泳指導中の事故等による障害見舞金の支給件数
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※「排(環)水口」とは --------------- 「プール水を排水・循環ろ過するための吸い込み口」 

 
プール水の排水口及び循環ろ過のための

取水口(吸水口)をいう。また、起流、造波、
ウォータースライダーまたは他のプールへ
循環供給するためのプール水の取水口も含
む。 
循環ろ過方式の排(環)水口は排水と取水

(吸水)を兼用する場合が多く、通常、ポンプ
で水を取り込む取水口(吸水口)は箱形の桝が
プールの床や壁に取り付けられ、格子状の
蓋（又は金網）（以下、「排（環）水口の蓋
等」又は「蓋等」という。）がネジ、ボルト
等によって固定されており、桝の中にポン
プへの配管がある。この他に循環ろ過方式
では、ろ過したプール水を戻すろ過吐出口
等がある。 
本指針で用いる「排(環)水口」はこれまで

使用されている排水口、返還水口、循環排
水口、吸込み口、吸水口、取水口等を同義
語として扱い、これらの管の取り付け口と
箱型の桝を一体として定義している。 

はじめに（指針策定の主旨） 
 
本指針は、プールの排(環)水口に関する安全確保の不備による事故をはじめとしたプール

事故を防止するため、プールの施設面、管理・運営面で配慮すべき基本的事項等について関

係する省庁が統一的に示したものであり、より一層のプールの安全確保が図られるよう、プ

ールの設置管理者に対して国の技術的助言として適切な管理運営等を求めていくものである。 
■本指針の構成について 
○基本的考え方（実線囲み）プールの安全確保に関する基本的な考え方を示したもの。 
○解説 ------------------------------- 基本的考え方の理解を深め、適切な運用が図られるよう

解説を示したもの。 
○参考 ------------------------------- 解説に関連して参考になる事項を示したもの。 

 
■本指針の表現について 

本指針は、おおむね次のような考え方で記述している。 
「 ～必要である。」 ----------- プールの安全確保の観点から、記述された事項の遵守が

強く要請されると国が考えているもの。 
「 ～望ましい。」 -------------- より一層のプールの安全確保の観点から、各施設の実態

に応じて可能な限り記述された事項の遵守が期待される

と国が考えているもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
プールの底に取り付けられている例 

プールの壁に取り付けられている例 

格子状の蓋（又は金網） 

格子状の蓋（又は金網） 

桝 

ネジ、ボルト等 

ネジ、ボルト等 

桝

配管の取り付け口

配管の取り付け口

吸い込み防止金具等

吸い込み防止金具等
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第１章 指針の位置づけ及び適用範囲 

１－１ 本指針の位置づけ 

プールは、利用者が遊泳等を楽しみながら、心身の健康の増進を期待して利用す

る施設であり、そのようなプールが安全であることは、利用者にとって当然の前提

となっている。 
プールの安全確保はその設置管理者の責任で行われるものであるが、本指針は、

プールの排(環)水口に関する安全確保の不備による事故をはじめとしたプール事故

を防止するため、プールの施設面、管理・運営面で配慮すべき基本的事項等につい

て関係する省庁が統一的に示したものであり、より一層のプールの安全確保が図ら

れるよう、プールの設置管理者に対して国の技術的助言として適切な管理運営等を

求めていくものである。 
 

（解説） 
・本指針は、プールの設置管理者に対して、排(環)水口による吸い込み事故を含むプー

ル利用者をめぐる事故を未然に防ぎ、プール利用者の安全を確保するために配慮すべ

き基本的事項を示したものである。 
・本指針は、プールの安全確保について、設置管理者が取り組むべき事項を示したもの

であるが、これらの業務を外部に委託（請負を含む）する場合には、受託者（請負者

を含む）に対し同様の対応を求めるものであり、設置管理者は受託者の管理業務の適

正な執行について確認・監督することが必要である。 
・本指針は、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び（財）日

本体育施設協会、（社）日本公園緑地協会で構成する「プールの安全標準指針（仮

称）策定委員会」における検討を経て、文部科学省及び国土交通省により、プールの

設置及び管理に関する技術的助言としてとりまとめたものである。 
・本指針については、プールの利用実態や施設の性能向上等を踏まえ、適宜見直しを行

うものとする。 
※「設置管理者」 

プールの所有者（所有者以外にプールの全部の管理について権原を有するものがあ
るときは当該権原を有するもの）をいい、通常の地方公共団体への手続きでは、開設
者、設置者、経営者等をいう。 
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１－２ 本指針の適用範囲（対象とするプール） 
本指針は、遊泳利用に供することを目的として新たに設置するプール施設及び既

に設置されているプール施設のうち、第一義的には、学校施設及び社会体育施設と

してのプール、都市公園内のプールを対象として作成されたものであるが、その他

の公営プールや民営プールといった全てのプール施設においても、参考として活用

することが期待されるものである。 
 

（解説） 
・本指針は、遊泳利用に供することを目的として新たに設置する、もしくは既に設置さ

れているプール施設のうち、第一義的には、学校施設としてのプール、社会体育施設

としてのプール及び都市公園における公園施設としてのプールを対象として作成され

たものであるが、その他の公営プールや、スイミングスクールや民間レクリエーショ

ン施設のプール等の民営プールといった全てのプール施設においても、参考として活

用することが期待されるものである。 
・国の機関等における訓練用プール等、特定の用途に限定されるプールについては本指

針の適用範囲として想定されていない。（ただし、これらのプールを一般に開放する

場合を除く。）なお、これらのプール及び水遊び用プールなど遊泳利用に供すること

を目的としていないプールにおいても、本指針の主旨を適宜踏まえた安全管理等を実

施することが望ましい。 
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第２章 プールの安全利用のための施設基準 

２－１ プール全体 
プールは、利用者が安全かつ快適に利用できる施設でなければならないため、救

命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行うことが必要である。 
施設の設置目的や規模、利用の実態等を踏まえ必要に応じ、監視室、救護室、医

務室、放送設備、看板・標識類等を備えておくことが望ましい。 
 

（解説） 
(1)救命具 

・プールサイド等に担架等の救命具を備え、必要な場合に直ちに使用できるようにして

おくことが必要である。なお、AED（自動体外式除細動器）についても、救護室、

医療室等適当な場所に配備することが望ましい。 
 
(2)プールサイド、通路等 

・プールサイド及び通路等は、プール本体の大きさ、利用者等を考慮して、十分な広さ

を有することが必要である。 
・プールサイドの舗装材の選定にあたっては、水に濡れた状態でも滑りにくい素材とす

る必要があり、素足で歩くことから粗い表面のものは避けることが必要である。 
・幼児用プールを含む複数のプールが設置され、多様な年齢層による利用や多様な利用

形態が見込まれる場合は、幼児が大人用プールで溺れる等の事故防止のため、必要に

応じて幼児用プールの外周を柵等で区分することが望ましい。 
 
(3)監視室 

・監視員を統括管理し、監視体制の充実を図るためには監視室を設置することが望まし

い。監視室は緊急時の指令室の役割を果たすとともに、場内アナウンスや監視員の休

憩所としても機能するものであり、設置にあたっては、プールの安全確保、事故防止、

遊泳者指導等のため、できるだけプールに近く、プールの水域全体が見渡せる場所に、

前面を開放またはガラス張り等とした監視室を設けることが望ましい。なお、プール

が大規模で、監視室を水域全体を見渡す場所に設置できない場合は、監視台を充実さ

せるなどにより監視室の機能を補完する措置を講じることが望ましい。 
・監視室に電話や緊急時の連絡先一覧表（2 か所以上の医療機関、管轄の消防署・保健

所・警察署、設備関連メーカー等）、従事者の役割分担表等を備えることが望ましい。 
 

 (4)救護室、医務室 

・プール利用者の怪我や急病に備え、救護室、医務室等を設けることが望ましい。救護

室、医務室等には、緊急時に直ちに対処できるよう、救命具、救急医薬品等を備える

とともに、ベッド、救急医療設備等を備え、床は耐水性とし、換気を十分できるよう

にすることが望ましい。 
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(5)放送設備 

・プールを安全に管理するためには、プール利用者に対する危険発生等を周知させるた

めの手段を確保することが必要である。 
・施設の規模等に応じて、放送設備を監視室に併設して設置することが望ましい。 
・監視員と管理責任者が緊急時等に円滑に連絡を行うための通信手段を確保することが

望ましい。 
 
(6)看板・標識類 

・プールを安全に管理するためには利用者への適切な注意や警告も必要であり、適切な

看板や標識類を設置することが望ましい。 
・利用に関する看板・標識類は、施設の入り口付近で目に付く位置に設置することが望

ましい。 
・排(環)水口部を示す標識、排(環)水口に触れることや飛び込むこと、プールサイドを

走ること等を禁止する警告看板等は、入場者全員の目に付く場所（プールの入り口部

とプールサイド等）に２箇所以上設置することが望ましい。 
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２－２ 排(環)水口 

吸い込み事故を未然に防止するため、排(環)水口の蓋等をネジ、ボルト等で固定

させるとともに、配管の取り付け口には吸い込み防止金具等を設置する等、二重構

造の安全対策を施すことが必要である。 
排（環）水口の蓋等、それらを固定しているネジ、ボルト等は、接触によるけが

を防止できる仕様とすることや、蓋等の穴や隙間は、子どもが手足を引き込まれな

いような大きさとする等、材料の形状、寸法、材質、工法等についても十分な配慮

が必要である。 
 

（解説） 
(1)安全確保の基本的な考え方 

・多くのプールは、循環ろ過設備によって衛生的で安全な水質を維持しているため、取

水口及びポンプへの配管は必須であることから、清掃及び点検の際の不注意等による

吸い込み事故の防止はもちろん、子どもがいたずらしようとしても事故が発生しない

よう十分な安全対策を施すことが必要である。 
・施設面からの安全対策としては、排(環)水口に二重構造の安全対策を施すことが必要

である。また、不備がある場合は必要な改修が終了するまで利用を停止することが必

要である。 
 
(2)二重構造の安全対策 

・排(環)水口の吸い込み事故を防止するため、原則として排（環）水口の蓋等をネジ、

ボルト等で固定させるとともに、配管の取り付け口には吸い込み防止金具等を設置す

るなど、二重構造の安全対策を施すことが必要である。 
〔参考-1 排(環)水口の安全確保のための改善の一例〕 

〔参考-2 配管取り付け口の吸い込み防止金具の一例〕 

・ただし、排(環)水口が多数あり、かつ１つの排(環)水口にかかる吸水圧が弱く、１つ

を利用者の身体で塞いだとしても、吸い込みや吸い付きを起こさないこと（幼児であ

っても確実かつ容易に離れることができること）が明らかである施設等、構造上吸い

込み・吸い付き事故発生の危険性がない施設は必ずしも二重構造の安全対策を施す必

要はない。 
 

(3)仕様、工法への配慮 

・蓋等は、重みがあっても水中では浮力により軽くなることや、子どもが数人で動かし

たと考えられる事故例があることから、ネジ、ボルト等により固定されることが必要

である。また、蓋等は利用者の接触やプール水の環流等による振動等により、それら

を固定しているネジ、ボルト等にゆるみが生じることもあるため、ゆるみを生じにく

い留め方とすることが望ましい。 
・蓋等やそれらを固定しているネジ、ボルト等が金属の場合は、腐蝕しにくく、かつ利

用者の接触等による他の事故の要因とならないよう、用いる材料や工法にも十分に配
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慮することが必要である。 
・蓋等の穴や隙間は、吸い込みや吸い付き事故を防止するため、子どもが手足を引き込

まれないような大きさとするとともに、指が蓋の穴等に挟まれる事故を防止するため、

幼児や児童の指等が挟まりにくい仕様に配慮することが必要である。 
・配管の取り付け口がプール駆体に直接開口している場合は、桝を設置した上で吸い込

み防止措置を講じる等、二重構造の安全対策を講じることが必要である。 
・桝を設置しても蓋等の上部の流速が強い場合は、排(環)水口を複数設置することが望

ましい。 
・配管の取り付け口がプール駆体に直接開口し、かつ、排（還）水口が身体の一部で覆

うことができるような小さいサイズの場合でも、身体が吸い付いて水中で離脱できな

くなることがあるので、吸い付きを防止するため、排（還）水口を複数設置する等の

配慮が必要である。 
・また、異常発生時にポンプを緊急停止させるための停止ボタン、吸い付きによる事故

時に配管内の圧力を抜くための装置を、監視員が常時待機しているプールサイドや監

視室等に設置することが望ましい。 
・なお、吐出口についても、ポンプ停止時等に水を吸い込む現象が生じる場合があるた

め、蓋等を設置し、ネジ、ボルト等で固定することが必要である。 
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第３章 事故を未然に防ぐ安全管理 

３－１ 安全管理上の重要事項 

プールの安全を確保するためには、施設面での安全確保とともに、管理・運営面

での点検・監視及び管理体制についても、徹底した安全対策が必要である。 
管理・運営面においては、管理体制の整備、プール使用期間前後の点検、日常の

点検及び監視、緊急時への対応、監視員等の教育・訓練、及び利用者への情報提供

が必要である。 
 

（解説） 
・プールの安全を確保し、事故を防止するためには、施設のハード面とともに、点検、

監視等を日々確実に行うといったソフト面の充実が不可欠である。 
・特に、排(環)水口の吸い込み事故対策としては、ハード面では排(環)水口の蓋等の固

定や配管の取り付け口の吸い込み防止金具の設置等の安全対策が必要であり、ソフト

面では安全対策が確実に確保されているかのプール使用期間前後の点検、日常の点

検・監視による安全確認、異常が発見されたときに迅速かつ適切な措置が実施される

ような管理体制を整備しておくこと等が必要である。 
・なお、福祉施設等のプール（一般開放する場合を除く。）で、当該施設の職員が監視

員として機能する場合においても、本指針で示す安全管理上の配慮事項を踏まえて、

安全管理等を実施することが望ましい。 
 福祉施設等の例：リハビリテーション施設、知的障害者施設、児童自立支援施設、国

立健康・栄養研究所、保育所 
・事故を未然に防ぐための安全管理を徹底するためには、 

管理体制の整備 
プール使用期間前後の点検 
日常の点検及び監視 
緊急時への対応 
監視員等の教育・訓練 
利用者への情報提供 

が重要と考えられ、次節以下にそれぞれの内容を示す。 
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３－２ 管理体制の整備 

プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制

を明確にすることが必要である。 
また、業務内容を管理マニュアルとして整備し、安全管理に携わる全ての従事者

に周知徹底を図ることが必要である。 
 

（解説） 
・プールの設置管理者は、適切かつ円滑な安全管理のために、管理責任者、衛生管理者、

監視員及び救護員からなる管理体制を整えることが必要である。 
・設置管理者は、管理業務を委託（請負も含む）する場合、プール使用期間前の点検作

業に立ち合うことや、使用期間中の業務の履行状況の検査等、受託者（請負者を含

む）の管理業務の適正な執行について確認・監督することが必要である。 
・管理責任者、衛生管理者、監視員及び救護員の役割分担と、選任の基準は以下のとお

りとする。なお、当該施設の規模等によりそれぞれの役割を重複して担う場合もある。 
 

●管理責任者 
プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者に対するマネージ

メントを総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる。 
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが

必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習

会等を受講した者とすることが必要であり、これらに関する資格を取得しているこ

とが望ましい。 
●衛生管理者 

プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者は、水質に関する基本的知識、

プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水

質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたっているが、管理責任

者、監視員及び救護員と協力して、プールの安全管理にあたることが望ましい。 
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが

必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関

する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。 
●監視員 

プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行うと

ともに、事故等の発生時における救助活動を行う。 
〔参考-3 プール監視員の主な業務の一例〕 参照 

選任にあたっては一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者と

し、プール全体がくまなく監視できるよう施設の規模に見合う十分な数の監視員を

配置することが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する救助方法及

び応急手当に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とするこ
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とが望ましい。 
 

●救護員 
プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護にあたる。 
選任にあたっては、公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受けた者

とし、施設の規模に応じ、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保することが

必要である。なお、救急救護に関する資格を取得した者とすることが望ましい。 
 

・設置管理者は業務内容や緊急時の連絡先、搬送方法、連携する医療機関等を定めた管理マ

ニュアルを整備し、安全管理に携わる全ての従事者に周知徹底を図ることが必要である。 
・学校のプール施設においても、上記の趣旨を踏まえ、組織や利用の実態に応じて適切

な管理組織体制を整えることに留意することが必要である。 
〔参考-4 学校教育活動における管理組織体制の一例〕 参照 
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３－３ プール使用期間前後の点検 

プールの使用期間前には、清掃を行うとともに、点検チェックシートを用いて施

設の点検・整備を確実に行うことが必要である。 
特に排(環)水口については、水を抜いた状態で、蓋等が正常な位置に堅固に固定

されていること、それらを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆる

み等がないこと、配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられているこ

と等を確認し、異常が発見された場合は直ちに設置管理者に報告するとともに、プ

ール使用期間前に修理を施すことが必要である。 
また、使用期間終了後にも、排(環)水口の蓋等やそれらを固定しているネジ、ボ

ルト等に異常がないことを確認して、次の使用に備えることが望ましい。 
なお、通年使用するプールについては、１年に１回以上の全換水を行い、水を抜

いた状態で施設の点検を確実に行うことが必要である。 
点検チェックシートは、3 年以上保管することが必要である。 

 
（解説） 
・点検チェックシートを作成し、プール使用期間前に施設の点検・整備を確実に行うこ

とが必要である。 
〔参考-5 使用期間前の点検チェックシートの一例〕 参照 

・特に、重大事故が発生する可能性のある排(環)水口の点検については注意を払い、必

要な場合は専門業者による確認、点検及び修理を行うことが必要である。 
・使用期間前の排(環)水口の点検は、 

蓋等がネジ、ボルト等で正常な位置に堅固に固定されているか。（針金による固

定、蓋の重量のみによる固定は不可） 
蓋等やそれを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆるみ等がない

か。 
配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられているか。 

 について行うことが必要である。 
・清掃や点検のため排(環)水口の蓋等をはずす場合は、ポンプが停止していることや、

水が完全に抜けたことを確認してから行い、作業後、ネジ、ボルト等で正常な位置に

固定しておくことが必要である。 
・蓋等の変形、それらを固定しているネジ、ボルト等の破損、欠落等があった場合は、

直ちに修理、交換を行い、安全な状態に整備しておくことが必要である。 
・使用期間中にネジ、ボルト等が破損、欠落するといった場合に備え、ネジ、ボルト等

の予備及び必要な工具を用意しておくことが望ましい。 
・設置管理者は点検チェックシートを３年以上保管することが必要である。また、点検

時には過去の点検結果との照合等を行うことが望ましい。 
・点検チェックシートには、排(環)水口の所在を明示したプールの見取図の写しを添付

し、保存することが望ましい。 
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・使用期間終了後にも、排(環)水口の蓋等やそれらを固定しているネジ、ボルト等に異

常がないことを確認して次の使用に備えることが望ましい。 
・通年使用するプールについては、上記に準じて１年に１回以上の定期的な点検を行う

ことが必要である。 
・なお、吐出口についても、排（環）水口に準じた点検・整備を行う必要がある。 
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３－４ 日常の点検及び監視 

毎日のプール利用前後及び利用中の定時ごとに、目視、触診及び打診によって点

検を行い、特に排(環)水口の蓋等が堅固に固定されていることを点検することが必

要である。 
また、監視、利用指導及び緊急時の対応のため、監視員の適切な配置を行うとと

もに、プール内で起こる事故の原因や防止策、事故が発生した場合の対応方法等に

ついて十分な知識を持って業務にあたらせることが必要である。 
 

（解説） 
(1)施設の点検 

・点検にあたっては、目視にとどまらず、触診及び打診によって確実に行うことが必要

である。 
・毎日のプール利用前後及び利用中の定時ごとに、排(環)水口の蓋等がネジ、ボルト等

で正常な位置に堅固に固定されていることを点検することが必要である。 
・点検にあたっては、点検チェックシート等を作成し、これを用いて確実に行うことが

必要である。点検チェックシートとともに、気温(室温)、水温、利用者数、水質検査

結果（プール水の残留塩素濃度等）、施設の安全点検結果等を記載する管理日誌を備

え、使用期間中は、管理日誌に毎日の状況等を記載し、これを 3 年以上保管すること

が必要である。 
〔参考-6 日常の点検チェックシート・管理日誌の一例 

（管理日誌と点検チェックシートを一体化した例）〕 参照 
・施設の安全点検の結果を掲示し、利用者に伝えることが望ましい。 
 
(2)監視員及び救護員 

・遊泳目的で利用するプールにおいては、監視員及び救護員の配置は、施設の規模、曜

日や時間帯によって変わる利用者数等に応じて適切に決定することが必要である。ま

た、監視員の集中力を持続させるために休憩時間の確保についても考慮することが望

ましい。 
・監視設備（監視台）は、施設の規模、プール槽の形状等により必要に応じて、プール

全体が容易に見渡せる位置に相当数を設けることが望ましい。 
・飛び込み事故、溺水事故、排(環)水口における吸い込み事故、プールサイドでの転倒

事故等、プール内での事故を防止するため、各施設の設置目的や利用実態等に応じて

禁止事項を定め、利用者に対し周知を行うとともに、監視員等は違反者に対し適切な

指導を行うことが必要である。 
・なお、監視員には、排(環)水口周辺は重大事故につながる恐れのある危険箇所である

こと等、事故防止のための知識を十分に認識させておくことが必要である。 
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３－５ 緊急時への対応 

施設の異常や事故を発見、察知したときの緊急対応の内容及び連絡体制を整備す

るとともに、安全管理に携わる全ての従事者に周知徹底しておくことが必要である。 
施設の異常が発見された場合は、危険箇所に遊泳者を近づけないよう直ちに措置

するとともに、プールの使用を中断して当該箇所の修理を行い、修理が完了するま

でプールを使用しないことが必要である。特に排(環)水口の異常が発見された場合

は、循環または起流ポンプを停止することが必要である。 
人身事故が起きた場合は、傷病者の救助・救護を迅速に行うとともに、速やかに

消防等の関係機関及び関係者に連絡することが必要である。 
 

（解説） 
・利用者に危害が及ぶ可能性のある施設の異常が発見された場合は、以下の対応をとる

ことが必要である。 
○危険箇所に遊泳者を近づけない措置をとる 
○遊泳者を速やかに避難させ、プール使用を中止する 
○プールの使用を中止した場合は、当該箇所の修理が完了するまでプールを使用し

ない 
○排(環)水口の異常が発見された場合は循環または起流ポンプを停止する 

・人身事故が起きた場合は、以下の対応をとることが必要である。 
○傷病者を救助し、安全な場所へ確保する 
○適切な応急手当を行う 
○二次災害を防止する上で必要な場合は、遊泳者を速やかにプールサイドに避難さ

せる等の処置を行う 
○必要に応じて救急車を要請し、緊急対応の内容に従い関係者に連絡する 

・緊急時の対応を確実に行うには、従事者に対する就業前の教育・訓練の実施とともに、

緊急時の初動心得の掲示、毎日始業終業時に行う全体ミーティングにおける確認等に

より周知徹底することが必要である。 
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３－６ 監視員等の教育・訓練 

プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者（請負者を含む）は、安全管理

に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事

故発生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うことが

必要である。 
 

（解説） 
・プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者(請負者を含む)は、プール施設の管

理は利用者の命を守る重要な任務であることを認識した上で、安全管理に関わる専門

的な業務内容を詳細にわたって把握しておくことが必要である。その上で、監視員等

の安全管理に携わる全ての従事者に対し、徹底した教育及び訓練を就業前に行ってお

くことが必要である。 
・特に、排（環）水口における吸い込み事故を未然に防止するためには、安全管理に携

わる全ての従事者がプールの構造を把握し、排(環)水口の蓋等が固定されていない状

態などの危険性、ポンプ停止や利用者の避難誘導等の緊急時の対応方法を正しく理解

していることが必要である。 
・教育内容は次のａ～ｄの項目を必ず含むようにし、ｅについては必要に応じて随時実

施することが望ましい。 
ａ プールの構造及び維持管理 
ｂ プール施設内での事故防止対策 
ｃ 事故発生等緊急時の措置と救護 
ｄ 緊急事態の発生を想定した実地訓練 
ｅ 日常の業務等において従事者が経験した「ヒヤリとしたこと」、「ハッとしたこ

と」や「気がかりなこと」、利用者からの苦情等を題材とした事例研究 
・訓練内容には、飛び込み事故や溺水事故等のほか、排(環)水口における吸い込み事故

を想定したものも必ず含むことが必要である。排(環)水口の異常等を察知した監視員

等から他の従事者への連絡方法の検討、異常等の察知からポンプの非常停止までの手

順及び所要時間の計測等を行い、かかる事態が実際に起こった場合に、可能な限り迅

速に適切な対応ができるように訓練しておくことが必要である。 
・なお、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しては、就業前に同様の教育、訓練を

行うことが必要である。 
・特に、夏季のみ使用する施設では、アルバイトの監視員が毎年違う人材となる場合が

多いため、教育研修カリキュラム等を準備しておくことが必要である。 
・プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者(請負者を含む)は教育、訓練の実施

にあたり、その記録を作成して 3 年以上保管することが望ましい。 
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３－７ 利用者への情報提供 

プールを安全に管理するためには、利用者への適切な注意や警告を行うことも有

効であり、排(環)水口の位置等危険箇所の表示、プール利用に際しての注意・禁止

事項、毎日の点検結果等を、利用者の見やすい場所に見やすい大きさで掲示するこ

とが望ましい。 
 

（解説） 
・プールを安全に管理するためには、利用者に注意すべき事項・禁止事項、利用にあた

って注意喚起を促す必要がある場所等について、入り口その他、遊泳者の見やすい場

所及び注意を払うべき場所に標識、掲示板等を設置することが望ましい。 
・重大な事故の危険性を有する排(環)水口については、プール利用者がその所在を容易

に認識できるよう位置表示を行うとともに、排(環)水口付近で遊ぶと手を挟まれたり

吸い込まれたりする危険があることを示すことが望ましい。 
・位置表示は、プール利用者の見やすい場所に見やすい大きさで、排(環)水口の位置を

示したプール全体の見取図の掲示、及び、排(環)水口付近の壁又は底面その他見やす

い箇所に存在の明示を行うことが望ましい。なお、見取図には排(環)水口の存在の明

示の方法も記しておくことが望ましい。 
・表示にあたっては、危険箇所であることが子どもでも正しく理解できるよう、文字と

イラストでわかりやすく表示することが望ましい。 
・使用期間前の点検チェックシート、毎日の点検結果等を、プール利用者の見やすい場

所に見やすい大きさで掲示し、利用者に伝えることが望ましい。 
〔参考-7 点検結果掲示の一例〕 参照 
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〔参考-1 排(環)水口の安全確保のための改善の一例〕 

出典）健康運動施設開発機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 
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〔参考-2 吸い込み防止金具の一例〕 

 

出典）健康運動施設開発機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

取り付け例 吸い込み防止金具の例 
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〔参考-3 プール監視員の主な業務の一例〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県 

 
１ 業務内容 
(1) 入場者の安全確保及び事故防止のため、水面を中心に場内全域において監視を行う。 
(2) 事故が発生した場合は、救助、連絡、場内整理などの業務を行う。 
(3) 利用者の年齢、体格等に応じ、利用するプールやエリアの指示、保護者等の付き添

いを求めるなどの指導を行う。（利用者の体格と水深の関係は、概ね立った状態で、

肩が水面から出ていることを目安とする。） また、小学校低学年以下の子どもを連

れている保護者等に対して、子どもから目を離さないよう注意を促す。 
(4) プール場内での禁止事項・プールごとの留意事項・持ち込みを禁止しているもの等

について、決まりを守るよう指導を行う。 
 
２ 留意事項 
(1) 監視員は水着を着用していること。 
(2) 水面の監視に当たっては細心の注意を払い、監視業務に全神経を集中すること。 
(3) 危険と思われる行為・危ないと思われる人には、毅然として注意を促すこと。 
(4) 幼児及び小学校低学年の子どもの一人遊びには特に注意を払い、保護者の監視のも

とで遊ぶよう指導すること。 
(5) 監視は目の前だけでなく、顔をあげて広く監視すること。 
(6) 監視台で監視中は、緊急時、救助及び交代時以外、監視台から降りないこと。 
(7) 交代時間が過ぎても、交代要員が来るまでは、監視台から降りないこと。 
(8) 交代時には、受持ち監視区域を指差し、異常のないことを確認してから、必要事項

の申し送りをして交代すること。また、なるべく速やかに交代を行うこと。 
(9) ローテーション等で施設内を移動するときも常に水面を監視し、事故や異常があっ

た場合は、それらへの対応を擾先して行動すること。また、プールサイドにゴミな

どが落ちているときは、可能な限り拾い最寄りのゴミ箱などに捨てること。 
(10) 利用者から、置き引き盗難・迷子・痴漢・盗撮、その他事故等の情報があった場

合は、直ちに管理者又は巡回中の従業者に知らせること。 
(11) 監視中はサングラスを着用してよいが、救助時など入水するときは、可能な限り

サングラスを外すようにすること。 
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〔参考-4 学校教育活動における管理組織体制の一例〕 

出典）「学校における水泳事故防止必携」独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール管理委員会設置の一例 
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〔参考-5 使用期間前の点検チェックシートの一例〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県をもとに作成 

 

プール施設設備の使用期間前点検表（例） 

施設名  プール名  

点検者  点検日   年  月  日 ～  年  月  日 

点検項目 点  検  内  容 点検結果 

施 設 全 体 
プール全体の施設設備の点検は行ったか 適・否 

プール本体、付属設備等はよく清掃されているか 適・否 

プ ー ル 本 体 給排水及び清掃が容易な構造か 適・否 

床洗浄水等の汚水が周囲から流入しない構造か 適・否 

適当数の水深表示があるか 適・否 

プ ー ル サ イ ド 滑り止めの構造となっているか 適・否 

利用者に危害を及ぼす異物等がないか 適・否 

給 水 設 備 プール水給水管から飲料水系への逆流防止構造となっているか 適・否 

補給水量等を把握するための専用の量水器等が設置されているか 適・否 

排 ( 環 ) 水 口 蓋等や、吸い込み防止金具等はボルト、ネジ等で堅固に固定され
ているか 

適・否 

蓋等や、吸い込み防止金具等及びそれらを固定しているボルト、
ネジ等は腐食、変形及び欠落がないか 

適・否 

消 毒 設 備 薬剤の種類： 薬剤タンクの容量：      ℓ 

薬剤連続注入装置は良好に作動するか 適・否 

薬剤の保管場所は適当か 適・否 

薬剤の保管状況は良好か 適・否 

浄 化 設 備 浄化設備はよく清掃されているか 適・否 

オーバーフロー水 再利用の場合、排水・床洗浄水等の汚水が混入しない構造か 適・否 

区 画 区 分 多様な利用形態に応じた区画区分がなされているか 適・否 

更 衣 室 男女別に区別されているか 適・否 

双方及び外部から見通せない構造か 適・否 

利用者の衣類を安全に保管できる設備が整備されているか 適・否 

洗 浄 設 備 シャワー、洗面設備、洗眼設備等は良好に整備されているか 適・否 

便 所 男女別に、十分な数があるか 適・否 

よく清掃されているか 適・否 

専用の手洗い設備があるか 適・否 

換 気 設 備 効果的な換気が行える換気設備があるか 適・否 

故障又は破損のものはないか 適・否 

照 明 設 備 水面及びプールサイド等で十分な照度を有するか 適・否 

故障又は破損のものはないか 適・否 
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点検項目 点検内容 点検結果 

く ず か ご 適当な場所に十分な数を備えてあるか 適・否 

資 材 保 管 設 備 測定機器等の必要な資材は適切に保管されているか 適・否 

採 暖 室 等 採暖室又は採暖槽は、よく清掃されているか 適・否 

掲 示 設 備 利用者の注意事項、利用時間、プール全体の見取り図等を利用者
の見やすい場所に見やすい大きさで掲示してあるか 

適・否 

管 理 体 制 プールの維持管理体制が整備されているか 適・否 

維持管理マニュアルが整備されてあるか 適・否 

緊 急 連 絡 体 制 緊急時の連絡体制が整備されているか 適・否 

管 理 責 任 者 管理責任者は、それぞれの役割を確認させているか 適・否 

管理責任者は安全・衛生に関する講習会を受講しているか 適・否 

衛 生 管 理 者 水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識を
有しているか 

適・否 

監 視 員 監視員としての業務が遂行できるか 適・否 

十分な数の監視員が確保されているか 適・否 

腕章、帽子等で利用者が容易に認識できる措置がなされているか 適・否 

救 護 員 救急救護訓練を受講しているか 適・否 

緊急時に速やかな対応が可能となるよう配置されているか 適・否 

従業者に対する

研 修 ､ 訓 練 

研修は行ったか 適・否 

訓練は行ったか 適・否 

排 (環 ) 水 口 の 

表 示 等 

排(環)水口の位置をプール全体の見取り図に明示し、提示してあ
るか 

適・否 

排(環)水口は吸排水口付近の壁又は底面等にその存在を明示して
あるか 

適・否 

プール全体の見取図に排(環)水口の明示方法を明記してあるか 適・否 

監 視 所 等 監視所はその機能を十分に発揮できる位置に設けてあるか 適・否 

監視台はプール全体を容易に見渡せる位置に相当数を設けてある
か 

適・否 

管 理 日 誌 備えてあるか 適・否 

3 年間保管してあるか 適・否 

救命救護器具等

の 配 置 

救命具（浮輪等）は、プールサイド等に適切に備えてあるか 適・否 

救護室等には、ベッド、担架、救急薬品等が備えてあり、いつで
も使用できる状態になっているか 

適・否 

監視所に、電話、緊急時の連絡先一覧表等が備えてあるか 適・否 
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〔参考-6 日常の点検チェックシート・管理日誌の一例（管理日誌と点検チェックシートを一

体化した例）〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県 
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〔参考-7 点検結果掲示の一例〕 

 

 

当プールをご利用の皆さまへ 
 

当プールは、次の事項について毎日点検を行い、 
 

施設の安全を確認しています。 
 

平成○○年○月○○日 
プール管理者 ○○○○ 

（連絡先：○○－○○○○－○○○○） 

区分 点検項目 点検結果 

施
設
関
係 

排(環)水口の蓋等がネ

ジ、ボルト等で堅固に

固定され、配管口に吸

い込み防止金具が取り

付けられているか 

（例） 
蓋等が堅固に固定され、吸い込み防

止金具が取り付けられている。 
など 

その他管理者が重要と

考える項目 
（適宜記載） 

管
理
運
営
関
係 

監視員が適切に配置さ

れているか 

（例） 
適切に配置されている 

など 

監視員に対して、プー

ルの施設・構造や監視

業務について十分な指

導を行っているか 

（例） 
十分指導を行っている 

など 

救命救護器具等は適切

に配置され、直ちに使

用できるか 

（例） 
適切に配置され、直ちに使用できる 

など 

その他管理者が重要と

考える項目 
（適宜記載） 
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令和７年５月２日  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

附属学校を置く各国立大学法人学長    殿 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長  

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

 

 

                                      スポーツ庁次長 
                               寺 門 成 真 
 
 
                                         

 

水泳等の事故防止について（通知） 

 

 

 標記については、例年関係方面の御協力をいただいているところでありますが、海や河川に

おける水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ております（別

添１、２参照）。 

 ついては、今夏における水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、下記

事項及び「プールの安全標準指針」（平成 19年３月文部科学省・国土交通省策定）（別添３）

を参考として、地域の実情に即した適切な措置を徹底するとともに、衛生管理についても十分

御配意願います。 

 また、プールの利用が増加する夏季を前に、所管のプールの施設・設備について、安全点検

及び確認を徹底していただきますようお願いします。仮に、施設・設備に不備があることが判

明した場合には、安全確保のための措置が講じられるまでの間は、当該プールの使用を中止す

るようお願いします。 

 これらの事故防止のための安全確保が図られるよう、都道府県・指定都市及び都道府県教育

委員会におかれては、関連する部局・課に周知の上、必要に応じて連携するとともに、都道府

県及び都道府県教育委員会におかれては、市区町村及び市区町村教育委員会に通知する際に、

市区町村の関連各課にも周知を徹底するよう御配意願います。 

 なお、学校における対応については、上記対応に併せて、別紙「学校における児童生徒等に

対する水泳指導等について」及び「学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方に

ついて（依頼）（令和６年７月 10 日付６文科初第 885 号）」にも留意願います。このことについて、

都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校及び市区町村教育委員会に対

して、都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、株式会社立学

校を認定した地方公共団体の長におかれては、認可した学校に対して、別紙の内容も活用し、

効果的に周知されるようお取り計らい願います。 

 



 
記 

 

１．プールの施設面、管理・運営面について 

 

（１）プールの利用期間前に、排（環）水口の蓋の設置の有無を確認し、蓋がない場合及び固定されて

いない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排（環）水口の吸い込み

防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外しができ

ない構造とすること。また、屋内プールにあっては、吊り天井の脱落防止のための点検を行う等の

安全対策を講ずること。 

 

（２）プールを安全に利用できるよう、救命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行うとと

もに、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること。 

   監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置し、救護員についても、

緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること。 

  【参考】スポーツ庁「学校における水泳事故防止必携［2018 年改訂版］」 

      https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

      消費者庁「幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために」 

      https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/ 

 

（３）プール施設の管理は利用者の命を守る重要な任務であることを踏まえ、監視員を含む安全管理に

携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事故発生等緊急時の

措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこととし、公的な機関や公益法人等が実

施する講習会の受講や公認資格制度の取得を促すこと。 

   また、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しても、就業前に同様の教育、訓練を行うこと。 

  

２．その他の留意事項について 

 

（１）集団で水泳を行う場合には、引率者や指導者の責任分担を明確にして、指導・監督が周知される

ようにすること。また、班の編成に当たっては、引率者の指導・監督が全員に行き届く程度の人数

に編成すること。 

 

（２）海、河川、用水路、湖沼池、プールなどの水難事故発生のおそれのある場所については、必要

に応じて防護柵、蓋、危険表示の掲示板や標識の整備、監視員の配備、巡回指導の周知など、市

町村、警察署、消防署、海上保安部署、保健所等との協力により点検等を行い、事故防止のため

万全の安全確保措置を講ずること。 

   なお、幼児の水難事故も多く発生しているので、前記の事故防止措置については、幼児の行動に

も配慮した万全のものとするとともに、保護者が監督を怠ることがないように、広報等によってこ

の趣旨の周知を図ること。 

  【参考】海上保安庁「ウォーターセーフティガイド」 

   https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/ 

公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団「水辺の安全学習アプリ」 

https://mizube-anzen.jp/ 
 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material/
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/watersafety/
https://mizube-anzen.jp/


 
（３）水泳場を利用する場合、その選定に当たっては、保健所その他の関係諸機関の協力を得て、農薬、

油、工場廃液、その他浮遊物等による水の汚染状況、水底の状態、潮流などを必ず事前に調査して

適切な場所を選定すること。また、水泳区域標識、監視所、救命用具など事故防止のための施設・

設備等を確認するとともに、救急体制を確立するよう配慮すること。 

 

 

 

スポーツ庁                     電話：03－5253－4111（代表） 

 

 健康スポーツ課 

 

 

［学校体育担当］ 

 政策課企画調整室 

 

 

［学校運動部活動担当］ 

 地域スポーツ課 

 

  

［学校プール施設・社会体育施設担当］ 

 参事官（地域振興担当）付 

 

 

  

担当：竹中    

 

担当：飯田、外薗 

   

 

 

担当：行武 

 

 

 

担当：福田、恩田 

（内線：2684） 

kensport@mext.go.jp 

 

（内線：2674） 

skikaku@mext.go.jp 

 

 

（内線：3953） 

tiikisport@mext.go.jp 

 

 

（内線：3773） 

stiiki@mext.go.jp 

 

 



（別紙） 

学校における児童生徒等に対する水泳指導等について 

 

 

１.学校における水泳指導に際しては、以下の資料等を参考に、児童生徒の安全管理、安全指導を徹底す

ること。 

①「学校における水泳事故防止必携（2018 年改訂版）」 

（平成 30 年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf 

②「水泳指導の手引（三訂版）」 

（平成 26 年３月文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm 

③「学校における体育活動中の事故防止のための映像資料」 

（平成 26 年３月文部科学省） 

https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX 

④「水泳の事故防止～プールへの飛び込み事故を中心に～」 

（平成 28 年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA 

 

(1) 普段使用しているプールと異なる環境で行われた水泳の授業中に、児童が溺れて死亡した事例な

どの重大事故事例も発生していることから、学校外のプールなど、普段と異なる環境で授業を実施

する場合も含め、児童生徒の安全管理、安全指導を徹底すること。 

特に小学校においては、水に十分に慣れていない児童や水深が深い場所では足がつかない児童も

いることから、安全な授業が行われるよう、体格や泳力などに応じた適切な安全対策、授業中の十

分な監視及び指導体制の確保と緊急時への備えが行われるようにすること。 

 

(2) 飛び込みによるスタート時には、深く入水し、水底に頭部を打ちつける等の重大事故が起きてい

る。学習指導要領及び同解説においては、「小・中学校及び高等学校入学年次の授業では、飛び込み

によるスタート指導は行わず、水中からのスタートを指導すること」、「高等学校の入学年次の次の

年次以降においても、原則として水中からのスタートを取り扱うこと」としており、各学校におい

ては、学習指導要領を踏まえ、安全面に十分に配慮した指導を行うこと。 
なお、高等学校学習指導要領では、「入学年次の次の年次以降は、安全を十分に確保した上で、学

校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができること」としているが、高等学校の入学年

次の次年以降及び水泳部の活動で飛び込みによるスタートを行う際には、飛び込みによるスタート

が安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師又は外部指導者が立ち会い、直接指導す

ること、生徒の体力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことといった、

適切な安全対策を確実に講じること。その際、適宜、公益財団法人日本水泳連盟

が策定した「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート台の高さに関

するガイドライン」等も参考に、安全な指導を行うこと。 

（https://swim.or.jp /assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf） 

 
【参考：危険なスタート】

 
「学校体育実技指導資料 第４集 水泳の指導の手引き（三訂版）」     動画「スタートの段階指 
（平成 26 年３月文部科学省）抜粋 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0j-Dry4xcQ8&list=PLGpGsGZ3lmbBZpfbIZpdamkuUGAZsFHsX
https://www.youtube.com/watch?v=MiyTSzNboTA


(3) プールに浮かべて使用する浮島は、学習指導要領においては使用を想定していないが、浮島の下

に児童生徒が覆われると、大きい浮島に吸引されて水面に上がれなくなる可能性があるため、浮島

を使用する場合は、「消費者安全法第２３条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書（水上設

置遊具による溺水事故）」（https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/ 

assets/report_018_200619_0002.pdf）を参考に、監視等の十分な注意を払うとともに、児童生徒の

安全を確保できない場合は、浮島の使用は控えること。 

 
【令和６年度の災害共済給付の重大事故の例】 

【令和５年度の災害共済給付の重大事故の例】 

 
２．児童生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学校において

は、体の調子を確かめてから泳ぐ、プールなどの水泳場での注意事項を守って泳ぐなどといった水泳

の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも指導の趣旨を周知するよう配慮

すること。その際、以下の資料等も参考とすること。 

① e-learning コンテンツ「守ろう！いのち 学び合おう！水辺の安全」 

（公益財団法人日本ライフセービング協会） 

https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/ 

②小中学生向け水難防止デジタル教材「水辺の安全学習アプリ」 

（公益財団法人Ｂ＆Ｇ財団） 
   https://mizube-anzen.jp/ 

３．児童生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟練者と同行

するよう指導するとともに、事前に行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭に知らせること。 

 

４．児童生徒の発達段階に応じて、海水浴・水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避できるよう

学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。 

 

５．幼稚園等については、本通知のほか、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応

の た め の ガ イ ド ラ イ ン 【 事 故 防 止 の た め の 取 組 み 】 」 （ 平 成 28 年 ３ 月 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline）や、「教育・保育施設等におけ

るプール活動・水遊びに関する実態調査」（平成 30 年４月 24 日 消費者安全調査委員会

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001

.pdf）も踏まえ、一層の安全対策に取り組むこと。 

学校種 授業・部活動の別 事故の状況 

小 授業 
体育の授業中、学校外のプールでバタ足の練習をしていた際、プール中

央付近に沈んでいるところを発見された。救急搬送され治療を受けたが、

溺水により同日死亡した。 

高 体育的部活動 
水泳部の活動中、プールでスタート練習をしていた際、入水角度 40 度

以上の状態で飛び込み、プールの底に頭を打ちつけた。救急搬送され、

頚髄損傷により手術を受けたが、四肢まひが残った。 

高 体育的部活動 
水泳部の活動中、プールで飛び込みの練習をしていて、スタート台から

飛び込んだ際にプールの底に頭を打ちつけた。救急搬送され治療を受け

たが、第５頚椎椎体骨折により、せき柱に変形障害が残った。 

高 体育的部活動 

水泳部の朝練習に参加した後、更衣室で着替えを済ませて退出する際に、

足元を滑らせて転倒した。その時、とっさに右手首を床についた。痛み

はあったが腫れがひどいわけではなかったので、湿布や塗り薬でケアを

していた。数か月様子を見ていたが痛みが引かなかったので受診したと

ころ骨折と判明した。 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_018/
https://elearning.jla-lifesaving.or.jp/
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmizube-anzen.jp%2F&data=05%7C02%7Cr-tomizawa%40mext.go.jp%7Cac5ca1606e1743454c6308dc63fdbcfa%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C638495188645684372%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BJY%2BWs2egQDKenLSilkaDGF2YJ7I%2BRW3CMiy9UCg1nY%3D&reserved=0
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_003/pdf/report_0003_180424_0001.pdf
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各指定都市教育委員会教育長 

 

文部科学省初等中等教育局長 
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スポーツ庁次長 

茂 里  毅 

 

 

 

学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方について 

（依頼） 

 

 日頃から、地方教育行政の発展に御尽力と御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

 昨今学校プールの管理を担当することとされた教師等が給水の停止等をしなかった

ことで継続的に給水が行われ、結果として校長や当該教師等が水道料金を賠償する事

例が発生するなど、学校プールの管理業務が担当する教師等にとって過度な負担につ

ながっている事態も見受けられます。 

 学校設置者による必要な支援やチェック体制の構築等が十分に行われないまま、特

定の教師等に学校プールの管理が任せられ、教師等が損害賠償の責めを負う恐れもあ

る中で勤務する状況は望ましくありません。 

 

 こうした学校プールの管理業務に関する教師等の負担を軽減するための取組とし

て、指定管理者制度を活用したり、民間業者へ委託したりすること等を通じて教師等

の負担を軽減することが考えられます。各学校設置者におかれては、こうした取組に

ついて御検討いただくとともに、引き続き学校で学校プールの管理を行う場合でも、

管理員の配置や自動で給水を止めるためのシステムの導入、複層的なチェック体制の

構築、マニュアルの作成等を通じ、学校プールの管理を特定の教師等に任せきりにせ

ず組織として適切に行うための環境整備を徹底いただくようお願いします。 

 また、学校プールではなく、地域の公営・民営プールを活用して、水泳指導を行うこ

とも考えられます。 

 以上の点に関して、文部科学省においては、「学校体育施設の有効活用に関する手引

き」（令和２年３月 スポーツ庁）及び「学校施設の集約化・共同利用に関する取組事

例集」（令和２年３月 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部）において、指定管

理者制度、PFI、民間委託を活用した学校プールの管理・運営や公営・民営プールの活

用等に関する事例を紹介しております。また、学校施設環境改善交付金を活用し、学校

プールを新改築する際に、自動で給水を止めるためのシステム等を含めて整備するこ



とも可能となっておりますので御参考にしてください。 

 これらの取組も含め、学校プールの維持管理に関する教師等の負担軽減を図り、今

後、損害賠償請求を一律に行うのではなく、本件に係る損害賠償責任が特定の教師等

に生じることのないよう、積極的な取組を御検討いただくようお願いします。 

 

 なお、文部科学省が従前より示している「学校・教師が担う業務にかかる３分類」

（※）の考え方に照らせば、学校プールの管理については、原則「学校の業務だが、必

ずしも教師が担う必要のない業務」であると考えられることを申し添えます。 

 

 各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教

育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、このこ

とを十分に周知いただくようお願いします。 

 

 

※「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31年１月 25 日中央教育審議会）に

おいて提言された、学校における働き方改革の推進のために、学校・教師が担う業務を「基本

的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」、

「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の３つに整理したもの。 

 

〇「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31年１月 25 日中央教育審議会） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm 

〇「学校体育施設の有効活用に関する手引き」（令和２年３月 スポーツ庁） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1385575_00002.htm 

〇「学校施設の集約化・共同利用に関する取組事例集」（令和２年３月 文部科学省大臣官房文教

施設企画・防災部）https://www.mext.go.jp/content/20221212-mxt_sisetuki-000026367_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

〔担当〕文部科学省 初等中等教育局 

    初等中等教育企画課 地方教育行政係 

    （電話）03-5253-4111（内線4678） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/detail/1385575_00002.htm
https://www.mext.go.jp/content/20221212-mxt_sisetuki-000026367_1.pdf


飛び込みによるスタート時に、深く
入水し、水底に頭部を打ちつける重大
事故が起きています。

高等学校の入学年次の次年以降及び水泳部の活動で飛び
込みによるスタートを行う際は、飛び込みによるスタート
が安全に行えるプールであること、安全に指導できる教師
又は外部指導者が立ち会い、直接指導すること、生徒の体
力や技能の程度を踏まえた段階的な指導を行うことといっ
た、適切な安全対策を確実に講じることが必要です。

① 飛び込みによるスタート時の重大事故

水泳の飛び込み事故の防止について

②適切な安全対策

飛び込み事故の防止には、正しいスタート技術の習得と
その教育が重要です。公益財団法人日本水泳連盟が策定し
た「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート
の高さに関するガイドライン」も参考にして、安全な指導
をお願いします。

③ 正しいスタート技術の習得

お問い合わせ：
スポーツ庁健康スポーツ課
03-5253-4111（内線：2684）

学校種 事故の状況

中学校
水泳部の活動で、飛び込み台から飛び込み練習を行い、水底で前頭部

を打った。顧問がプールサイドから引き上げた際、生徒が、しびれがあ
り下半身の感覚がない、声を出すのも厳しい等の訴えがあった。

中学校
水泳部の活動で、飛び込みの練習をしていたところ、飛び込んで着水

するまでの意識はあったが、その後、気づいたら水の中だった。プール
の中で意識は戻ったが、体を動かすことができないことに気づいた。

中学校 水泳部の活動で、スタート台からの飛び込み練習の際、プールの底で
頭部を強打し、意識はあるが感覚を失った状態で浮いてきた。

※「スタートの段階指導」および「プール水深とスタート
の高さに関するガイドライン」（https://swim.or.jp 
/assets/files/pdf/pages/about/index/g_02_2.pdf）

動画「スタートの段階指導」

【重大事故の例】



水泳

水遊び

魚とり・釣り

作業中

通行中

その他

子供

未就学児童

小学生

中学生

　

　

　　 65歳以上の者

不明

令和６年夏期 601人　(105) 人数 構成比 人数 構成比

別添１

令和６年夏期（７～８月）における水泳等の事故
警察庁生活安全局生活安全企画課『令和６年夏期における水難の概況』参照

※（　）内は中学生以下の子供で内数

【表１】　水難者数 【表２】　場所別死者・行方不明者

水難者数 令和６年夏期 令和５年夏期

44.9%令和５年夏期 568人　(106) 海 117(5) 48.3% 106(3)

河川 100(11) 36.4% 100(10) 42.4%

湖沼池 10(0) 4.1% 16(2) 6.8%

用水路 20(1) 8.3% 11(0) 4.7%

プール 2(1) 0.8% 2(1) 0.8%

その他 5(0) 2.1% 1(0) 0.4%

計 242(18) 236(16)

24(3) 9.9% 39(7) 16.5%

39(12) 16.1% 30(6) 12.7%

【表３】　行為別死者・行方不明者

令和６年夏期 令和５年夏期

人数 構成比 人数 構成比

6(0) 2.5% 10(0) 4.2%

107(3) 44.2% 96(2) 40.7%

51(0) 21.1% 47(1) 19.9%

15(0) 6.2% 14(0) 5.9%

0.8%

水難救助活動 9(2) 3.7% 2(0) 0.8%

陸上における遊戯・スポーツ中 1(1) 0.4% 0 0.0%

ボート遊び 1(0) 0.4% 2(0)

シュノーケリング 9(0) 3.7% 9(1) 3.8%

スキューバダイビング 6(0) 2.5% 2(0) 0.8%

サーフィン 6(0) 2.5% 6(0) 2.5%

その他 14(0) 5.8% 19(0) 8.1%

【表４】　年齢層別死者・行方不明者

令和６年夏期 令和５年夏期

人数 構成比 人数 構成比

不明 61(0) 25.2% 56(1) 23.7%

合計 242(18) 236()

6 2.5% 11 4.7%

9 3.7% 4 1.7%

18 7.4% 16 6.8%

3 1.2% 1 0.4%

高校生又はこれに
相当する年齢の者

9 3.7% 5 2.1%

高校卒業以上に相当する
年齢以上65歳未満の者

97 40.1% 95 40.3%

　合　計 236 236

102 42.1% 106 44.9%

16 6.6% 14 5.9%
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○水泳・水泳指導中の事故等による死亡見舞金の支給件数

学校種 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 総　計

小学校 0 0 0 0 1 1

中学校 0 0 0 0 0 0

高等学校 0 1 2 0 0 3

総　計 0 1 2 0 1 4

※学校種は発生校種

学校種 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 総　計

小学校 3 0 0 0 0 3

中学校 1 4 0 0 0 5

高等学校 2 0 1 1 2 6

総　計 6 4 1 1 2 14

※学校種は発生校種

独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施している災害共済給付制度において
スポーツ事故（水泳・水泳指導中）に係る死亡見舞金・障害見舞金を支給した件数

※令和６年度は速報値

※令和６年度は速報値
○水泳・水泳指導中の事故等による障害見舞金の支給件数
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※「排(環)水口」とは --------------- 「プール水を排水・循環ろ過するための吸い込み口」 

 
プール水の排水口及び循環ろ過のための

取水口(吸水口)をいう。また、起流、造波、
ウォータースライダーまたは他のプールへ
循環供給するためのプール水の取水口も含
む。 
循環ろ過方式の排(環)水口は排水と取水

(吸水)を兼用する場合が多く、通常、ポンプ
で水を取り込む取水口(吸水口)は箱形の桝が
プールの床や壁に取り付けられ、格子状の
蓋（又は金網）（以下、「排（環）水口の蓋
等」又は「蓋等」という。）がネジ、ボルト
等によって固定されており、桝の中にポン
プへの配管がある。この他に循環ろ過方式
では、ろ過したプール水を戻すろ過吐出口
等がある。 
本指針で用いる「排(環)水口」はこれまで

使用されている排水口、返還水口、循環排
水口、吸込み口、吸水口、取水口等を同義
語として扱い、これらの管の取り付け口と
箱型の桝を一体として定義している。 

はじめに（指針策定の主旨） 
 
本指針は、プールの排(環)水口に関する安全確保の不備による事故をはじめとしたプール

事故を防止するため、プールの施設面、管理・運営面で配慮すべき基本的事項等について関

係する省庁が統一的に示したものであり、より一層のプールの安全確保が図られるよう、プ

ールの設置管理者に対して国の技術的助言として適切な管理運営等を求めていくものである。 
■本指針の構成について 
○基本的考え方（実線囲み）プールの安全確保に関する基本的な考え方を示したもの。 
○解説 ------------------------------- 基本的考え方の理解を深め、適切な運用が図られるよう

解説を示したもの。 
○参考 ------------------------------- 解説に関連して参考になる事項を示したもの。 

 
■本指針の表現について 

本指針は、おおむね次のような考え方で記述している。 
「 ～必要である。」 ----------- プールの安全確保の観点から、記述された事項の遵守が

強く要請されると国が考えているもの。 
「 ～望ましい。」 -------------- より一層のプールの安全確保の観点から、各施設の実態

に応じて可能な限り記述された事項の遵守が期待される

と国が考えているもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
プールの底に取り付けられている例 

プールの壁に取り付けられている例 

格子状の蓋（又は金網） 

格子状の蓋（又は金網） 

桝 

ネジ、ボルト等 

ネジ、ボルト等 

桝

配管の取り付け口

配管の取り付け口

吸い込み防止金具等

吸い込み防止金具等
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第１章 指針の位置づけ及び適用範囲 

１－１ 本指針の位置づけ 

プールは、利用者が遊泳等を楽しみながら、心身の健康の増進を期待して利用す

る施設であり、そのようなプールが安全であることは、利用者にとって当然の前提

となっている。 
プールの安全確保はその設置管理者の責任で行われるものであるが、本指針は、

プールの排(環)水口に関する安全確保の不備による事故をはじめとしたプール事故

を防止するため、プールの施設面、管理・運営面で配慮すべき基本的事項等につい

て関係する省庁が統一的に示したものであり、より一層のプールの安全確保が図ら

れるよう、プールの設置管理者に対して国の技術的助言として適切な管理運営等を

求めていくものである。 
 

（解説） 
・本指針は、プールの設置管理者に対して、排(環)水口による吸い込み事故を含むプー

ル利用者をめぐる事故を未然に防ぎ、プール利用者の安全を確保するために配慮すべ

き基本的事項を示したものである。 
・本指針は、プールの安全確保について、設置管理者が取り組むべき事項を示したもの

であるが、これらの業務を外部に委託（請負を含む）する場合には、受託者（請負者

を含む）に対し同様の対応を求めるものであり、設置管理者は受託者の管理業務の適

正な執行について確認・監督することが必要である。 
・本指針は、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び（財）日

本体育施設協会、（社）日本公園緑地協会で構成する「プールの安全標準指針（仮

称）策定委員会」における検討を経て、文部科学省及び国土交通省により、プールの

設置及び管理に関する技術的助言としてとりまとめたものである。 
・本指針については、プールの利用実態や施設の性能向上等を踏まえ、適宜見直しを行

うものとする。 
※「設置管理者」 

プールの所有者（所有者以外にプールの全部の管理について権原を有するものがあ
るときは当該権原を有するもの）をいい、通常の地方公共団体への手続きでは、開設
者、設置者、経営者等をいう。 
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１－２ 本指針の適用範囲（対象とするプール） 
本指針は、遊泳利用に供することを目的として新たに設置するプール施設及び既

に設置されているプール施設のうち、第一義的には、学校施設及び社会体育施設と

してのプール、都市公園内のプールを対象として作成されたものであるが、その他

の公営プールや民営プールといった全てのプール施設においても、参考として活用

することが期待されるものである。 
 

（解説） 
・本指針は、遊泳利用に供することを目的として新たに設置する、もしくは既に設置さ

れているプール施設のうち、第一義的には、学校施設としてのプール、社会体育施設

としてのプール及び都市公園における公園施設としてのプールを対象として作成され

たものであるが、その他の公営プールや、スイミングスクールや民間レクリエーショ

ン施設のプール等の民営プールといった全てのプール施設においても、参考として活

用することが期待されるものである。 
・国の機関等における訓練用プール等、特定の用途に限定されるプールについては本指

針の適用範囲として想定されていない。（ただし、これらのプールを一般に開放する

場合を除く。）なお、これらのプール及び水遊び用プールなど遊泳利用に供すること

を目的としていないプールにおいても、本指針の主旨を適宜踏まえた安全管理等を実

施することが望ましい。 
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第２章 プールの安全利用のための施設基準 

２－１ プール全体 
プールは、利用者が安全かつ快適に利用できる施設でなければならないため、救

命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行うことが必要である。 
施設の設置目的や規模、利用の実態等を踏まえ必要に応じ、監視室、救護室、医

務室、放送設備、看板・標識類等を備えておくことが望ましい。 
 

（解説） 
(1)救命具 

・プールサイド等に担架等の救命具を備え、必要な場合に直ちに使用できるようにして

おくことが必要である。なお、AED（自動体外式除細動器）についても、救護室、

医療室等適当な場所に配備することが望ましい。 
 
(2)プールサイド、通路等 

・プールサイド及び通路等は、プール本体の大きさ、利用者等を考慮して、十分な広さ

を有することが必要である。 
・プールサイドの舗装材の選定にあたっては、水に濡れた状態でも滑りにくい素材とす

る必要があり、素足で歩くことから粗い表面のものは避けることが必要である。 
・幼児用プールを含む複数のプールが設置され、多様な年齢層による利用や多様な利用

形態が見込まれる場合は、幼児が大人用プールで溺れる等の事故防止のため、必要に

応じて幼児用プールの外周を柵等で区分することが望ましい。 
 
(3)監視室 

・監視員を統括管理し、監視体制の充実を図るためには監視室を設置することが望まし

い。監視室は緊急時の指令室の役割を果たすとともに、場内アナウンスや監視員の休

憩所としても機能するものであり、設置にあたっては、プールの安全確保、事故防止、

遊泳者指導等のため、できるだけプールに近く、プールの水域全体が見渡せる場所に、

前面を開放またはガラス張り等とした監視室を設けることが望ましい。なお、プール

が大規模で、監視室を水域全体を見渡す場所に設置できない場合は、監視台を充実さ

せるなどにより監視室の機能を補完する措置を講じることが望ましい。 
・監視室に電話や緊急時の連絡先一覧表（2 か所以上の医療機関、管轄の消防署・保健

所・警察署、設備関連メーカー等）、従事者の役割分担表等を備えることが望ましい。 
 

 (4)救護室、医務室 

・プール利用者の怪我や急病に備え、救護室、医務室等を設けることが望ましい。救護

室、医務室等には、緊急時に直ちに対処できるよう、救命具、救急医薬品等を備える

とともに、ベッド、救急医療設備等を備え、床は耐水性とし、換気を十分できるよう

にすることが望ましい。 
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(5)放送設備 

・プールを安全に管理するためには、プール利用者に対する危険発生等を周知させるた

めの手段を確保することが必要である。 
・施設の規模等に応じて、放送設備を監視室に併設して設置することが望ましい。 
・監視員と管理責任者が緊急時等に円滑に連絡を行うための通信手段を確保することが

望ましい。 
 
(6)看板・標識類 

・プールを安全に管理するためには利用者への適切な注意や警告も必要であり、適切な

看板や標識類を設置することが望ましい。 
・利用に関する看板・標識類は、施設の入り口付近で目に付く位置に設置することが望

ましい。 
・排(環)水口部を示す標識、排(環)水口に触れることや飛び込むこと、プールサイドを

走ること等を禁止する警告看板等は、入場者全員の目に付く場所（プールの入り口部

とプールサイド等）に２箇所以上設置することが望ましい。 
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２－２ 排(環)水口 

吸い込み事故を未然に防止するため、排(環)水口の蓋等をネジ、ボルト等で固定

させるとともに、配管の取り付け口には吸い込み防止金具等を設置する等、二重構

造の安全対策を施すことが必要である。 
排（環）水口の蓋等、それらを固定しているネジ、ボルト等は、接触によるけが

を防止できる仕様とすることや、蓋等の穴や隙間は、子どもが手足を引き込まれな

いような大きさとする等、材料の形状、寸法、材質、工法等についても十分な配慮

が必要である。 
 

（解説） 
(1)安全確保の基本的な考え方 

・多くのプールは、循環ろ過設備によって衛生的で安全な水質を維持しているため、取

水口及びポンプへの配管は必須であることから、清掃及び点検の際の不注意等による

吸い込み事故の防止はもちろん、子どもがいたずらしようとしても事故が発生しない

よう十分な安全対策を施すことが必要である。 
・施設面からの安全対策としては、排(環)水口に二重構造の安全対策を施すことが必要

である。また、不備がある場合は必要な改修が終了するまで利用を停止することが必

要である。 
 
(2)二重構造の安全対策 

・排(環)水口の吸い込み事故を防止するため、原則として排（環）水口の蓋等をネジ、

ボルト等で固定させるとともに、配管の取り付け口には吸い込み防止金具等を設置す

るなど、二重構造の安全対策を施すことが必要である。 
〔参考-1 排(環)水口の安全確保のための改善の一例〕 

〔参考-2 配管取り付け口の吸い込み防止金具の一例〕 

・ただし、排(環)水口が多数あり、かつ１つの排(環)水口にかかる吸水圧が弱く、１つ

を利用者の身体で塞いだとしても、吸い込みや吸い付きを起こさないこと（幼児であ

っても確実かつ容易に離れることができること）が明らかである施設等、構造上吸い

込み・吸い付き事故発生の危険性がない施設は必ずしも二重構造の安全対策を施す必

要はない。 
 

(3)仕様、工法への配慮 

・蓋等は、重みがあっても水中では浮力により軽くなることや、子どもが数人で動かし

たと考えられる事故例があることから、ネジ、ボルト等により固定されることが必要

である。また、蓋等は利用者の接触やプール水の環流等による振動等により、それら

を固定しているネジ、ボルト等にゆるみが生じることもあるため、ゆるみを生じにく

い留め方とすることが望ましい。 
・蓋等やそれらを固定しているネジ、ボルト等が金属の場合は、腐蝕しにくく、かつ利

用者の接触等による他の事故の要因とならないよう、用いる材料や工法にも十分に配
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慮することが必要である。 
・蓋等の穴や隙間は、吸い込みや吸い付き事故を防止するため、子どもが手足を引き込

まれないような大きさとするとともに、指が蓋の穴等に挟まれる事故を防止するため、

幼児や児童の指等が挟まりにくい仕様に配慮することが必要である。 
・配管の取り付け口がプール駆体に直接開口している場合は、桝を設置した上で吸い込

み防止措置を講じる等、二重構造の安全対策を講じることが必要である。 
・桝を設置しても蓋等の上部の流速が強い場合は、排(環)水口を複数設置することが望

ましい。 
・配管の取り付け口がプール駆体に直接開口し、かつ、排（還）水口が身体の一部で覆

うことができるような小さいサイズの場合でも、身体が吸い付いて水中で離脱できな

くなることがあるので、吸い付きを防止するため、排（還）水口を複数設置する等の

配慮が必要である。 
・また、異常発生時にポンプを緊急停止させるための停止ボタン、吸い付きによる事故

時に配管内の圧力を抜くための装置を、監視員が常時待機しているプールサイドや監

視室等に設置することが望ましい。 
・なお、吐出口についても、ポンプ停止時等に水を吸い込む現象が生じる場合があるた

め、蓋等を設置し、ネジ、ボルト等で固定することが必要である。 
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第３章 事故を未然に防ぐ安全管理 

３－１ 安全管理上の重要事項 

プールの安全を確保するためには、施設面での安全確保とともに、管理・運営面

での点検・監視及び管理体制についても、徹底した安全対策が必要である。 
管理・運営面においては、管理体制の整備、プール使用期間前後の点検、日常の

点検及び監視、緊急時への対応、監視員等の教育・訓練、及び利用者への情報提供

が必要である。 
 

（解説） 
・プールの安全を確保し、事故を防止するためには、施設のハード面とともに、点検、

監視等を日々確実に行うといったソフト面の充実が不可欠である。 
・特に、排(環)水口の吸い込み事故対策としては、ハード面では排(環)水口の蓋等の固

定や配管の取り付け口の吸い込み防止金具の設置等の安全対策が必要であり、ソフト

面では安全対策が確実に確保されているかのプール使用期間前後の点検、日常の点

検・監視による安全確認、異常が発見されたときに迅速かつ適切な措置が実施される

ような管理体制を整備しておくこと等が必要である。 
・なお、福祉施設等のプール（一般開放する場合を除く。）で、当該施設の職員が監視

員として機能する場合においても、本指針で示す安全管理上の配慮事項を踏まえて、

安全管理等を実施することが望ましい。 
 福祉施設等の例：リハビリテーション施設、知的障害者施設、児童自立支援施設、国

立健康・栄養研究所、保育所 
・事故を未然に防ぐための安全管理を徹底するためには、 

管理体制の整備 
プール使用期間前後の点検 
日常の点検及び監視 
緊急時への対応 
監視員等の教育・訓練 
利用者への情報提供 

が重要と考えられ、次節以下にそれぞれの内容を示す。 
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３－２ 管理体制の整備 

プールを安全に利用できるよう、適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制

を明確にすることが必要である。 
また、業務内容を管理マニュアルとして整備し、安全管理に携わる全ての従事者

に周知徹底を図ることが必要である。 
 

（解説） 
・プールの設置管理者は、適切かつ円滑な安全管理のために、管理責任者、衛生管理者、

監視員及び救護員からなる管理体制を整えることが必要である。 
・設置管理者は、管理業務を委託（請負も含む）する場合、プール使用期間前の点検作

業に立ち合うことや、使用期間中の業務の履行状況の検査等、受託者（請負者を含

む）の管理業務の適正な執行について確認・監督することが必要である。 
・管理責任者、衛生管理者、監視員及び救護員の役割分担と、選任の基準は以下のとお

りとする。なお、当該施設の規模等によりそれぞれの役割を重複して担う場合もある。 
 

●管理責任者 
プールについて管理上の権限を行使し、関与する全ての従事者に対するマネージ

メントを総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる。 
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが

必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習

会等を受講した者とすることが必要であり、これらに関する資格を取得しているこ

とが望ましい。 
●衛生管理者 

プールの衛生及び管理の実務を担当する衛生管理者は、水質に関する基本的知識、

プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水

質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたっているが、管理責任

者、監視員及び救護員と協力して、プールの安全管理にあたることが望ましい。 
選任にあたっては、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者とすることが

必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施するプールの施設及び衛生に関

する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。 
●監視員 

プール利用者が安全に利用できるよう、プール利用者の監視及び指導等を行うと

ともに、事故等の発生時における救助活動を行う。 
〔参考-3 プール監視員の主な業務の一例〕 参照 

選任にあたっては一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者と

し、プール全体がくまなく監視できるよう施設の規模に見合う十分な数の監視員を

配置することが必要である。なお、公的な機関や公益法人等の実施する救助方法及

び応急手当に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とするこ
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とが望ましい。 
 

●救護員 
プール施設内で傷病者が発生した場合に応急救護にあたる。 
選任にあたっては、公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受けた者

とし、施設の規模に応じ、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保することが

必要である。なお、救急救護に関する資格を取得した者とすることが望ましい。 
 

・設置管理者は業務内容や緊急時の連絡先、搬送方法、連携する医療機関等を定めた管理マ

ニュアルを整備し、安全管理に携わる全ての従事者に周知徹底を図ることが必要である。 
・学校のプール施設においても、上記の趣旨を踏まえ、組織や利用の実態に応じて適切

な管理組織体制を整えることに留意することが必要である。 
〔参考-4 学校教育活動における管理組織体制の一例〕 参照 
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３－３ プール使用期間前後の点検 

プールの使用期間前には、清掃を行うとともに、点検チェックシートを用いて施

設の点検・整備を確実に行うことが必要である。 
特に排(環)水口については、水を抜いた状態で、蓋等が正常な位置に堅固に固定

されていること、それらを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆる

み等がないこと、配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられているこ

と等を確認し、異常が発見された場合は直ちに設置管理者に報告するとともに、プ

ール使用期間前に修理を施すことが必要である。 
また、使用期間終了後にも、排(環)水口の蓋等やそれらを固定しているネジ、ボ

ルト等に異常がないことを確認して、次の使用に備えることが望ましい。 
なお、通年使用するプールについては、１年に１回以上の全換水を行い、水を抜

いた状態で施設の点検を確実に行うことが必要である。 
点検チェックシートは、3 年以上保管することが必要である。 

 
（解説） 
・点検チェックシートを作成し、プール使用期間前に施設の点検・整備を確実に行うこ

とが必要である。 
〔参考-5 使用期間前の点検チェックシートの一例〕 参照 

・特に、重大事故が発生する可能性のある排(環)水口の点検については注意を払い、必

要な場合は専門業者による確認、点検及び修理を行うことが必要である。 
・使用期間前の排(環)水口の点検は、 

蓋等がネジ、ボルト等で正常な位置に堅固に固定されているか。（針金による固

定、蓋の重量のみによる固定は不可） 
蓋等やそれを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆるみ等がない

か。 
配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられているか。 

 について行うことが必要である。 
・清掃や点検のため排(環)水口の蓋等をはずす場合は、ポンプが停止していることや、

水が完全に抜けたことを確認してから行い、作業後、ネジ、ボルト等で正常な位置に

固定しておくことが必要である。 
・蓋等の変形、それらを固定しているネジ、ボルト等の破損、欠落等があった場合は、

直ちに修理、交換を行い、安全な状態に整備しておくことが必要である。 
・使用期間中にネジ、ボルト等が破損、欠落するといった場合に備え、ネジ、ボルト等

の予備及び必要な工具を用意しておくことが望ましい。 
・設置管理者は点検チェックシートを３年以上保管することが必要である。また、点検

時には過去の点検結果との照合等を行うことが望ましい。 
・点検チェックシートには、排(環)水口の所在を明示したプールの見取図の写しを添付

し、保存することが望ましい。 
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・使用期間終了後にも、排(環)水口の蓋等やそれらを固定しているネジ、ボルト等に異

常がないことを確認して次の使用に備えることが望ましい。 
・通年使用するプールについては、上記に準じて１年に１回以上の定期的な点検を行う

ことが必要である。 
・なお、吐出口についても、排（環）水口に準じた点検・整備を行う必要がある。 
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３－４ 日常の点検及び監視 

毎日のプール利用前後及び利用中の定時ごとに、目視、触診及び打診によって点

検を行い、特に排(環)水口の蓋等が堅固に固定されていることを点検することが必

要である。 
また、監視、利用指導及び緊急時の対応のため、監視員の適切な配置を行うとと

もに、プール内で起こる事故の原因や防止策、事故が発生した場合の対応方法等に

ついて十分な知識を持って業務にあたらせることが必要である。 
 

（解説） 
(1)施設の点検 

・点検にあたっては、目視にとどまらず、触診及び打診によって確実に行うことが必要

である。 
・毎日のプール利用前後及び利用中の定時ごとに、排(環)水口の蓋等がネジ、ボルト等

で正常な位置に堅固に固定されていることを点検することが必要である。 
・点検にあたっては、点検チェックシート等を作成し、これを用いて確実に行うことが

必要である。点検チェックシートとともに、気温(室温)、水温、利用者数、水質検査

結果（プール水の残留塩素濃度等）、施設の安全点検結果等を記載する管理日誌を備

え、使用期間中は、管理日誌に毎日の状況等を記載し、これを 3 年以上保管すること

が必要である。 
〔参考-6 日常の点検チェックシート・管理日誌の一例 

（管理日誌と点検チェックシートを一体化した例）〕 参照 
・施設の安全点検の結果を掲示し、利用者に伝えることが望ましい。 
 
(2)監視員及び救護員 

・遊泳目的で利用するプールにおいては、監視員及び救護員の配置は、施設の規模、曜

日や時間帯によって変わる利用者数等に応じて適切に決定することが必要である。ま

た、監視員の集中力を持続させるために休憩時間の確保についても考慮することが望

ましい。 
・監視設備（監視台）は、施設の規模、プール槽の形状等により必要に応じて、プール

全体が容易に見渡せる位置に相当数を設けることが望ましい。 
・飛び込み事故、溺水事故、排(環)水口における吸い込み事故、プールサイドでの転倒

事故等、プール内での事故を防止するため、各施設の設置目的や利用実態等に応じて

禁止事項を定め、利用者に対し周知を行うとともに、監視員等は違反者に対し適切な

指導を行うことが必要である。 
・なお、監視員には、排(環)水口周辺は重大事故につながる恐れのある危険箇所である

こと等、事故防止のための知識を十分に認識させておくことが必要である。 
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３－５ 緊急時への対応 

施設の異常や事故を発見、察知したときの緊急対応の内容及び連絡体制を整備す

るとともに、安全管理に携わる全ての従事者に周知徹底しておくことが必要である。 
施設の異常が発見された場合は、危険箇所に遊泳者を近づけないよう直ちに措置

するとともに、プールの使用を中断して当該箇所の修理を行い、修理が完了するま

でプールを使用しないことが必要である。特に排(環)水口の異常が発見された場合

は、循環または起流ポンプを停止することが必要である。 
人身事故が起きた場合は、傷病者の救助・救護を迅速に行うとともに、速やかに

消防等の関係機関及び関係者に連絡することが必要である。 
 

（解説） 
・利用者に危害が及ぶ可能性のある施設の異常が発見された場合は、以下の対応をとる

ことが必要である。 
○危険箇所に遊泳者を近づけない措置をとる 
○遊泳者を速やかに避難させ、プール使用を中止する 
○プールの使用を中止した場合は、当該箇所の修理が完了するまでプールを使用し

ない 
○排(環)水口の異常が発見された場合は循環または起流ポンプを停止する 

・人身事故が起きた場合は、以下の対応をとることが必要である。 
○傷病者を救助し、安全な場所へ確保する 
○適切な応急手当を行う 
○二次災害を防止する上で必要な場合は、遊泳者を速やかにプールサイドに避難さ

せる等の処置を行う 
○必要に応じて救急車を要請し、緊急対応の内容に従い関係者に連絡する 

・緊急時の対応を確実に行うには、従事者に対する就業前の教育・訓練の実施とともに、

緊急時の初動心得の掲示、毎日始業終業時に行う全体ミーティングにおける確認等に

より周知徹底することが必要である。 
 
 
 



 

 15

３－６ 監視員等の教育・訓練 

プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者（請負者を含む）は、安全管理

に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事

故発生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うことが

必要である。 
 

（解説） 
・プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者(請負者を含む)は、プール施設の管

理は利用者の命を守る重要な任務であることを認識した上で、安全管理に関わる専門

的な業務内容を詳細にわたって把握しておくことが必要である。その上で、監視員等

の安全管理に携わる全ての従事者に対し、徹底した教育及び訓練を就業前に行ってお

くことが必要である。 
・特に、排（環）水口における吸い込み事故を未然に防止するためには、安全管理に携

わる全ての従事者がプールの構造を把握し、排(環)水口の蓋等が固定されていない状

態などの危険性、ポンプ停止や利用者の避難誘導等の緊急時の対応方法を正しく理解

していることが必要である。 
・教育内容は次のａ～ｄの項目を必ず含むようにし、ｅについては必要に応じて随時実

施することが望ましい。 
ａ プールの構造及び維持管理 
ｂ プール施設内での事故防止対策 
ｃ 事故発生等緊急時の措置と救護 
ｄ 緊急事態の発生を想定した実地訓練 
ｅ 日常の業務等において従事者が経験した「ヒヤリとしたこと」、「ハッとしたこ

と」や「気がかりなこと」、利用者からの苦情等を題材とした事例研究 
・訓練内容には、飛び込み事故や溺水事故等のほか、排(環)水口における吸い込み事故

を想定したものも必ず含むことが必要である。排(環)水口の異常等を察知した監視員

等から他の従事者への連絡方法の検討、異常等の察知からポンプの非常停止までの手

順及び所要時間の計測等を行い、かかる事態が実際に起こった場合に、可能な限り迅

速に適切な対応ができるように訓練しておくことが必要である。 
・なお、使用期間中に新たに雇用した従事者に対しては、就業前に同様の教育、訓練を

行うことが必要である。 
・特に、夏季のみ使用する施設では、アルバイトの監視員が毎年違う人材となる場合が

多いため、教育研修カリキュラム等を準備しておくことが必要である。 
・プールの設置管理者及びプール管理業務の受託者(請負者を含む)は教育、訓練の実施

にあたり、その記録を作成して 3 年以上保管することが望ましい。 
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３－７ 利用者への情報提供 

プールを安全に管理するためには、利用者への適切な注意や警告を行うことも有

効であり、排(環)水口の位置等危険箇所の表示、プール利用に際しての注意・禁止

事項、毎日の点検結果等を、利用者の見やすい場所に見やすい大きさで掲示するこ

とが望ましい。 
 

（解説） 
・プールを安全に管理するためには、利用者に注意すべき事項・禁止事項、利用にあた

って注意喚起を促す必要がある場所等について、入り口その他、遊泳者の見やすい場

所及び注意を払うべき場所に標識、掲示板等を設置することが望ましい。 
・重大な事故の危険性を有する排(環)水口については、プール利用者がその所在を容易

に認識できるよう位置表示を行うとともに、排(環)水口付近で遊ぶと手を挟まれたり

吸い込まれたりする危険があることを示すことが望ましい。 
・位置表示は、プール利用者の見やすい場所に見やすい大きさで、排(環)水口の位置を

示したプール全体の見取図の掲示、及び、排(環)水口付近の壁又は底面その他見やす

い箇所に存在の明示を行うことが望ましい。なお、見取図には排(環)水口の存在の明

示の方法も記しておくことが望ましい。 
・表示にあたっては、危険箇所であることが子どもでも正しく理解できるよう、文字と

イラストでわかりやすく表示することが望ましい。 
・使用期間前の点検チェックシート、毎日の点検結果等を、プール利用者の見やすい場

所に見やすい大きさで掲示し、利用者に伝えることが望ましい。 
〔参考-7 点検結果掲示の一例〕 参照 



 

 17

〔参考-1 排(環)水口の安全確保のための改善の一例〕 

出典）健康運動施設開発機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 

吸い込み防止金具 
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〔参考-2 吸い込み防止金具の一例〕 

 

出典）健康運動施設開発機構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

取り付け例 吸い込み防止金具の例 
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〔参考-3 プール監視員の主な業務の一例〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県 

 
１ 業務内容 
(1) 入場者の安全確保及び事故防止のため、水面を中心に場内全域において監視を行う。 
(2) 事故が発生した場合は、救助、連絡、場内整理などの業務を行う。 
(3) 利用者の年齢、体格等に応じ、利用するプールやエリアの指示、保護者等の付き添

いを求めるなどの指導を行う。（利用者の体格と水深の関係は、概ね立った状態で、

肩が水面から出ていることを目安とする。） また、小学校低学年以下の子どもを連

れている保護者等に対して、子どもから目を離さないよう注意を促す。 
(4) プール場内での禁止事項・プールごとの留意事項・持ち込みを禁止しているもの等

について、決まりを守るよう指導を行う。 
 
２ 留意事項 
(1) 監視員は水着を着用していること。 
(2) 水面の監視に当たっては細心の注意を払い、監視業務に全神経を集中すること。 
(3) 危険と思われる行為・危ないと思われる人には、毅然として注意を促すこと。 
(4) 幼児及び小学校低学年の子どもの一人遊びには特に注意を払い、保護者の監視のも

とで遊ぶよう指導すること。 
(5) 監視は目の前だけでなく、顔をあげて広く監視すること。 
(6) 監視台で監視中は、緊急時、救助及び交代時以外、監視台から降りないこと。 
(7) 交代時間が過ぎても、交代要員が来るまでは、監視台から降りないこと。 
(8) 交代時には、受持ち監視区域を指差し、異常のないことを確認してから、必要事項

の申し送りをして交代すること。また、なるべく速やかに交代を行うこと。 
(9) ローテーション等で施設内を移動するときも常に水面を監視し、事故や異常があっ

た場合は、それらへの対応を擾先して行動すること。また、プールサイドにゴミな

どが落ちているときは、可能な限り拾い最寄りのゴミ箱などに捨てること。 
(10) 利用者から、置き引き盗難・迷子・痴漢・盗撮、その他事故等の情報があった場

合は、直ちに管理者又は巡回中の従業者に知らせること。 
(11) 監視中はサングラスを着用してよいが、救助時など入水するときは、可能な限り

サングラスを外すようにすること。 
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プ ー ル 管 理 委 員 会 

〔参考-4 学校教育活動における管理組織体制の一例〕 

出典）「学校における水泳事故防止必携」独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール管理委員会設置の一例 
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〔参考-5 使用期間前の点検チェックシートの一例〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県をもとに作成 

 

プール施設設備の使用期間前点検表（例） 

施設名  プール名  

点検者  点検日   年  月  日 ～  年  月  日 

点検項目 点  検  内  容 点検結果 

施 設 全 体 
プール全体の施設設備の点検は行ったか 適・否 

プール本体、付属設備等はよく清掃されているか 適・否 

プ ー ル 本 体 給排水及び清掃が容易な構造か 適・否 

床洗浄水等の汚水が周囲から流入しない構造か 適・否 

適当数の水深表示があるか 適・否 

プ ー ル サ イ ド 滑り止めの構造となっているか 適・否 

利用者に危害を及ぼす異物等がないか 適・否 

給 水 設 備 プール水給水管から飲料水系への逆流防止構造となっているか 適・否 

補給水量等を把握するための専用の量水器等が設置されているか 適・否 

排 ( 環 ) 水 口 蓋等や、吸い込み防止金具等はボルト、ネジ等で堅固に固定され
ているか 

適・否 

蓋等や、吸い込み防止金具等及びそれらを固定しているボルト、
ネジ等は腐食、変形及び欠落がないか 

適・否 

消 毒 設 備 薬剤の種類： 薬剤タンクの容量：      ℓ 

薬剤連続注入装置は良好に作動するか 適・否 

薬剤の保管場所は適当か 適・否 

薬剤の保管状況は良好か 適・否 

浄 化 設 備 浄化設備はよく清掃されているか 適・否 

オーバーフロー水 再利用の場合、排水・床洗浄水等の汚水が混入しない構造か 適・否 

区 画 区 分 多様な利用形態に応じた区画区分がなされているか 適・否 

更 衣 室 男女別に区別されているか 適・否 

双方及び外部から見通せない構造か 適・否 

利用者の衣類を安全に保管できる設備が整備されているか 適・否 

洗 浄 設 備 シャワー、洗面設備、洗眼設備等は良好に整備されているか 適・否 

便 所 男女別に、十分な数があるか 適・否 

よく清掃されているか 適・否 

専用の手洗い設備があるか 適・否 

換 気 設 備 効果的な換気が行える換気設備があるか 適・否 

故障又は破損のものはないか 適・否 

照 明 設 備 水面及びプールサイド等で十分な照度を有するか 適・否 

故障又は破損のものはないか 適・否 
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点検項目 点検内容 点検結果 

く ず か ご 適当な場所に十分な数を備えてあるか 適・否 

資 材 保 管 設 備 測定機器等の必要な資材は適切に保管されているか 適・否 

採 暖 室 等 採暖室又は採暖槽は、よく清掃されているか 適・否 

掲 示 設 備 利用者の注意事項、利用時間、プール全体の見取り図等を利用者
の見やすい場所に見やすい大きさで掲示してあるか 

適・否 

管 理 体 制 プールの維持管理体制が整備されているか 適・否 

維持管理マニュアルが整備されてあるか 適・否 

緊 急 連 絡 体 制 緊急時の連絡体制が整備されているか 適・否 

管 理 責 任 者 管理責任者は、それぞれの役割を確認させているか 適・否 

管理責任者は安全・衛生に関する講習会を受講しているか 適・否 

衛 生 管 理 者 水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識を
有しているか 

適・否 

監 視 員 監視員としての業務が遂行できるか 適・否 

十分な数の監視員が確保されているか 適・否 

腕章、帽子等で利用者が容易に認識できる措置がなされているか 適・否 

救 護 員 救急救護訓練を受講しているか 適・否 

緊急時に速やかな対応が可能となるよう配置されているか 適・否 

従業者に対する

研 修 ､ 訓 練 

研修は行ったか 適・否 

訓練は行ったか 適・否 

排 (環 ) 水 口 の 

表 示 等 

排(環)水口の位置をプール全体の見取り図に明示し、提示してあ
るか 

適・否 

排(環)水口は吸排水口付近の壁又は底面等にその存在を明示して
あるか 

適・否 

プール全体の見取図に排(環)水口の明示方法を明記してあるか 適・否 

監 視 所 等 監視所はその機能を十分に発揮できる位置に設けてあるか 適・否 

監視台はプール全体を容易に見渡せる位置に相当数を設けてある
か 

適・否 

管 理 日 誌 備えてあるか 適・否 

3 年間保管してあるか 適・否 

救命救護器具等

の 配 置 

救命具（浮輪等）は、プールサイド等に適切に備えてあるか 適・否 

救護室等には、ベッド、担架、救急薬品等が備えてあり、いつで
も使用できる状態になっているか 

適・否 

監視所に、電話、緊急時の連絡先一覧表等が備えてあるか 適・否 
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〔参考-6 日常の点検チェックシート・管理日誌の一例（管理日誌と点検チェックシートを一

体化した例）〕 

出典）「プールの安全管理指針」埼玉県 
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〔参考-7 点検結果掲示の一例〕 

 

 

当プールをご利用の皆さまへ 
 

当プールは、次の事項について毎日点検を行い、 
 

施設の安全を確認しています。 
 

平成○○年○月○○日 
プール管理者 ○○○○ 

（連絡先：○○－○○○○－○○○○） 

区分 点検項目 点検結果 

施
設
関
係 

排(環)水口の蓋等がネ

ジ、ボルト等で堅固に

固定され、配管口に吸

い込み防止金具が取り

付けられているか 

（例） 
蓋等が堅固に固定され、吸い込み防

止金具が取り付けられている。 
など 

その他管理者が重要と

考える項目 
（適宜記載） 

管
理
運
営
関
係 

監視員が適切に配置さ

れているか 

（例） 
適切に配置されている 

など 

監視員に対して、プー

ルの施設・構造や監視

業務について十分な指

導を行っているか 

（例） 
十分指導を行っている 

など 

救命救護器具等は適切

に配置され、直ちに使

用できるか 

（例） 
適切に配置され、直ちに使用できる 

など 

その他管理者が重要と

考える項目 
（適宜記載） 

 













 

 

事 務 連 絡 

令和５年 ７月 ４日 

 

 

各都道府県スポーツ施設主管課 

各指定都市スポーツ施設主管課 御中 

 

 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付 

 

 

既設防球ネット点検マニュアルの活用について 

 

 

日頃より、スポーツ施設の安全管理に御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、一般社団法人日本防球ネット施設業協会においては、文部科学省、国土交通省、

スポーツ庁の協力を得て、「既設防球ネット点検マニュアル」を令和５年４月に作成し、ホ

ームページに掲載しているところです。つきましては、所管施設の安全点検の際の参考に

するなど、本マニュアルの活用についてご検討いただきますようお願いいたします。 

参考：https://n-boukyunet-fa.com/wp/wp-content/themes/swell/img/maintenancestandards-01.pdf 

  

また、同協会では、「既設防球ネット点検マニュアル」に関する無料講習会を開催するこ

ととしておりますので、併せてお知らせいたします。受講希望は同協会ホームページから

お申し込みください。参考 URL：https://n-boukyunet-fa.com/ 

 

なお、都道府県スポーツ施設主管課におかれましては、所管の市区町村スポーツ施設所

管課に対して本件を周知いただきますようお願いいたします。 

【本件担当】 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付施設企画係 

アドレス：stiiki@mext.go.jp  

電話：03-5253-4111(内線 3773)   

https://n-boukyunet-fa.com/wp/wp-content/themes/swell/img/maintenancestandards-01.pdf
https://n-boukyunet-fa.com/












































 

事 務 連 絡 
令和７年５月２７日 

  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課   

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課   

各 都 道 府 県 私 立 学 校 施 設 主 管 課   

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた  
 

各地方公共団体の学校設置会社担当課  

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課  

各国公私立高等専門学校施設担当部課   

独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当部課   

各 都 道 府 県 ス ポ ー ツ 施 設 主 管 課   

各 指 定 都 市 ス ポ ー ツ 施 設 主 管 課   

   

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 
ス ポ ー ツ 庁 参 事 官 （ 地 域 振 興 担 当 ） 

 
  
「体育館の床板の剥離による事故防止について―子供たちを守るために―」について 

 
  

文部科学省では、平成 29 年５月 29 日に公表された、消費者庁の消費者安全調査委

員会による事故等原因調査報告書（以下「消費者庁報告書」）を踏まえ、「体育館の床板

の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29 年５月 29 日付 29 施施企

第２号）（別添１）等により、適切な維持管理をお願いしているところですが、昨今、

体育館の床板の剥離による負傷事故が相次いで発生しています。 

 このような状況を踏まえ、消費者庁報告書等をもとに、体育館の床板の安全点検や応

急措置等を含む適切な維持管理のポイントをまとめた手引き「体育館の床板の剥離によ

る事故防止について―子供たちを守るために―」（別添２）を作成しました。ついては、

本手引きを参考とし、改めて維持管理の状況を確認のうえ必要な安全点検を行うととも

に、剥離等の異常を発見した場合の応急措置等を含む適切な維持管理を行っていただく

ようお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対

し、各都道府県私立学校施設主管部課においては所轄の私立学校に対し、構造改革特別

区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては所

轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知いただくようお願いします。 
また、各都道府県スポーツ施設主管課におかれては、所管の社会体育施設及びその他

都道府県所管施設等へ周知すると共に、域内の市区町村スポーツ施設主管課を通じ、市

区町村所管の社会体育施設、その他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知

を図られるようお願いします。 

体育館の剥離した床板による負傷事故が相次いで発生していることから、手引き「体育館の床板の剥

離による事故防止について」を作成しました。本手引きを参考とし、必要な安全点検を行うとともに、

異常を発見した場合の応急措置等を含む適切な維持管理を行っていただくようお願いします。 

御中 



 

＜文部科学省ホームページ＞ 
「体育館の床板の剥離による事故防止について―子供たちを守るために―」 
（令和７年５月） 

URL: https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/maintenance/mext_00003.html 
 

（別添１）「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29年５  

     月 29日付 29施施企第２号） 

（別添２）「体育館の床板の剥離による事故防止について―子供たちを守るために―」

（令和７年５月） 

 

（参考） 

〇消費者安全法第 23条第 1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 -体育館の床板

の剝離による負傷事故-（平成 29年５月 29日消費者安全調査委員会） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/pdf/repor

t_010_171228_0001.pdf 

 

  

【本件連絡先】 
（パンフレットの内容及び学校施設の維持管理等に関する事故等について） 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課指導第二係 
電話：03-5253-4111（内線 2292） E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp 

（社会体育施設での一般利用時における事故等について） 
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付施設企画係 
電話：03-5253-4111（内線 3773） E-mail：stiiki@mext.go.jp 
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写 29施施企第2号
平成29年5月29日

各都道府県教育委 員 会施設 主管課長
各指定都市教育委員会施設主管課長
各 都 道 府 県 施 設 主 管 課 長
各 指 定 都 市 施 設 主 管 課 長
各都道府県私立学校施設担 当課長
各国公私立大学施設担当 部課 長
各国公私立高等専門学校施設担当部課長
各大学共同利用機関法人施設担当部課 長
各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課長
各文 部科学省独立行政法 人施設担当部課長

殿

文部科学省大臣官房文教施設企圃部施設企圃課長
山 川 昌
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（印影印刷）

スポ ー ツ庁参事官（地域振興担当）
仙 台 光仁

（印影印刷）

体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）

標記について，消費者庁の消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」）では，消費者安全法
第23条第1項の規定 に基づき，体育館の床から剥離した床板による負傷事故について，平成27年
度より事故等原因調査を進めてきたところですが，この度，調査委員会において事故等原因調査
報告書（以下「報告書」）がとりまとめられ，消贄者安全調査委員会委員長より文部科学大臣に
対し意見が提出されました。

報告書によると，体育館の床板の一部が剥離し，腹部に突き刺さり重傷を負う等の事故が平成
18年度から平成27年度までの間に7件確認されたこと，また，当該事故は新しい体育館でも発生
していることから，同様の事故が発生するリスクはあらゆる体育館に存在するとされています。

体育館の床板が剥離する要因としては、清掃時等における想定以上の水分の吸収及びその乾燥

nagano-kazu
テキストボックス
別添１



の影響が考えられ，体育館の維持管理が非常に重要です。

このことから，体育館の所有者及び管理者におかれては，報告書を踏まえ，体育館の床板の剥

離による負傷事故の防止対策をより一層推進するため，維持管理における下記の取組等を適切に

実施するようお願いします。

記

１ 適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）

日常清掃及び特別清掃※１により，体育館の木製床を清潔に保つ。その際，水分の影

響を最小限にする。

水拭き及びワックス掛けはフローリング等の不具合発生の観点からは，行うべきで

はないことなど，報告書を参考にして適切な清掃の方法を定め，書面にすることによ

り，実際に清掃を行う者に分かりやすく周知し，実施を徹底する。なお，やむを得ず

体育館にワックスを使用する場合には，それに伴うフローリングへの水分の影響を最

小限とするよう注意する。

※１ 日常清掃では取りきれない汚れを除去するために数か月に一度行う清掃

２ 日常点検・定期点検の実施，記録の保管及び速やかな応急処置

日常的，定期的に点検を行い，その実施した記録を保管する。報告書を参考にして

点検記録表を作成し，点検項目及び方法について実際に点検を行う者に分かりやすく

周知し，実施を徹底する。

フローリング等の不具合を発見した場合には，速やかに応急処置又は補修を行うほ

か，必要に応じて専門業者に相談して補修又は改修を行う。また，事故が発生した場

合に事故原因の事後的な検証を行うことができるよう，フローリング等の不具合を把

握した場合には，写真を撮影する等の方法で不具合の内容を記録し，不具合の位置や

箇所数とともに記録し保管する。

さらに，体育館ごとに，体育館の適切な維持管理についての責任者を定め，当該責

任者に，点検の実施やフローリング等の不具合について責任を持って対応に当たらせ

る。

３ 維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定

体育館の維持管理を外部に委託する場合には，上記１及び２について仕様書で定め

るなどして，受託者に対し同様の対応を求める。また，受託者には体育施設管理士資

格※２を有する者がいることを条件とするなど，維持管理の質を保つ。

※２ 体育施設管理士養成講習会（主催：公益財団法人日本体育施設協会及び独立行政法人日

本スポーツ振興センター）で指定項目を受講し，試験に合格した者が取得できる資格

４ 長期的な改修計画の策定，計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管

体育館の木製床の長期的な改修計画を策定するとともに，計画に基づいて体育館の



木製床の改修を行う。また，継続的に記録を参照できるよう，補修・改修の記録を保

管する。体育館を新築する際には，施工に関する情報並びに維持管理の方法及び改修

時期の目安等の情報について，まとめた管理簿を作成して引渡すことを仕様書に定め

るなど，設計者及び施工者に伝達させ，これを基に上記の改修計画を策定する。

５ 施設利用時における注意事項の利用者への周知

報告書を参考にして施設利用時の注意事項を作成し，体育館の利用者の目に付く場

所に掲示するなどして，利用者に対して分かりやすく伝える。

なお，今後，文部科学省及びスポーツ庁において，上記１から５までの取組状況を把握するた

めに調査を行うこととしていますので，あらかじめお知らせします。

このことについて，都道府県教育委員会施設主管課及び都道府県施設主管課におかれては，所

管の各学校、社会体育施設及びその他都道府県所管施設等へ周知するとともに，域内の市区町村

教育委員会施設主管課及び市区町村施設主管課を通じ，市区町村教育員会及び市区町村所管の各

学校，社会体育施設，その他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知を図られるよう

お願いします。

また，都道府県私立学校担当課におかれては，所轄の私立学校（専修学校，各種学校を含む）

に対して，周知するようお願いします。

（本件連絡先）

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

環境施設企画係 島岡・古田

電話：03-5253-4111（内線2288）

E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付

施設企画係 山本

電話：03-5253-4111（内線3773）

E-mail:stiiki@mext.go.jp

【参考】

「体育館の床板の剥離による負傷事故」に関する消費者安全調査委員会の調査報告書は，消費

者庁のホームページで閲覧できます。

（http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/）



体育館の床板の剥離による事故防止について

－子供たちを守るために－

令和７年５月
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1 . はじめに

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

体育館の床板の一部が剥離し、腹部に突き刺さり被災者が重傷を負った事故をきっ
かけとして、消費者庁の消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」）が、消費者庁
の事故情報データバンクに寄せられた事例及び報道情報を収集したところ、平成 18 年
から平成 27 年までの間に同種又は類似の事故が７件発生していた。この中には、木片
が内臓に達した事例もあった。

調査委員会は、消費者安全法第23条第１項の規定に基づき、平成27年度より事故等
原因調査を進め、平成29年５月に事故等原因調査報告書（以下「消費者庁報告書」）
をとりまとめた。そして、消費者安全調査委員長より、文部科学大臣に対し意見が提
出された。

それを受け、文部科学省は、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について
（通知）」（平成29年５月29日付29施施企第２号）等を発出し、学校設置者に対して
体育館の床板の剥離による負傷事故の防止をお願いしているところである。

発生年
竣工又は床板の

全面改修から
事故発生までの年数 負傷者の活動 負傷部位 入院日数

平成18年 16年 バレーボール 胸部 １週間～10日程度

平成23年 ８年 バレーボール 胸部 ７日間

平成25年 ２年 バレーボール 腹部（内臓裂傷） 27日間

平成25年 26年 バレーボール 腹部 ４日間

平成26年 31年 バレーボール 腹部 12日間

平成27年 25年 フットサル 背中（内臓裂傷） 24日間

不明 不明 バレーボール 左大腿部から下肢 不明

しかし、令和６年12月から令和７年２月にかけて、目視による日常点検等を実
施している学校においても、体育館の床板の剥離（ササクレ・ひび割れ・欠け等に
よる剥がれ）等による負傷事故が相次いで発生している。

これらの事故を受け、文部科学省において、同様の事案の再発防止と体育館の安
全確保に万全を期すため、本手引きを作成した。

※消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 【概要】
—体育館の床板の剥離による負傷事故—（消費者安全調査委員会 平成29年５月29日）より作成

平成18年～平成27年までの体育館の床板の剥離による負傷事故の事例

2



２ . 近年の体育館の床板の剥離等による負傷事故について

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Q 近年の体育館での負傷事故にはどのようなものがあるか？

3

① 水拭き及びワックス掛けを実施していない学校でも、事故が発生している。
② 築１０年と比較的に新しい学校においても、事故が発生している。
③ 目視による日常点検を実施している学校においても、事故が発生している。

！

特徴

沖縄県内の公立小学校
（令和7年2月発生）

群馬県内の公立中学校
（令和7年2月発生）

東京都内の公立中学校
（令和7年1月発生）

宮城県内の公立小学校
（令和7年1月発生）

東京都内の公立小学校
（令和6年12月発生）

バレーボールで飛び込んだ際に、
剥離した床板が左腰部に刺さり
負傷する事故が発生。
（木片寸法：0.5cm× 5cm）

バレーボール部の練習試合中、
飛び込んだ際、床板の継ぎ目
がシャツにかかって剥離した
床板が、 鋭角の形状で右腹部
に刺さり負傷する事故が発生。
（木片寸法：12mm× 30cm）

体育の授業中、滑りながら床
に座った生徒の臀部に剥離し
た床板が刺さり負傷する事故
が発生。（支柱の仮置きで床
板が傷ついていた）

バレーボールの部活動中、生徒
が滑り込みをした際、床板から
露出していたねじ頭により膝に
裂傷を負う事故が発生。（老朽
化により、木栓が外れ、ねじ頭
が露出していた）

学校開放利用団体の活動中、
団体に所属する児童の臀部に
剥離した床板が刺さり負傷す
る事故が発生。
（木片寸法：7cmx0.6cm）



柔らかい布を使用した点検方法の例

例えば、目視による点検を行う場合も、体育館の床面から近い距離で、ゆっくりと
したスピードで、確実に確認を行う方法がある。

（消費者庁報告書では「目視の場合は、担当範囲を定める、又は複数の目で見る、目
視だけではなく、ストッキングをかぶせたモップ等を使用する等があり得る」と記載
されている。）

担当範囲を定め、近い距離で点検を実施している例 ストッキングや柔らかい布等を用いた点検の例

 目視点検や触診点検でも見落としやすい床面のササク
レやササクレにつながる小さな割れや欠けを効率的か
つ効果的に検出するロボット等の新技術も、近年、開
発されている。

 作業人員の削減、Webアプリケーションや自動生成さ
れた図版による損傷個所の位置情報把握が可能にな
り、効率的な点検の実施が可能。

 また、点検範囲の網羅性の確保、点検基準の統一化と
いった、効果的な感知・点検の実施が可能。

目視と併せてストッキング等の柔らかい布を使用し、床板の長手方向（板目の長い方）に
両方向から満遍なくふき取りを実施し、危険なササクレ・割れ・欠け等の破損等により、
ひっかかり等がないか確認する触診による点検方法もある。

ロボットを用いた撮影・点検の様子
※（一社）生涯スポーツ社会創成研究所の作成資料より引用

３ . 体育館の床板の点検について
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Q 効果的に床板を点検するにはどのような手法があるか？

日常点検を実施していた体育館においても、負傷事故が相次いで発生していること
から、体育館の状況を踏まえ、床板剥離を引き起こすササクレ・ひび割れ・欠け
等の有無を定期的に詳細な点検を実施する必要がある。

4

新技術を活用したロボットによる点検方法の例参考
事例



床板に劣化や不具合が生じた場合には、まずは専門業者に相談することが重要です
が、不具合の度合いが軽微であれば、原則として、部分補修による修復が可能です。

傷、割れ等を発見した場合は、危険個所の使用禁止または
テープを貼り応急措置を行い、できるだけ速やかに床板の専門
業者に相談すること。

応急措置には、ライン用テープなど粘着力の弱いものを使用
する。色付きのテープは不具合箇所の確認がしやすい。ガム
テープは、剝がす際に塗膜や床板の表面材まで剝がしてしまう
恐れがあるため使用しない。

〇 … 「角」があり割れれば刺さる可能性がある箇所

5

４ . 体育館の床板の応急処置・簡易補修について
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・体育器具や重量物の移動、ラインテープ除去等により外力が加わわると、床
板の損傷に繋がる場合がある。
・移動式バスケットボールゴールやピアノ等を移動する際は適切な養生等を行
うとともに、テープ除去はゆっくりと行うなどの配慮が必要。

Q ササクレが見つかった際の応急処置・簡易補修にはどのような手法があるか？

❶ 床板の傷、割れ等を発見した場合の応急処置の例

対応が必要となる割れ方の例

状 態：ササクレている

状 態：凹みの角が床面より尖っている

状 態：深く凹んでいる

状 態：凹みの淵が尖っていて
指が引っかかる

状 態：過去の修復箇所がざらざらで
指が引っかかる

対応が必要となる傷の例

※（独）日本スポーツ振興センターの作成資料より引用



剥離部分のササクレを
カッター等で除去した後、
サンドペーパーで平にする

剥離部分以外にパテが
つかない様にテープで養生

床板用パテを充填する

ヘラで表面を整える パテ硬化後、
サンドペーパーで平にする

補修テープを貼って
修繕完了

1

※参考：パテ埋めによる簡易補修の手順は、動画でも解説されている
https://www.youtube.com/watch?v=Afip9l1jG-s

  （監修）公益財団法人 日本スポーツ施設協会 屋内施設フロアー部会
※写真は、公益財団法人日本スポーツ施設協会の作成資料より抜粋

軽微で部分的な不具合であれば部分補修で対応可能であり、パテによる隙間埋め補修
（下図）、接着剤による割れ・ササクレ補修がある。

４ . 体育館の床板の応急処置・簡易補修について
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Q ササクレが見つかった際の応急処置・簡易補修にはどのような手法があるか？

❷ 床板の簡易補修（パテ埋め補修）を行う場合の手順例

2 3

4 5 6

6

https://www.youtube.com/watch?v=Afip9l1jG-s


床板の使用に伴う劣化は避けられないことや床板の塗膜の耐用年数が10 年程度であるこ
とを踏まえ、床板の劣化を抑制し、床板の性能をスポーツに適した状態に回復するために
は、計画的に改修を行うことが必要。

体育館の所有者は、利用状況を勘案し、２～３年でポリウレタン樹脂塗料の重ね塗りに加
え、10 年で全面サンダー掛け後の再塗装、20 年で床下地を含む床全面取替えといった中長
期的な改修計画を立てる必要がある。

日常点検・定期点検により塗膜の劣化（剥がれ、摩耗による床板表面の露出・汚れの沈着
など）が見られる場合や、専門業者による判断により改修や修繕が必要とされた場合には、
計画を見直す必要がある。また、改修の際は、ササクレ発生の防止加工がされた床板を使用
することも有効。

５ . ササクレによる事故防止について
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Q 事故防止のために、どのような頻度・内容の維持管理を行う必要があるか？

事故防止のためには、適切な維持管理が必要。また、体育館の床板に劣化や不具
合が生じた場合には、不具合の状況に応じた補修又は改修が必要です。

どのような改修が必要かは、専門業者の調査・診断等により対応策を決めること
が重要である。

7

兵庫県神戸市の取組事例
 近年発生した床板剥離による負傷事故や維持管理の容易

性を踏まえ、床シート（6mm厚程度のもの）を採用
（右図）。

 事故防止のため、市内の学校の体育館の改修を行う際
に、床シートへの改修を行う方針としている。

 ボールの跳ね方などの機能面については、利用者から問
題等は報告されていない。

 令和５年に５校、令和６年に１３校の改修工事を実施し
ている。

床シートを用いた体育館床の改修事例取組
事例

❶ 定期的な維持管理（ポリウレタン樹脂塗装）の実施

❷ 長期的な改修計画の策定

床板の状況に応じて、２～３年でポリウレタン樹脂塗料の重ね塗りを行うことが重要。
（ワックスが塗られている場合、ポリウレタン樹脂塗装の重ね塗りができない場合があるの

で、必要に応じて専門業者に相談すること。）
また、体育館の利用状況や環境により床板の劣化状況が変化するほか、不具合の発見が難し

い場合もあるため、床板の専門業者等による、調査・診断（定期点検）等を踏まえ、詳細な検
討することも重要。

※床シートを用いた体育館でも日常点検を適切に実施し、不具合を発見した際は速やかに専門家に相談すること



ポイント３  維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定

※ 公認スポーツ施設管理士養成講習会（主催：公益財団法人日本スポーツ施設協会）で指定科目を受講
し、試験に合格した者が取得できる資格

ポイント４： 長期的な改修計画の策定と見直し

➀計画策定
体育館の床板の長期的な
改修計画を策定する

➁改修実施
計画に基づいて体育館
の床板の改修を行う

➂記録保管
継続的に記録を参照で
きるよう、補修・改修
の記録を保管する

➃計画見直し
記録を基に必要に応じて
計画を見直す

ポイント５    施設利用時における注意事項の利用者への周知
報告書を参考にして施設利用時の注意事項を作成し、体育館の利用者の目に付く場所に掲示するなどして、
利用者に対して分かりやすく伝える。また、利用者が不具合を発見した際の連絡先を明記し、速やかに対応で
きるようにする等の工夫も有効である。

Q：その他、維持管理において、どのようなポイントに気を付ける必要があるか？

ポイント１    適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）

体育館の床板は、日常清掃及び特別清掃により
清潔に保つ。特別清掃は日常清掃では取りきれ
ない汚れを除去するために数か月に一度行う。

日常清掃と特別清掃

ポイント２  日常点検・定期点検の実施

床板等の不具合を発見した場合に
は、速やかに応急処置又は補修を
行う。
必要に応じて専門業者に相談して
補修又は改修を行う。

不具合を把握した場合には、写真
を撮影する等の方法で不具合の内
容を記録し、
不具合の位置や箇所数とともに記
録し保管する。

体育館ごとに、体育館の適切な維持管理についての責任者を定め、当該責任者に、
点検の実施や床板等の不具合について責任を持って対応に当たらせる。

消費者庁報告書を踏まえ、体育館の床板の剥離による負傷事故の防止対策をより一層
推進するため、維持管理における下記の取組等を適切に実施していただきたい。

６ . 維持管理のポイントについて
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ポイント１

水拭き及びワックス掛けは、床板等の不具合発
生の観点からは行うべきではない。
やむを得ずワックスを使用する場合には、水分
の影響を最小限とするよう注意する。

水分の影響を最小限に

ポイント２

❶ 点検の実施と記録

ポイント３

体育館の維持管理を外部に委託する場合には、
適切な清掃の実施や点検・記録の保管について
仕様書で定めるなどして、受託者に対し同様の
対応を求める。

仕様書での明確化
受託者には公認スポーツ施設管理士資格※を
有する者がいることを条件とするなど、維持管
理の質を保つための要件を設定する。

資格保有者の配置

ポイント４

ポイント5

日常的、定期的に点検を行い、そ
の実施した記録を保管する。
点検記録表を作成し、点検項目及
び方法について実際に点検を行う
者に分かりやすく周知する。

❷不具合発見時の対応 ❸ 記録の保管
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簡易診断シート（点検記録表）
 体育館の所有者又は管理者は、点検記録表を作成し、実際に点検を行う者に点検項目及び方法を

具体的に分かりやすく伝え、有効な点検の実施を行うことが必要。
 点検記録表については、以下のような診断シートがある。

点検に活用可能なチェックリストの活用参考
事例

「スポーツフロアのメンテナンス スポーツ用木製床の維持管理と補修・改修マニュアル」
（公益財団法人 日本体育施設協会 令和２年12月）より（左）

「体育館床の点検表」https://jp-sfa.or.jp/bukai/floor/association/oshirase.html
（公益財団法人 日本スポーツ施設協会 屋内施設フロアー部会 令和６年３月）（右）

富山県高岡市の取組事例
 体育館の適切な清掃方法や不具合発見時の対応につい

て、イラスト等を用いながら分かりやすく解説。
（右図）

 マニュアルは高岡市公式ホームページに公開しており、
教育委員会・学校・学校開放利用団体が協力して対応し
ている。

 教育委員会から、ワックスがけ禁止に対応したメンテナ
ンス剤を学校に配布するとともに専用モップを貸し出し
ており、各学校での定期的なメンテナンスを促してい
る。

マニュアル作成・配布による学校現場への周知取組
事例

東京都自治体Aの取組事例
 体育館の扉に適切な清掃方法や不具合発見時の連絡先

について掲示し、体育館利用者に周知。（右図）
 学校職員や児童生徒にくわえ、一般利用者も、容易に

確認可能な場所に掲示されている。
 ラインテープや重量物の移動・設置に伴う傷もササク

レの原因となるため、テープの使い方や保護の必要性
も含めて注意喚起を行っている。

体育館での掲示による利用者への周知取組
事例

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
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Q：学校の体育館で負傷者が出た場合、消費者事故の通知はどこに連絡すれば良いか？

消費者安全法（平成21年法律第50号）では、地方公共団体の長に消費者事故等の
情報の通知義務が定められており、教育機関等における消費者事故等については、
文部科学省において情報を集約した上で、消費者庁長官に通知する仕組みとなって
いる。

学校の体育館における床板の剝離による負傷事故（消費者事故）等が発生した場
合には、下記事務連絡を参照のうえ、文部科学省への情報通知にご協力いただきた
い。

〇消費者事故等の通知について（依頼）（令和６年６月７日付事務連絡）
https://www.mext.go.jp/sports/content/20240711-spt_kensport01-300000789-02.pdf

〇体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）
（平成29年５月29日付事務連絡）
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/pdf/report_010_170607_0001.pdf

〇体育館の床板の剥離による負傷事故（消費者庁ホームページ）
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/

〇消費者安全法第23条第１項の規定に基づく 事故等原因調査報告書 
―体育館の床板の剝離による負傷事故―（平成29年5月29日 消費者庁）

【概要】
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/pdf/10_houkoku_gaiyou.pdf

【本文】
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/pdf/report_010_171228_0001.pdf

７ . 消費者事故発生時の通知について
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８ . 参考資料
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本手引きは、平成29年５月29日に公表された消費者安全調査委員会による事故等原因調
査報告書等をもとに、下記の作成協力を得て、文部科学省が作成した。

〇 野川 春夫
武庫川女子大学学術顧問・順天堂大学名誉教授・日本スポーツクラブ協会理事長

〇 公益財団法人 日本スポーツ施設協会

【本件問合せ先】
文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号
電話：03-5253-4111（内線2292）

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
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学校施設は我が国の将来を担う子供たちの学習・生活の場であり、
災害時には避難所としての役割を担う重要な施設です。

計画的・効率的な長寿命化対策とともに、適切な維持管理を行い、
安全性・機能性を確保することは、子供たちを守るために不可欠です。

起きてからでは遅い！

子供たちを守るため、学校施設の適切な維持管理が必要

事故を未然に防ぎ、子供たちを守るのは？

公立学校に対する国の支援は？
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❶ 学校設置者の役割
学校の施設及び設備を管理する義務があります。

（学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等）

施設を常時適法な状態に維持することが求められています。（建築基準法）

❷ 学校の役割
学校の施設及び設備の安全点検、改善の義務があります。（学校保健安全法）

❶ 財政的支援
公立学校における長寿命化改良事業や大規模改造事業に対して、

学校施設環境改善交付金等の財政支援措置を行っています。

維持管理に関する手引及びガイドブック等を作成し、配布しています。
 ➀学校施設の維持管理に徹底に向けて -子供たちを守るために-（令和２年５月）

  ➁子供たちの安全を守るために -学校設置者のための維持管理手引-（平成28年3月）

❷ 技術的支援



 

事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 
  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 施 設 主 管 課  

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた 
 

各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課  

各国公私立高等専門学校施設担当部課  

独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当部課  

各 都 道 府 県 ス ポ ー ツ 施 設 主 管 課  

各 指 定 都 市 ス ポ ー ツ 施 設 主 管 課  

   

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

ス ポ ー ツ 庁 参 事 官 （ 地 域 振 興 担 当 ）  

 

 

体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について 

  

標記については、平成 29 年５月 29 日に公表された、消費者庁の消費者安全調査委

員会による事故等原因調査報告書（以下「消費者庁報告書」）を踏まえ、「体育館の床板

の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29 年５月 29 日付 29 施施企

第２号）（別添１）等により、維持管理における取組をお願いしているところです。 

 去る令和６年 12 月に、東京都内の小学校の体育館において、臀部に剥離した床板が

刺さり負傷する事故を受け発出した、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止につ

いて」（令和７年１月 10 日付け事務連絡）により、各学校設置者等に対し、事故の防止

対策の推進を要請したところですが、令和７年１月以降も、体育館における負傷事故が

相次いで発生しています。 

具体的には、令和７年１月に東京都内の中学校の体育館において、体育の授業中に生

徒が滑り込みながら床に座った際、臀部に剥離した床板が刺さり負傷する事故が発生し

ました。また、同月に宮城県内の小学校の体育館において、中学校のバレーボールの部

活動中に生徒が滑り込みをした際、床板から露出していたねじ頭により膝に裂傷を負う

事故が発生しました（別添２、３）。 

同様の事案の再発防止と学校環境の安全確保に万全を期すため、改めて別添１の内容

をご確認いただき、消費者庁報告書及び「学校における安全点検要領（令和６年３月）」

（別添４）も参考として、引き続き安全点検を実施するとともに、異常を発見した場合

には、対策を講じていただくようお願いします。 

体育館の剥離した床板及び床板から露出したねじにより、生徒が負傷する２件の事故が発生しまし

た。ついては、利用者の安全確保に万全を期すため、維持管理の徹底を図るようお願いします。また、

各施設において、維持管理等に関する事故等が発生した場合は、文部科学省へ情報提供願います。 

御中 



 

その際は、バレーボール支柱等の体育器具設置に伴う床の傷や、木栓の浮きや抜け及

びねじ頭の露出が無いかなども含めて点検を行っていただくようお願いします。 

なお、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）では、地方公共団体の長に消費者事

故等の情報の通知義務が定められております。学校施設において消費者事故等が発生し

た場合は、「消費者事故等の通知について」（別添５）を参照の上、文部科学省への情報

通知にご協力をお願いします。消費者事故等について、通知すべきか判断に迷われた場

合は、事故等の内容に応じて情報通知先の各担当まで相談願います。 

このことについて、各都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対

し、各都道府県私立学校施設主管部課においては所轄の私立学校に対し、構造改革特別

区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては所

轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知いただくようお願いします。 

また、各都道府県スポーツ施設主管課におかれては、所管の社会体育施設及びその他

都道府県所管施設等へ周知すると共に、域内の市区町村スポーツ施設主管課を通じ、市

区町村所管の社会体育施設、その他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知

を図られるようお願いします。 

 

（別添１）「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29 年５  

     月 29 日付 29 施施企第２号） 

（別添２）東京都内の中学校体育館における事故の概要 

（別添３）宮城県内の小学校体育館における事故の概要 

（別添４）学校施設の安全点検要領の概要 

（別添５）消費者事故等の通知について 

 

（参考） 

〇消費者安全法第 23 条第 1 項の規定に基づく事故等原因調査報告書 -体育館の床板

の剝離による負傷事故-（平成 29 年５月 29 日消費者安全調査委員会） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/pdf/repor

t_010_171228_0001.pdf 

 

 

 

【本件連絡先】 
（学校施設の維持管理等に関する事故等について） 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課指導第二係 
電話：03-5253-4111（内線 2292） E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp 

（社会体育施設での一般利用時における事故等について） 
スポーツ庁参事官（地域振興担当）付施設企画係 
電話：03-5253-4111（内線 3773） E-mail：stiiki@mext.go.jp 



nagano-kazu
テキストボックス
別添１



の影響が考えられ，体育館の維持管理が非常に重要です。

このことから，体育館の所有者及び管理者におかれては，報告書を踏まえ，体育館の床板の剥

離による負傷事故の防止対策をより一層推進するため，維持管理における下記の取組等を適切に

実施するようお願いします。

記

１ 適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）

日常清掃及び特別清掃※１により，体育館の木製床を清潔に保つ。その際，水分の影

響を最小限にする。

水拭き及びワックス掛けはフローリング等の不具合発生の観点からは，行うべきで

はないことなど，報告書を参考にして適切な清掃の方法を定め，書面にすることによ

り，実際に清掃を行う者に分かりやすく周知し，実施を徹底する。なお，やむを得ず

体育館にワックスを使用する場合には，それに伴うフローリングへの水分の影響を最

小限とするよう注意する。

※１ 日常清掃では取りきれない汚れを除去するために数か月に一度行う清掃

２ 日常点検・定期点検の実施，記録の保管及び速やかな応急処置

日常的，定期的に点検を行い，その実施した記録を保管する。報告書を参考にして

点検記録表を作成し，点検項目及び方法について実際に点検を行う者に分かりやすく

周知し，実施を徹底する。

フローリング等の不具合を発見した場合には，速やかに応急処置又は補修を行うほ

か，必要に応じて専門業者に相談して補修又は改修を行う。また，事故が発生した場

合に事故原因の事後的な検証を行うことができるよう，フローリング等の不具合を把

握した場合には，写真を撮影する等の方法で不具合の内容を記録し，不具合の位置や

箇所数とともに記録し保管する。

さらに，体育館ごとに，体育館の適切な維持管理についての責任者を定め，当該責

任者に，点検の実施やフローリング等の不具合について責任を持って対応に当たらせ

る。

３ 維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定

体育館の維持管理を外部に委託する場合には，上記１及び２について仕様書で定め

るなどして，受託者に対し同様の対応を求める。また，受託者には体育施設管理士資

格※２を有する者がいることを条件とするなど，維持管理の質を保つ。

※２ 体育施設管理士養成講習会（主催：公益財団法人日本体育施設協会及び独立行政法人日

本スポーツ振興センター）で指定項目を受講し，試験に合格した者が取得できる資格

４ 長期的な改修計画の策定，計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管

体育館の木製床の長期的な改修計画を策定するとともに，計画に基づいて体育館の



木製床の改修を行う。また，継続的に記録を参照できるよう，補修・改修の記録を保

管する。体育館を新築する際には，施工に関する情報並びに維持管理の方法及び改修

時期の目安等の情報について，まとめた管理簿を作成して引渡すことを仕様書に定め

るなど，設計者及び施工者に伝達させ，これを基に上記の改修計画を策定する。

５ 施設利用時における注意事項の利用者への周知

報告書を参考にして施設利用時の注意事項を作成し，体育館の利用者の目に付く場

所に掲示するなどして，利用者に対して分かりやすく伝える。

なお，今後，文部科学省及びスポーツ庁において，上記１から５までの取組状況を把握するた

めに調査を行うこととしていますので，あらかじめお知らせします。

このことについて，都道府県教育委員会施設主管課及び都道府県施設主管課におかれては，所

管の各学校、社会体育施設及びその他都道府県所管施設等へ周知するとともに，域内の市区町村

教育委員会施設主管課及び市区町村施設主管課を通じ，市区町村教育員会及び市区町村所管の各

学校，社会体育施設，その他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知を図られるよう

お願いします。

また，都道府県私立学校担当課におかれては，所轄の私立学校（専修学校，各種学校を含む）

に対して，周知するようお願いします。

（本件連絡先）

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

環境施設企画係 島岡・古田

電話：03-5253-4111（内線2288）

E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付

施設企画係 山本

電話：03-5253-4111（内線3773）

E-mail:stiiki@mext.go.jp

【参考】

「体育館の床板の剥離による負傷事故」に関する消費者安全調査委員会の調査報告書は，消費

者庁のホームページで閲覧できます。

（http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/）



 別添２  

東京都内の中学校の体育館における事故概要 
 
 

１．事故発生の経緯 

   令和７年１月中旬、東京都内の公立中学校の体育館において、体育の授業中に小

走りで滑りながら体育館の床に座った生徒の臀部に剥離した床板が刺さり負傷す

る事故が発生した。 
  
 

２．事故及び体育館施設の状況 

  ・授業終了時に生徒から教員に報告があり、負傷が判明した。その後、生徒は医療

機関にて木片を除去した。 

  ・剥離した床板の横にバレーボール支柱用の床金具があり、支柱を立てる際の仮置

きによる凹み傷が剥離の原因となったと推測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．教育委員会の対応・再発防止策 

・床板の緊急修繕を行うとともに、体育館内に同様の危険個所が無いことを確認した。 

・域内の公立学校及び学校開放利用団体に対し、事故再発防止の注意喚起を行うと

ともに、全公立学校の床板等を対象とした緊急点検を実施する。 

 
 

 
 

 

床板が剥離した箇所及び剥離した木片 

（生徒に刺さった木片は左側のもの 長さ：1.7 ㎝） 

バレーボール支柱の仮置き等で傷ついた床板 

バレーボール支柱の仮置きで傷ついた床板及びバレーボール支柱用の床金具（略図） 



 別添３  

宮城県内の小学校の体育館における事故概要 
 
 

１．事故発生の経緯 

   令和７年１月中旬、宮城県内の公立小学校の体育館において、中学校のバレーボ

ールの部活動中に生徒が滑り込みをした際、床板から露出していたねじ頭により膝

に裂傷を負う事故が発生した。 
  
 

２．事故及び体育館施設の状況 

  ・床板から露出していたねじ頭に生徒の右足ひざ頭が接触し、９針を縫う裂傷を負

った。負傷後、生徒は病院で治療を受けた。 

  ・老朽化等により木栓が外れ、ねじ頭が露出したことが事故の原因と推測されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．教育委員会の対応・再発防止策 

・床板の緊急修繕を行うとともに、域内の全公立学校に注意喚起を行った。 

・今後、体育館を利用する際には、毎回安全点検を実施するとともに、異常個所が

あった場合は直ちに利用を中止し、教育委員会に報告することとした。 

 
 

 
 

 

負傷事故の発生箇所 

（事故発生後、直ちにねじは撤去済み） 

 

正常な木栓及び 

木栓が紛失して露出したねじ頭 

木栓が紛失して露出したねじ頭（略図） 

木栓有り 
木栓無し 



こ
の
「
安
全
点
検
要
領
」
は
、
ウ
ェ
ブ
公
開
し
て
お
り
、「

い
つ
で
も
」、
「
ど
こ
で
も
」、
「
短
時
間
」
で
、
安
全
点
検
の
方
法
を
「
見

て
」、

「
学
び
」、
「
実
践
」
で
き
る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
学
校
が
参
考
と
な
る
情
報
を
適
宜
、
更
新
し
て
い
き
ま
す
。
 

主
に
、
以
下
の
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

࿨࿩࿪
安
全
点
検
実
施
の
考
え
方
 

・点
検

体
制

、設
置

者
と

の
連

携
、専

門
家

活
用

な
ど

࿨࿩࿪
安
全
点
検
の
種
類
と
対
象
 

・点
検

の
視

点
、対

象
の

考
え

方
、点

検
の

頻
度

や
方

法
な

ど

࿨࿩࿪
事
故
等
情
報
の
共
有
 

・重
大

事
故

事
例

か
ら

の
分

析
、ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
収

集
な

ど

࿨࿩࿪
安
全
点
検
表
等
の
活
用
 

・編
集

可
能

な
点

検
表

・集
計

表
、ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
報

告
様

式
サ

ン
プ

ル
を

紹
介

࿨࿩࿪
安
全
点
検
の
方
法
の
解
説
 

・場
所

、箇
所

ご
と

に
具

体
の

点
検

方
法

を
映

像
等

で
紹

介

࿨࿩࿪
安
全
点
検
取
組
事
例
 

・専
門

家
活

用
や

教
職

員
の

負
担

軽
減

策
等

、多
数

掲
載

【
安
全
点
検
の
視
点
（
安
全
点
検
の
方
法
の
映
像
）】

 

○
こ

れ
ま

で
施

設
設

備
の

劣
化

を
見

る
点

検
を

し
て

き
た

が
、子

供
の

動
き

を
踏

ま
え

る
こ

と
も

含
め

事
故

を
防

止
す

る
た

め
の

視
点

が
わ

か
り

や
す

い
。

○
安

全
点

検
映

像
も

点
検

を
行

う
視

点
が

わ
か

り
や

す
く

、短
時

間
で

学
べ

て
よ

い
。

【
安
全
点
検
表
】
 

○
点

検
表

で
は

、ど
の

よ
う

な
と

こ
ろ

を
見

れ
ば

よ
い

か
具

体
的

に
書

か
れ

て
い

る
。

○
点

検
表

に
つ

い
て

、日
常

と
定

期
で

分
け

て
整

理
し

て
あ

り
使

い
や

す
い

。

○
点

検
表

に
記

載
の

観
点

は
非

常
に

納
得

的
。学

校
の

状
況

を
踏

ま
え

て
追

加
等

で
き

る
の

も
良

い
。

○
集

計
シ

ー
ト

に
お

い
て

、×
や

△
の

箇
所

が
自

動
で

色
が

付
く

の
で

分
か

り
や

す
く

て
良

い
。

【
教
職
員
の
負
担
軽
減
】
 

○
点

検
表

の
デ

ジ
タ

ル
化

に
よ

り
担

当
者

の
集

計
作

業
の

効
率

化
が

図
ら

れ
、管

理
職

も
点

検
結

果
の

全
体

像
を

速
や

か
に

把
握

し
や

す
い

。

○
す

で
に

デ
ジ

タ
ル

化
を

進
め

て
い

る
が

、自
動

集
計

は
楽

で
、管

理
職

も
全

体
の

点
検

結
果

を
把

握
し

や
す

い
。

【
専
門
家
の
活
用
】
 

○
教

育
委

員
会

と
し

て
も

専
門

家
の

活
用

事
例

が
参

考
に

な
る

。

○
デ

ジ
タ

ル
化

に
よ

り
、点

検
結

果
を

教
育

委
員

会
と

も
共

有
で

き
る

。

【
安
全
教
育
】
 

○
事

故
を

防
止

す
る

視
点

は
、生

徒
の

安
全

教
育

に
も

生
か

せ
る

。

○
安

全
教

育
と

一
体

的
に

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
の

で
、こ

う
い

っ
た

視
点

が
要

領
の

中
に

あ
る

の
は

よ
い

。

こ
の
「
学
校
に
お
け
る
安
全
点
検
要
領
」
は
、
学
校
に
お
け
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
学
校
及
び
学
校
の
設
置
者
等
が
連
携
し
て
、

質
の
高
い
実
効
性
の
あ
る
安
全
点
検
を
行
っ
て
い
く
参
考
と
な
る
よ
う
作
成
し
た
も
の
で
す
。
 

学
校
に
お
け
る
事
故
は
、
学
校
の
施
設
設
備
に
起
因
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
児
童
生
徒
等
の
行
動
や
使
用
す
る
物
の
状
況
の
変
化

等
に
よ
る
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
 

そ
の
た
め
、
学
校
に
お
け
る
安
全
点
検
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
重
大
事
故
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
を
校
内
で
共
有
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
り
事
故
発
生
の
リ
ス
ク
を
把
握
し
、
定
期
の
安
全
点
検
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
安
全
点
検
が
事
故
を
防
ぐ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
安
全
点
検
要
領
で
は
、
そ
れ
ら
の
安
全
点
検
を
行
う
際
の
視
点
や
点
検
の
方
法
、
さ
ら
に
、
専

門
的
な
知
見
を
取
り
入
れ
た
外
部
人
材
等
の
活
用
、
教
職
員
の
負
担
軽
減
も
考
慮
し
た
取
組
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
 

 
学
校
に
お
い
て
は
、
安
全
点
検
を
実
施
す
る
際
や
事
故
防
止
の
校
内
研
修
、
学
校
設
置
者
等
に
お
い
て
は
、
学
校
施
設
の
維
持
管
理

を
行
う
際
な
ど
に
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
 

学
校

に
お

け
る

安
全

点
検

要
領

 

見
て

 
学

び
 

実
践

し
 

安
全

点
検

要
領

の
目

的
 

事
故

防
止

 

安
全

点
検

要
領

の
内

容
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右
の
ア
ド
レ
ス
、

QR
ｺｰ
ﾄﾞ

か
ら
活
用

で
き
ま
す
 

「
安

全
点

検
要

領
」

を
活

用
し

た
先

生
方

か
ら

の
声

 

参
考

と
な

る
「

安
全

点
検

の
取

組
事

例
」

 
質
の
高
い
実
効
性
の
あ
る
安
全
点
検
の
参
考
と
な
る
専
門
家
の
活
用
や
、
教
職
員
の
負
担
軽
減
策
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
等
と
連

携
等
の
先
進
的
な
取
組
事
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
 

【
ウ
ェ
ブ
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
・
イ
メ
ー
ジ
画
面
】

 

※
ト

ッ
プ

ペ
ー

ジ
か

ら
見

た
い

項
目

を
ク

リ
ッ

ク
す

る
と

関
連

の
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。

別
添
４

 

nagano-kazu
テキストボックス

nagano-kazu
タイプライターテキスト
別添４



 

点
検
後
の
対
応
・
対
策
 

※
学
校
の
設
置
者
と
点
検
結
果
を
共
有
し
連
携
し
て
対
応
 

見
る

 

学
ぶ

 

実
践

す
る

 

安
全

点
検

要
領

は
、こ

の
よ

う
な

活
用

が
で

き
ま

す
 

点
検
体
制
の
整
理
（
教
職
員
、
設
置
者
、
専
門
家
の
関
わ
り
） 

※
金
属
疲
労
等
の
専
門
性
が
必
要
な
も
の
は
専
門
家
に
依
頼
 

点
検
箇
所
ご
と
の
安
全
点
検
の
方
法
を
映
像
等
で
解
説
 

※
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
で
、
点
検
場
所
等
で
も
視
聴
で
き
ま
す
。
 

校
舎

内
外

の
主

な
点

検
箇

所
の
点
検
方
法
を
解
説
。
 

点
検
映
像
は
１
～
２
分
。
 

「
安

全
点

検
要

領
」

活
用

の
一

例
を

紹
介

し
ま

す
。各

学
校

に
お

け
る

事
故

防
止

に
、有

効
に

活
用

し
て

く
だ

さ
い

。 

危
険
箇
所
の
「
抽
出
」、

「
分
析
」、

「
管
理
」
の
在
り
方
 

※
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
等
を
共
有
し
、
組
織
的
に
対
応
 

こ
れ
ま
で
の
重
大
事
故
事
例
を
教
訓
と
し
て
生
か
す
 

※
事
故
情
報
か
ら
得
ら
れ
る
安
全
点
検
の
留
意
点
も
記
載
 

事
故
防
止
に
欠
か
せ
な
い
「
日
常
の
安
全
点
検
」
の
 

実
施
の
考
え
方
 

※
児
童
生
徒
等
の
目
線
に
立
っ
た
確
認
が
重
要
 

共
有

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

内
等

で
、

共
同

編
集

可
能

な
設

定
に

す
る

と
、

よ
り

効
率

安
全
点
検
の
「
頻
度
」
と
「
方
法
」
 

※
耐
震
性
に
関
す
る
も
の
は
年
１
回
程
度
実
施
。
た
だ

し
、
使
用
頻
度
に
応
じ
て
点
検
頻
度
を
増
や
す
等
検
討
 

安
全

点
検

の
実

施
方

法
等

が
簡

単
に

確
認

で
き
ま
す
。
 

事
故

防
止

の
重

要
な

視
点
を
学
べ
ま
す
。
点

検
項

目
の

見
直

し
に

も
参
考
に
な
り
ま
す
。
 

点
検

要
領

を
参

考
に

安
全
点
検
を
実
施
。
デ

ジ
タ

ル
化

に
よ

る
実

施
は
点
検
が
効
率
的
。
 

児
童
生
徒
等
の
安
全
教
育
と
し
て
も
活
用
 

※
事
故
防
止
に
は
、
安
全
教
育
と
一
体
的
な
取
組
が
必
要
 

※
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
の
報
告
様
式
サ
ン
プ
ル
も
活
用
可
能
 

学
校
の
実
情
を
踏
ま
え
、「

安
全
点
検
表
」
を
編
集
 

※
デ
ジ
タ
ル
化
す
れ
ば
、
集
計
作
業
も
効
率
的
 

※
点
検
表
サ
ン
プ
ル
は
、
施
設
設
備
の
劣
化
以
外
の
 

事
故
防
止
の
観
点
を
重
視
 

（
活
用
例
）
※
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
た
場
合
 

①
 点

検
方
法
を
そ
の
場
で
確
認
（
視
聴
）
 

②
 デ

ジ
タ
ル
化
し
た
点
検
表
を
使
っ
て
、
点
検
箇
所
を
点
検
 

③
 点

検
表
に
点
検
結
果
や
、
改
善
を
要
す
る
点
な
ど
入
力
 

安
全

点
検

要
領

を
活

用
し

た
安

全
点

検
の

実
施
 

※
事

故
防

止
の

視
点

を
確

認
し

な
が

ら
、

負
担
少
な
く
、
効
率
的
に
実
施
 

①
 

②
 

③
 





消費者事故等の通知について 

消費者事故等の通知については、これまで「消費者事故等の通知について（依頼）」（令和 5 年２

月 22 日付事務連絡）のとおり文部科学省への情報通知に協力いただいていますが、消費者事故

等に該当するもののうち、重大事故等に該当するもの以外にも被害の拡大又は同類・類似の消費

者事故等が発生するおそれのあるものについても文部科学省への情報通知の必要があります。 

○「消費者事故等の通知について（依頼）」（令和 5年 2 月 22日付事務連絡）

https://www.mext.go.jp/sports/content/20230323-spt_stiiki-300000727_11.pdf

「消費者事故等の通知の運用マニュアル（消費者庁）」（以下「マニュアル」という。）の記載内容か

ら通知までの流れと通知すべき事案の考え方についてポイントをまとめましたので、文部科学省へ

の情報通知の参考にしてください。 

なお、情報通知に関する詳細や報告様式については、以下記載のウェブサイトから確認してくだ

さい。 

○消費者事故等の通知の運用マニュアル

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information

/assets/centralization_of_accident_information_240312_01.pdf

●通知までの流れ

⇒通知主体は、消費者からの苦情・相談、消費者等からの申出、公益通報、職権探知等によ

り入手した情報のうち、後述する判断基準で以下のように分類を行う。

①消費者事故等（法第２条第５項各号）に該当するか、

②上記①に該当したもののうち、生命・身体事案については、更に重大事故等に該当す

るか（法第２条第７項各号）、

③上記②以外の消費者事故等については、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は

当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれ（以下「被害

の拡大又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれ」という。）があるもの

別添５ 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20230323-spt_stiiki-300000727_11.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/assets/centralization_of_accident_information_240312_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/assets/centralization_of_accident_information_240312_01.pdf


⇒通知主体は、上記の分類に応じて通知を実施。

②に該当する場合：法第 12 条第 1項の規定に基づいて直ちに通知

③に該当する場合：法第 12 条第 2項の規定に基づいて速やかに通知

●通知すべき事案の考え方

「消費者事故等」に該当するかの判断 

「消費者事故等」とは、消費生活において消費者に被害が発生した事故や事故を引き起こすよう

な事態のことであり、それらのうち、自然災害や労働災害、公害などは除かれる概念である。 

〔要件〕 

要件１：事業者が事業として又は事業のために供給・提供・利用に供する商品・製品、物品・施

設・工作物、提供する役務を消費者が使用・利用することに伴って生じた事故  

要件２：政令（※）で定める程度の被害が発生したもの  

要件３：その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが

明らかでないもの 

※ 消費者安全法施行令（平成21年政令第220号。以下「政令」という。）第１条

「重大事故等」に該当するかの判断 

〔要件〕 

生命・身体に関する被害が現実に発生している事故（法第２条第5項第１号）のうち、その被害

が重大であるものとして政令（※）で定める要件に該当したもの 

※ 政令第4条

「被害の拡大又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれ」の判断 

重大事故等以外の消費者事故等については、「被害の拡大又は同種・類似の消費者事故等

が発生するおそれ」がある場合に通知義務が生じる。この判断についての解説及び具体例等を

以下のとおり示す。 

〔解説〕 

「被害の拡大又は同種・類似の消費者事故等が発生するおそれ」の有無の判断に当たって

は、消費者事故等の態様、消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他消費者事故等に

関する状況を総合的に考慮する。 

〔消費者事故等の態様（例）〕 

・ 通常予見される使用方法によって事故が発生しているか

・ 多数の消費者に被害が生じるおそれがあるか

①死亡事故

②治療に一日以上かかる負傷・疾病（通常医療施設における治療の必要がないと認められる

軽度のものを除く。）

③一酸化炭素中毒

①死亡事故

②負傷・疾病であって、治療に要する期間が30日以上であるもの

③負傷・疾病であって、これらが治った（症状固定を含む。）ときに府令で定める程度の身体障

害が存するもの

④中毒（一酸化炭素中毒）



●消費者事故等の情報通知先一覧

教育機関等における消費者事故等については、事故等の内容に応じて、以下の情報通知先

まで御連絡ください。 

なお、御連絡に当たっては、原則として、E-mail を御使用ください。 

（理科や技術・家庭などの授業中の事故等について） 

文部科学省初等中等教育局教育課程課  

TEL：０３－６７３４－２５６５（直通） 

E-mail：kyoiku@mext.go.jp

（学校の体育・保健体育の授業中における製品に起因する事故等について） 

スポーツ庁政策課企画調整室

TEL：０３－６７３４－２６７４（直通）

E-mail：skikaku@mext.go.jp

（運動部活動中における製品に起因する事故等について） 

スポーツ庁地域スポーツ課

TEL：０３－６７３４－３９５３（直通）

E-mail：tiikisport@mext.go.jp

（高等学校における職業教育に関する活動中の事故等について） 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付産業教育振興室 

TEL：０３－６７３４－２９０４（直通） 

E-mail：sangyo@mext.go.jp

（学校施設の維持管理等に関する事故等について） 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

TEL：０３－６７３４－２２９２（直通） 

E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp

（幼稚園の教育活動中の事故について、その他、通学中や学校における製品に関する事故

等、学校の安全管理に関する事故等について）  

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室 

TEL：０３－６７３４－２９６６（直通） 

E-mail：anzen@mext.go.jp

（専修学校・各種学校における事故等について） 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室 

TEL：０３－６７３４－２９３９（直通） 

E-mail：syosensy@mext.go.jp

mailto:kyoiku@mext.go.jp
mailto:skikaku@mext.go.jp
mailto:tiikisport@mext.go.jp
mailto:sangyo@mext.go.jp
mailto:shisetulead-2@mext.go.jp
mailto:anzen@mext.go.jp
mailto:syosensy@mext.go.jp


（社会教育施設（博物館を除く）における事故等について） 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

TEL：０３－６７３４－２９７４（直通） 

E-mail：chisui@mext.go.jp

（社会体育施設での一般利用時（学校体育、部活動利用時を除く）における事故等につい

て）  

スポーツ庁参事官（地域振興担当）付

TEL：０３－６７３４－３７７３（直通）

E-mail：stiiki@mext.go.jp

（少年自然の家・青年の家等の青少年教育施設における事故等について） 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課青少年教育室（施設係） 

TEL：０３－６７３４－２６５０（直通） 

E-mail：seisyone@mext.go.jp

（財産に関する事故その他の事故等について） 

文部科学省大臣官房総務課法令審議室審議第四係 

TEL：０３－６７３４－２１５６（直通） 

E-mail：hourei@mext.go.jp

mailto:chisui@mext.go.jp
mailto:stiiki@mext.go.jp
mailto:seisyone@mext.go.jp
mailto:hourei@mext.go.jp
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